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上陸審半l1要領

上陸審判要領

第1章総則

第1節目的

この要領は， 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下

「法」 という。）第3章第2節（口頭審理及び異議の申出） ，第3節（仮上陸

等）及び第6章（船舶等の長及び運送業者の責任） ， 出入国管理及び難民認定

法施行規則（昭和56年法務省令第54号。以下「規則」 という。）並びに上

陸審判規程（平成12年法務省訓令第2号。以下「規程」 という。）の規定に

基づく特別審理官及び主任審査官の職務の執行について， その取扱いを具体的

に規定し， もってその適正を図ることを目的とする。

第2節定義等

第1 定義

この要領においては，法第2条各号及び規程第2条各号に掲げる用語を，

それぞれこれら各号に定める意義により用いる。

第2参照条文の表記

参照条文として括弧書きで引用した条文の表記を簡略化するため，条番号

は算用（アラビア）数字，項番号はローマ数字，号番号は丸付き算用（アラ

ビア）数字を用い，第，条，項，号の記載を省略する。

（例）規則第12条第2項第3号→規貝|jl2Ⅱ③

第S様式の表記

様式についての表記を簡略化するため，後出の場合にその様式番号を省略

するために用いる （以下「○○」 という。）を記載せずに， その後の様式番

号を省略する。

（例）規程別記第9号様式による証人尋問調書→2度目以後は証人尋問調書

-1-



上陸審半ll要領

第2章口頭審理

第1節総 則

1 口頭審理の心構え

1 特別審理官は， 申請者の口頭審理（注）においては， その者が属する国

の風俗，習‘|貫を尊重し， いやしくも国籍・地域， 出生地，人種，民族，宗

教，言語，性別等によるいかなる偏見及び差別もあってはならず， その者

の名誉及び利益を不当に害することのないよう配慮しなければならない。

（注） 口頭審理とは， 口頭主義による対面審理の方式をいい，書面主義に

対比される。

一般的に口頭主義による審理は， 申請者から直接陳述を聞き，真意

を確かめるものであるので， その真意を把握しやすいという長所が

ある反面， 聞き漏らし， 聞き違い，細部の記憶違いが生じやすい等

の短所を有する。 したがって，特別審理官は，事前に案件の問題点

の把握に努めるとともに，陳述を求めるに当たっては，陳述者の記

憶喚起に努め， さらに，必要に応じてその陳述を記録するなどして

陳述内容を確実に把握する必要がある。

2 特別審理官は， 申請者が法第2条第7号に規定する人身取引等（以下単

に「人身取引等」 という。）の被害者である可能性がある場合には， その

者の保護を旨とし， 口頭審理においては， その者の心身の状況やプライバ

シーに十分配慮した時間及び場所で行うとともに， その者が女性であると

きは， できる限り女性の特別審理官が対応することとし， また， できる限

りその者の母国語の通訳人を介して意思の疎通を図り，柔和な態度で不安

感を払拭するよう留意しながら事案の真相究明に努めなければならない。

なお，その者が供述を拒んだときは， これを強要してはならない。

3 特別審理官は，法第7条第4項の規定による申請者の引渡しを受けた場

合における口頭審理に当たっては， 当該申請者から，その取扱いに'|真重を

要する「個人識別情報」 （法第6条第3項に規定する個人識別情報をいう。

以下同じ。）の提供を受けるものであること， また， 当該申請者自身が我

が国における出入国管理制度そのものを承知していない可能性があるこ

と，更には，法第6条第3項各号のいずれかに該当する者である可能性も

第1
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あること等を念頭に， ‘|真重に対応する必要がある。

4 特別審理官は， 口頭審理に当たっては上陸審判手続及びその効果を説明

し，手続を円滑に進めるため事務を整理するとともに申請者その他の出席

者に対して必要かつ的確な指示を行い，認定に当たっては申請者の陳述，

提出書類その他の証拠資料を総合的に考盧し，論理法則及び経験則に従い

上陸条件に適合するか否かを客観的かつ合理的に判断した上で，迅速かつ

適正に認定しなければならない。

5 特別審理官は，規則又は本要領等で定められた様式に署名するときは，

判読可能な漢字又は仮名をもって署名するものとする。ただし，本要領等

により，入国審査官認証印等をもって署名に代える旨の規定がある場合は

この限りでない。

6

7 特別審理官は， 申請者に退去を命ずるに当たっては， 円滑・迅速かつ確

実な送還を期するため， 申請者が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を

運航する運送業者（以下「運送業者等」 という。） と連絡を密にし，必要

な協力を求め又は行うものとする。特に，法第59条第1項に規定する運

送業者等の責任と費用による送還に当たっては，運送業者等にその責務に

ついて説明を尽くし，十分な理解を得るよう努めなければならない（入国

．在留審査要領第6編第5章参照)。

第2特別審理官の指名等

1 地方出入国在留管理官署の長は，法第7条第4項の規定及び法第9条第

6項の規定により入国審査官が申請者の引渡しをするとき又は第3により

口頭審理に係る案件の移管を受けたときは，直ちにその申請者の口頭審理

を行う特別審理官を指名しなければならない（規程31)。

2 地方出入国在留管理官署の長は， 1により特別審理官を指名するに当た

っては， 口頭審理の適正を期するため，申請者の使用言語，引渡しの理由，

口頭審理の併合の可能性等を考慮するものとし， 申請者の引渡しをした入
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国審査官を指名してはならなし1
１
Ｊ

II

１
Ｊ

ｒ
Ｌ

１
Ｊ’

3 地方出入国在留管理官署の長は，指名した特別審理官が，事故その他や

むを得ない事由によりその口頭審理を終結することができなくなったとき

は， 直ちに新たな特別審理官を指名してその口頭審理を引き継がせなけれ

ばならない（規程3Ⅱ）。

4 地方出入国在留管理官署の長は，証人尋問における調書の作成など口頭

審理において必要があると認める場合は， その所属の入国審査官（その申

請者の引渡しをした者を除く。）に特別審理官の行う事務を補助させるこ

とができる。

3 移管

1 特別審理官は，次に掲げる場合で，規程第4条により '.頭審理に係る案

件を移管することが適当であると思料するときは， その案件の概要及び移

管を適当とする理由を記載した書面を作成し， その所属する地方出入国在

留管理官署の長に対してその旨を報告しなければならない。

（ 1）法第13条第1項の許可（以下「仮上陸許可」 という。） を受けた申

請者の住居が遠隔地となったとき。

（2）規程第6条第1項に掲げる関連申請者に係る口頭審理が複数の地方出

入国在留管理官署に分散して行われているとき。

2 地方出入国在留管理官署の長は， 1の報告を受けた場合で移管が適当で

あると認めるときは， 1により作成された書面の写しを送付（電送でもよ

い。） して， 1 （1）の場合は住居の近傍にある地方出入国在留管理官署

の長と， 1 （2）の場合は他の関連申請者の口頭審理を行っている地方出

入国在留管理官署の長と， それぞれ移管について協議するものとする。

3 地方出入国在留管理官署の長は， 2の協議の結果，移管をすることに決

定したときは，別記第1号様式による移管書を作成し， 上陸手続において

作成又は入手した全ての書類等とともに， これを移管先の地方出入国在留

第3
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管理官署の長に送付しなければならない（注1 ． 2）。

（注1）移管又は証印代行の場合における出入国記録の取扱いは， 「出入

国管理業務電子計算機入力処理要領集」 [1] EDカード取扱要領第5

「外国人入出国記録」 3 「上陸口頭審理案件の移管等の場合における

取扱い」に従い処理する。

（注2）移管又は証印代行の場合において上陸許可の証印をする際は， 申

請者が上陸申請をした出入国港を上陸港として記載するものとする。

第2節口頭審理の準備

第1 身分事項等の登録

1 特別審理官は， 口頭審理を担当するよう指名されたときは， 自分のユー

ザーID及びパスワードを外国人出入国情報システム（以下「FEIS」という。）

に入力しログインした上で，担当する申請者に係る必要事項をFEISに登録

しなければならない。

2 別記第2号様式による上陸審判台帳の案件番号欄には別表2に定めると

ころにより暦年の一連番号を付し，別記第3号様式による案件記録表紙及び

事後の手続において作成する関係記録にも案件番号を表示するものとする。

第2 口頭審理の期日

1 特別審理官は， 口頭審理を担当するよう指名されたときは，速やかに申

請者の口頭審理を行わなければならない。ただし，第1節第3の移管がな

されることその他の理由により速やかに口頭審理を行うことができない場

合は， その対象である申請者について第4節第1の入定質問のみを行い，

その後の申請者については第3節第1 1により措置するものとする （規程

51)。

2 特別審理官は， 1のただし書きの申請者に対しては， これに掲げる理由

がなくなったときは，速やかに規程別記第1号様式による口頭審理期日通知

書により口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない（規程5Ⅱ） 。

3 特別審理官は， 口頭審理の期日において口頭審理を終結することができ

ず，次回の期日を設けなければならない場合は， 申請者に対しては口頭審
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理期日通知書により， 口頭審理に出席しているその他の者に対しては口頭

により， それぞれ次回の口頭審理の日時及び場所を通知しなければならな

い。ただし， 口頭審理が終結できない場合でも，移管がなされるときは，

次回の期日を設けることはできないので,移管の準備をすることとなる（規

程5Ⅲ)。

4 特別審理官は， 口頭審理の日時及び場所を通知した後，やむを得ない事

情が生じてその日時又は場所における口頭審理ができなくなったときは口

頭審理の日時又は場所を変更し， また，移管がなされることとなったとき

は期日の設定を取り消すものとし，いずれも口頭審理の日時及び場所を通

知した者に対し， その旨を口頭により通知しなければならない。 申請者が

病気，事故その他やむを得ない事由により設定された期日に出頭できなく

なったときも， これと同様に措置するものとする。

5 特別審理官は，仮上陸許可を受けている申請者が口頭審理の期日に出頭

しなかった場合は， その原因を調査した上，正当な理由がないと認めると

きは，次回の口頭審理の期日を通知するに当たり，別記第4号様式による

呼出状を添えるものとする。

第3 口頭審理の場所

特別審理官は， 申請者がとどまっている船舶内又は出入国港の口頭審理室

において口頭審理を行う。ただし，やむを得ない事情があると認めるときは，

その所属する地方出入国在留管理官署の長の承認を得て，他の適当と認める

場所においてこれを行うことができる。

第4 口頭審理の併合

1 特別審理官は，複数の申請者が夫婦，親子，兄弟姉妹等の親族関係，後

見関係若しくは内縁等実質的に生活を共同にする関係にある場合又は同一

団体の構成員である場合（以下「関連申請者」 という。）は，併合して口

頭審理を行うことが適当であるかどうか，及びその関連申請者が他の地方

出入国在留管理官署にもいるときは， 口頭審理の移管をすることが適当で

あるかどうかを判断し，適当と認めるときは，併合して口頭審理を行い（規
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程61)又は第1節第3により措置するものとする。

2 特別審理官は， 関連申請者について併合して口頭審理を行うこととした

ときは， その旨を上陸審判台帳の備考欄に記載するとともに， 関連申請者

に対する審問，証人尋問及び第3節第3の調査（以下「証拠調べ」という。）

を共通にする （規程6Ⅱ）かどうかを速やかに決定し， 口頭審理の進め方

について計画しなければならない。

3 特別審理官は， 関連申請者について併合して口頭審理を行ったときは，

関連申請者の氏名を列記して第3節第1の1 （1）の上陸口頭審理記録書

を作成しても差し支えないが，次の点に留意しなければならない。

（1）関連申請者が多数のため申請者の氏名等の欄に列記が困難な場合は，

1名を挙げてほか○名として別紙一覧表を作成し，記録書の末尾に添付

すること。

（2）併合して口頭審理をした旨及びその理由を記載すること。

（3） 申請者の供述の要旨及び異議の申出に関する意思表示については，供

述又は意思表示した申請者が特定できるように記載すること。

4 特別審理官は， 関連申請者について併合して口頭審理を開始した後， 関

連申請者の一部が事故，疾病その他やむを得ない事情により相当期間にわ

たり口頭審理を受けることができなくなったときは， その者について併合

を解除し，別々に口頭審理を行わなければならない。

第3節口頭審理の要領

1 口頭審理の記録

1 口頭審理記録において作成する記録は，次のとおりとする。

（1）上陸口頭審理記録書（規程81 ,規程別記第2号様式等）

法第10条第2項の「口頭審理に関する記録」として作成するもので，

申請者に応じた様式（第11節参照）を用い， 申請者の供述の要旨，証

拠調べの概要， 口頭審理の経過及び期日に関する事項を記載するととも

に，特別審理官が適当と認め， 申請者の供述に代えて陳述書等の提出を

許したときは，その経緯を記載し， また， 関連申請者につき併合して口

頭審理を行ったときは，その旨を記載しなければならない（規程8Ⅱ）。

第1
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なお， 関連申請者につき併合して口頭審理を行ったときは， 関連申請

者の氏名を列記した上， 1通の上陸口頭審理記録書としても差し支えな

い（第2節第4の3参照)。

（2） 口頭審理調書（規程8Ⅲ，規程別記第3号様式）

審問において必要と認めるときに作成する。

（3）供述調書（規程8Ⅳ，規程別記第4号様式）

申請者及びその代理人以外の者から事情聴取する （以下「事情聴取」

という。）場合において必要と認めるときに作成する。

（4）証人尋問調書（規程17Ⅲ，規程別記第9号様式）

証人尋問を行ったときに作成する （第2章第6節第3参照)。

2 特別審理官は， 口頭審理調書，供述調書又は証人尋問調書を作成する場

合， ボールペン，万年筆等を使用した手書き，又はパーソナルコンピュー

ターを用いた印字によるものとするが，本文中（読み聞かせ・閲覧前の供

述を録取した部分）に手書きと印字を混在させてはならない（注)。

申請者又は供述人等に読み聞かせ又は閲覧させ，署名させた後に行う結

びの記載（奥書）は，全て手書きにより行う （ゴム印を使用することは差

し支えない｡）。

（注）手書きと印字を混在させた場合，事情聴取の結果に基づくことなく，

各種調書を作成しているとの疑念を生じさせ， その信用性を低下させ

るおそれがある。

3 特別審理官は， 口頭審理調書，供述調書又は証人尋問調書を作成したと

きは，供述した者にこれを読み間かせ（外国語を使用し又は通訳人を介し

て供述を録取した場合を除き，調書を閲覧させることによりこれに代える

ことができる。） ，誤りがない旨を申し立てたときは， その末尾に署名を

させる （注） とともに， 自ら署名押印するものとする （規程8V,規程1

7Ⅳ)。 この場合において，特別審理官は，供述した者が署名を拒んだと

き又は署名することができないときはその旨を調書に付記するほか， 申請

者が署名することができないときは， 申請者に代わって上陸申請をした者

（規則5Ⅲ，Ⅳ。以下「申請代行者」 という。） ， 申請者の親権者若しく

は後見人又は代理人に， 「申請者○○に代わり」の文言を付記させた上，
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申請者に代わって署名させるものとする。

（注）供述人の署名がその頁の1行目にある調書は，差替えや事前に署名

だけさせたとの疑念を生じさせかねないことから， そのような調書は

作成しない。

4 特別審理官は， 口頭審理調書，供述調書又は証人尋問調書を作成する場

合は，文字を改変してはならず，文字を加え， 削除し又は欄外に記入した

ときは， その部分に押印し， 削除については元の文字が判読できるよう棒

線により行う。

単純・形式的な誤記・誤字・脱字に限り，読み聞かせ・閲覧のときに供

述人の面前で逐一認識を受けながら， 口頭審理調書供述調書又は証人尋

問調書中で加字・削字を行うこととするが，読み聞かせ・閲覧の後に供述

人から録取内容につき訂正の申立てがあったときは， その内容を口頭審理

調書，供述調書又は証人尋問調書の末尾に手書きするものとする。

5 口頭審理調書，供述調書又は証人尋問調書が2枚以上にわたるときは，

申請者等の面前で各頁について， その前後の頁の間に害'lり印をして，連続

するものであることを示すものとする。

6 特別審理官は， 口頭審理調書，供述調書又は証人尋問調書に署名押印す

る場合において，調書の作成に当たり第1節第2の4により供述の録取

を補助した入国審査官がいるときは， その入国審査官にも署名押印させ

るものとする。

第2外国語の使用等

特別審理官は， 日本語を十分に理解できない申請者，代理人及び事情聴取

の対象者に対しては，適宜外国語を使用し （証人尋問の場合を除く。）又は

通訳人を介して口頭審理を行うものとするが，使用する外国語は， 申請者等

の国籍・地域や経歴等を踏まえて'|真重に選択し，口頭審理等の冒頭において，

通訳人を介して当該外国語についての理解の確認を行った上で，使用する当

該外国語について理解できることを確認し， その旨を上陸口頭審理記録書及

び，審問のときは口頭審理調書に，事情聴取のときは供述調書に，証人尋問

のときは証人尋問調書にそれぞれ記載するほか，次のとおり措置しなければ
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ならない（規程9，規程17Ⅳ)。

（1）外国語を使用した場合

口頭審理調書又は供述調書をその外国語により読み聞かせる（規程91) 。

（2）通訳人を介した場合

口頭審理調書，供述調書又は証人尋問調書を通訳人を介して読み聞か

せるとともに，供述した者が誤りがない旨を申し立てたときは，供述し

た者のほか， その通訳人にもこれらの末尾に署名させる （規程9Ⅱ，規

程17Ⅳ)。

第33 特別審理官の調査方法

1 特別審理官は， 申請者が法第6条第3項各号のいずれかに該当する者で

あるかどうか若しくは上陸条件に適合しているかどうかを判断し又は情状

についての資料を得るため必要な調査を行うものとする。 この場合におい

ては，審問及び証人尋問のほか，次のような調査方法を用いることができ

る （規程7）が，強制の処分はできない。

（1）事情聴取

（2）外国語で書かれた証拠資料たる書面の翻訳（注1）

（3）旅券，査証，在留資格認定証明書その他文書の偽変造についての鑑識

（4）公務所又は公私の団体への照会（法10VI) (注2)

（5）地方出入国在留管理局長から関係行政機関に対する協力依頼（法6

1の8）

（6）各種文献，記録，通信情報などによる必要な情報の収集

（注1） （2）については，翻訳者に翻訳文の末尾に署名させなければな

らない（規程9Ⅲ）。

（注2）他に特段の定めがない限り， （4）の照会を文書により行うとき

は，別記第4号の2様式による照会書を使用し，電話により行うとき

は，別記第4号の3様式による電話記録書を使用する。

2 特別審理官は， 1のほか， 口頭審理に関し必要があるときは， その所属

する地方出入国在留管理官署の長を通じ，所属官署の職員又は他の地方出

入国在留管理官署の長に対し，事項を指定して調査を依頼することができる。
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第4認定後の資料送付等

1 特別審理官は，認定の後においては，証拠調べを行ってはならない。た

だし，第3章第1節第1の6又は8に定めるところにより主任審査官から

補充調査を命じられた場合は， この限りでない。

2 特別審理官は，認定の後に，証拠調べにおいて行った照会に対する回答

その他新たに入手し，受領し若しくは発見した事実若しくは証拠に関する

資料があるとき又は1の補充調査の結果得られた資料があるときは，別記

第5号様式による追送書をもってこれを主任審査官に送付しなければなら

ない。

第5 口頭審理の終止

特別審理官は， 申請者が次のいずれかに該当する場合は， 口頭審理を終止

して上陸の手続を完了させ，かつ， その旨をFEISに入力するとともに，所属

する地方出入国在留管理官署の長に報告するものとする。

（1）上陸申請の取下げ（規程18，第8節）又はその他の場合により本邦

から出国したとき （申請者が船舶に乗船している場合は， その船舶が本

邦における最終港を出港したとき）。

（2） 日本の国籍を有することが判明したとき。

（3）乗員その他法第3章第1節に規定する上陸のための審査を行わない外

国人であることが判明したとき。

（4）死亡したとき。

（5）第6の1により口頭審理を中止した申請者に対する退去強制手続の結

果， 申請者に対して退去強制令書が発付され又は法第50条第1項の許

可（以下「在留特別許可」 という。）がなされたとき （注)。

(注）

（6）その他， 口頭審理を継続することができないとき又は適当でないとき。

-11-
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第6 口頭審理の中止及び再開

1 特別審理官は，第7の1，第8の1， 同2 （仮上陸許可を受けている者

に限る。）又は第9の4のいずれかにより入国警備官に通報された申請者

について法第27条に規定する違反調査が開始されたときは， 口頭審理を

中止し， その旨をFEISに入力するとともに，所属する地方出入国在留管理

官署の長に報告するものとする。

2 特別審理官は， 1により口頭審理を中止した申請者に対する退去強制手

続の結果，法第44条の規定による申請者の引渡しが行われないとき若し

くは，法第63条第1項の場合において，違反調査の結果， 申請者が法第

24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由がないとき，又は法

第47条第1項，第48条第6項若しくは第49条第4項（第50条第4

項の場合を除く。）の規定により申請者が放免されたときは， その申請者

に係る口頭審理を再開し， その旨をFEISに入力するとともに，所属する地

方出入国在留管理官署の長に報告するものとする。

第フ7 有効な旅券を所持しない者等の取扱い

1 基本原則

（1）無旅券不法入国者

特別審理官は，有効な旅券を所持せず又はその疑いがあるとして申請

者の引渡しを受けた場合は， その者が旅券を所持せず又は旅券を所持し

ていても他人名義，偽変造旅券その他有効な旅券でないことが判明した

ときは，不法入国者（法310) としてその所属する地方出入国在留管

理官署の入国警備官（その官署に入国警備官が置かれていない場合は，

その官署を管轄する直近上級の地方出入国在留管理官署の入国警備官。

以下同じ。）に通報するものとする （注)。

（注）有効な旅券を所持しない者は法第3条の規定に違反して本邦に入

った者として退去強制の対象となる （法241)。上陸申請をする

外国人は有効な旅券を所持しなければならない（法61)ので，法

第12条第1項の許可（以下「上陸特別許可」 という。）において

も旅券に上陸許可の証印をするものとして（法1 1Ⅳ） ，在留資格

－12－
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の変更（法20W) ,在留期間の更新（法21W) ,在留資格の取

得（法22の2Ⅲ）及び在留特別許可（規則441)のように旅券

を所持しない場合の規定を置いていない。 したがって，旅券を所持

しない申請者については， 3の特例の措置の場合で有効な旅券を発

給されたときを除き，上陸特別許可はできない。

（2）有旅券不法入国者

特別審理官は， 申請者が他人名義又は偽変造の旅券を行使して上陸

申請をした場合で，有効な旅券を隠し持っていたとき又は本邦に入った

時点で有効な旅券を所持していたことが客観的な証拠から認められると

きは，不法入国者（法31@) としてその所属する地方出入国在留管理

官署の入国警備官に通報するものとする （注)。

（注）他人名義又は偽変造の旅券に上陸許可の証印を受けてもその証印

は無効である。また，有効な旅券を破棄した者は，入国審査官から

上陸許可の証印を受けないで本邦に上陸する目的を有する者と認め

られる。

2

（1）■■■■■■
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特例の措置

）有効な旅券を所持しない者の引渡しを受けた特別審理官は， 申請者が

その時点では有効な旅券を所持しない場合でも，本邦にある外国の公館

から有効な旅券の発給を受け又は旅券の有効期間の延長を受けるなどに

より速やかに有効な旅券を所持することとなることが確実であると認め

られる場合は， 1 （1） による通報を留保し，有効な旅券が発給される

のを待つことができる。 この場合においては，特別審理官は， 有効な旅

3
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券が発給されたときに速やかに認定ができるよう有効な旅券以外の上陸

条件について必要な調査を行い，有効な旅券が発給されたときに認定を

するものとし，事情の変更により申請者が速やかに有効な旅券を所持す

ることができないことが判明したときは，速やかに1 （1）による通報

をするものとする。

なお， 口頭審理の過程において， 申請者が所持する旅行文書が外国政

府が発行した真正な文書であり， 当該申請者が我が国においても有効な

旅券であると錯誤していたと認められるなど， 明らかな法の不知により

有効な旅券を所持していないと認められる場合で，かつ，法第10条第

10項の規定に基づく特別審理官の認定の前に当該申請者から上陸申請

を取り下げて出国したい旨の申し出があったときは，法第7条第1項第

1号不適合認定又は法第3条違反者として入国警備官に通報することな

く，本章第8節の規定により措置して差し支えない。

（2）特別審理官は， 申請者が人身取引等の被害者であり， 同人が有効な旅

券を所持しない場合で，第13を踏まえて速やかに有効な旅券を所持す

ることとなることが確実であると認められるときは， 1 （1）による通

報を留保し，有効な旅券が発給されるのを待つことができる。ただし，

事情の変更により有効な旅券を所持することができないことが判明した

ときは，速やかに1 （1）により通報するものとする （この場合，第5

（5）により，退去強制令書が発付され又は在留特別許可がなされたこ

とをもって口頭審理（又は上陸手続）は終止となる。）。

4 入国警備官への通報に際しての留意点

特別審理官は， 1による通報に当たっては， 申請者の不法入国を疎明す

る資料を入国譽備官に提供し，必要に応じて申請者の監視及び搬送に協力

するとともに，通報した申請者に対する退去強制手続の状況について入国

警備官に報告を求めるなど連絡を密にするものとする。

第B

1

退去強制事由に該当する疑いのある者の取扱い

申請者の取扱い

特別審理官は，第7の場合を除き， 申請者に対する口頭審理その他上陸

-16-
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手続を行う間（以下「上陸手続中」 という。）において， 申請者が法第2

4条各号のいずれかに該当する疑いのあることを知った場合は，上陸手続

を一時中断の上，直ちにその旨を所属する地方出入国在留管理官署の入国

警備官に通報するものとする。

2 仮上陸許可を受けている者又は上陸手続を終了した者の取扱い

特別審理官又は入国審査官は，仮上陸許可を受けている外国人が法第2

4条第5号などの退去強制事由に該当する疑いのあることを知った場合及

び上陸手続を終了した外国人が法第24条第5号の2などの退去強制事由

に該当することを知った場合は，直ちにその旨を所属する地方出入国在留

管理官署の主任審査官及び入国警備官に通報するものとする。

なお，主任審査官が自ら知った場合も， 同様に入国警備官に通報する。

3 上陸申請を行っていない者の取扱い

特別審理官又は入国審査官は，いまだ上陸申請に及んでいない外国人が

法第24条第3号などの退去強制事由に該当する疑いのあることを知った

場合は，直ちにその旨を所属する地方出入国在留管理官署の主任審査官及

び入国警備官に通報するものとする。

なお，主任審査官が自ら知った場合も， 同様に入国警備官に通報する。

4 入国警備官への通報に際しての留意点

入国審査官，特別審理官又は主任審査官は， 1から3までによる通報に

当たっては， 当該外国人が退去強制事由に該当することを疎明する資料を

入国警備官に提供し，必要に応じて申請者の監視及び搬送に協力するとと

もに，通報した申請者に対する退去強制手続の状況について入国警備官に

報告を求めるなど連絡を密にするものとする。

5

(1）

－17－



上陸審判要領
１
Ｊ

ｒ
Ｌ

１
Ｊ1

I
１
Ｊ

I７
１

’（2） I

第9 出入国審査リスト被登載者の取扱い

I
ｒ
Ｌ

１
ＪI

II

１
Ｊ

ｒ
Ｌ

I I

１
Ｊ

ｒ
Ｌ1

７
ｋ

１
Ｊ

ｒ
Ｌ I

ｒ
Ｌ

１
Ｊ

I I

■■

(1）

）

II

Ｆ
１

１

１

ｊ

■

７
１ I

（2）

2 0

（1）

1
１
Ｊ

I

1 １
Ｊ

’ I

r

L I

I
１
Ｊ

’ I

’
１
－
Ｊ

(注）
ｒ
Ｌ I

- 18-



上陸審判要領

■■■■■■■■

(2）

(3）

■■■■■■■■■■■■■

3■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

(1）

ア

I■■

イ

-19-



上I索審判要領

I1

I I

1
１
Ｊ(2）

ｒ
ｋ

１

』

I ）

７
ｋ I

１
Ｊ

ｒ
Ｌ4

｛ I

１
Ｊ

Ｆ

Ｉ

ｌ

Ｌ

（1）
ｒ
Ｌ I

７
ｋ

、
』

I’

(2）
ｒ
Ｌ I

I
１
Ｊ

I ）

ｒ
Ｌ I

’
、
』

r

L

１
Ｊ

７
ｋ I

r

L I

’ I

第10個人識別情報の提供を要しない者及び提供義務を履行しない者の取扱い

特別審理官は，法第7条第4項の規定による引渡しを受けた場合における

取扱いは次のとおりとする。

1 特別審理官は， 申請者が法第6条第3項各号のいずれかに該当するか否

かについて慎重に審査することとし， 同項各号のいずれかに該当すると認

定したときは， 申請者に対して， 上陸条件に適合するか否かについて審査

を実施し，所定の手続を進める。

2 特別審理官は， 申請者が法第6条第3項各号のいずれにも該当しないと

－20－
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きは， 申請者に対して，入管法に定める個人識別情報の提供規定並びに上

陸審判手続及びその効果について説明を行うとともに，個人識別情報を提

供しない場合には退去を命じられ， これに応じないときには，退去強制手

続が執られることになる旨を教示し （注1） ，個人識別情報の提供の機会

を与える （注2）。それでもなお，個人識別情報を提供しない者について

は，所定の手続により退去を命ずる。

（注1） 申請者が再入国許可（法261 )又はみなし再入国許可（法26

の21又は法26の31 ) (以下「再入国許可等」 という。）を受け

ているものである場合には，上記に加え，退去強制手続が執られた結

果，現に有する在留資格を失うとともに，上陸拒否の対象となること

等’退去強制の法的効果について適宜説明する。

（注2） 申請者（再入国許可等を受けている者を含む｡）が，特別審理官

に対して個人識別情報を提供したときは，第4節第4による。

3 特別審理官は， 2において退去を命じた場合，事後，所属する地方出入

国在留管理官署の長を通じ，適宜の方法により，事案の概要を本庁審判課

に報告するものとする。

第11 申請者の身柄に関する措置

1 審査のための待機場所の指定

上陸手続中は， 申請者の上陸を防止したまま手続を進めることを原則と

する。

上陸手続中の申請者に係る上陸防止措置については，法第13条の2の

規定の適用がなく， 同条に基づきとどまることができる場所を指定するこ

とはできないところ，上陸手続中の申請者であって，やむを得ず当該手続

が完了するまで時間を要する場合には， 当該申請者を適当な場所に待機さ

せておく必要があることから，原則として， 出国待機施設又は出国待機用

施設（以下「出国待機施設等」 という。） を審査のための待機場所として

指定する （注1 ． 2）。

この場合においては，運送業者等に対し別記第6号様式による通知書を

交付して口頭審理その他の手続の際における協力等について通知するもの
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とする。

ただし，特別審理官又は主任審査官の判断により出国待機施設等に待機

させておくことが適当でないと認める場合についてはこの限りでない。

（注1） 「出国待機施設」 とは，法第59条第3項に規定する施設（規則

別表第5で定められた施設）をいい， 「出国待機用施設」 とは，規則

で定められていないがそれと同様の目的及び構造をもつものとして設

置されている施設をいう。

（注2）上陸手続中に上陸防止措置を執る者の身柄の監視等に要する費用

負担等に係る考え方については，平成25年8月28日付け法務省管

審第717号通知「上陸手続中に上陸防止措置を執る者の身柄の監視

等に要する費用の官費負担に係る措置について」 （以下「平成25年

第717号通知」 という。）を参照。

2 特例措置

上記1ただし書に該当する場合又は出国待機施設等を利用させることが

できない場合は，地方出入国在留管理官署においてあらかじめ決定してお

いた出入国港付近の民間宿泊施設を審査のための待機場所として指定する

とともに，運送業者等に対し別記第6号様式による通知書を交付して， 口

頭審理その他の手続の際における協力等について通知するものとする。

ただし，地方出入国在留管理官署においてあらかじめ決定しておいた出

入国港付近の民間宿泊施設が確保できない場合や， 申請者が乗ってきた船

舶等に待機させるのが最も適当であると考えられる場合等，やむを得ない

事情があるときは，特別審理官又は主任審査官が適当と判断する施設や船

舶等を審査のための待機場所として指定するとともに，運送業者等に対し

別記第6号様式による通知書を交付して， 口頭審理その他の手続の際にお

ける協力等について通知するものとする。 この場合，警備業務委託料につ

いて，平成25年第717号通知の1に従い， 国が負担するものとする。

なお，逃亡防止の観点から，特に逃亡の可能性が高い者については， そ

の旨，所轄警察署に通報するとともに， その者の身柄の監視を委託する民

間事業者に必要な措置を執らせる。

3 仮上陸許可の検討
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特別審理官は， 申請者の年齢，家族・親族状況，健康状態，逃亡の可能

性等を考盧し，待機場所について配盧をしてもなお申請者の上陸防止をす

ることが適当でないと思料するとき，又は申請者が人身取引等の被害者で

ある可能性があるときは，主任審査官に対し，仮上陸許可に関する意見を

述べるものとする （第5章第1節第1の1）。

'2 申請者の上陸防止に伴う運送業者等に対する措置

1 特別審理官又は主任審査官は，第11の1又は2本文により申請者の上

陸を防止するときは，運送業者等に対し別記第6号様式による通知書を交

付してその旨を通知するものとし， 申請者が乗ってきた船舶等に待機させ

ておくときは， その船舶等の長に対してその通知書の写しを交付するもの

とする。 この場合において，特別審理官は，通知書を交付するときは， そ

の写しを作成する。また，特別審理官は， 申請者の身柄の監視を委託した

民間事業者及び運送業者等と， 申請者に関する上陸防止措置について適宜

連携を取ることとする。

2 特別審理官は，第11の1又は2本文により申請者を待機させておく場

所を変更するときは，運送業者等から通知書の提出を求め，書き換える部

分の記載内容を棒線で抹消して新たな内容を記載するとともに，入国審査

官認証印を押印するものとする。 この場合において，特別審理官は，運送

業者等が通知書を紛失等により所持しないときは， 1により作成した通知

書の写しを複写し，所要の書換えを行った上，再交付するとともに，再交

付した通知書の写しを作成し，再交付の事実を明らかにしておかなければ

ならない。

第12

第13人身取引等の被害者等の取扱い

特別審理官は， 申請者が人身取引等の被害者又は加害者と疑われる事案若

しくは被害者である旨を申し立てている事案を認知した場合は， その判断に

必要な事案の解明及び証拠の収集に努めるとともに， 関係資料の写しを添付

して，所属する部門の首席審査官等に報告の上，必要な措置を執るものとす

る。
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なお，特別審理官は， 申請者が上陸条件に適合していると認定し上陸を許

可したとき，上陸条件に適合していないと認定し退去を命じたとき，異議の

申出について裁決がなされたとき， 又は口頭審理を終止したときは， 「人身

取引事案報告票」 （平成17年7月7日付け法務省管総第1248号通達別

記第1号様式又は同第1号の2様式） を作成する。

第14 1
1
f

」

I

I I

’
１
Ｊ

ｒ
Ｌ I

第4節口頭審理の実施

第1 人定質問

特別審理官は， 口頭審理を開始するに当たり， 申請者に対し， 申請者の国

籍・地域， 氏名及び生年月日を尋ね，かつ，旅券により， その者が引渡書に

記載されている者と同一人物であるかどうかを確認しなければならない。

第2通訳人の手配

特別審理官は， 申請者に対し， 口頭審理における通訳人の希望の有無を聞

き，希望がある場合は， その手配を行うものとする。

第3 上陸審判手続等の説明

特別審理官は， 口頭審理に当たり，別記第7号の3様式を用い， 申請者に

対し，入国審査官が法第7条第4項又は法第9条第6項の規定により特別審

理官に引き渡した理由及び法第7条第2項の規定により申請者が上陸条件に

適合していることを立証しなければならない（注） こと，代理人の出頭，親

族又は知人の立会い，証人尋問の請求が可能であることその他上陸審判手続

及びその効果を説明するとともに， 出席者が口頭審理の適切な遂行を妨げる

ときは申請者及び代理人以外の者を退出させる場合があること（規程12Ⅱ）

を告げて， 円滑かつ効率的な口頭審理の実施に協力を求めるものとする。
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なお，別記第7号の3様式は，その写しに， 申請者に自筆により交付等の

日付の記載と署名をさせた上で上陸口頭審理記録に添付するものとする。

（注）法第7条第4項の規定により引き渡された申請者については， 当該申

請者が法第6条第3項各号のいずれかに該当する場合又は特別審理官に

対し個人識別情報を提供した場合において，上陸条件の立証責任が生ず

ることになる。

第4個人識別情報の提供等

特別審理官は，法第7条第4項の規定により引渡しを受けた申請者につい

て，第3節第10の規定に従い口頭審理を実施し， 当該申請者が法第6条第

3項各号のいずれにも該当しない場合において， 当該申請者が個人識別情報

を提供したときは，規則及び入国・在留審査要領第6編第2章第1節第5の

4に基づき， 申請者の個人識別情報の提供を受け，直ちに，上陸条件に適合

するか否かについて審査を実施するものとする。

5 個人識別情報を提供しない者に対する認定

1 特別審理官は，法第7条第4項の規定により引渡しを受けた申請者につ

いて，第3節第10の規定に従い口頭審理を実施し， 当該申請者が法第6

条第3項各号のいずれにも該当せず， かつ，個人識別情報を提供しないと

きは， 当該申請者に対し，法第6条第3項各号のいずれにも該当しない旨

を認定し，速やかに規貝ll別記第9号様式による認定通知書を交付して，退

去を命ずるものとする （注)。

なお，特別審理官は，認定通知書を交付したときに， 申請者に対し， そ

の写しに認定通知書を受領した旨の署名を求めるものとし， 申請者が署名

することができないとき又は署名をしないときは， その旨を付記する。

おって，退去を命ずる場合の措置は，第10節第2によるものとする。

（注）入管法上，上記認定に対する法務大臣への異議の申出は行えない。

2 認定通知書の記載は，別表4の例によるものとする。

第5
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第6審問

審問は， 申請者に対して直接行うものであるが， 申請者が16歳未満であ

る場合はその親権者若しくは後見人又は申請代行者から聴聞し， また，疾病

その他の事由により申請者を直接審問することができず若しくは適当でない

場合又は国際礼譲その他の理由により申請者を直接審問することが適当でな

い場合はその代理人又は申請代行者から聴聞することにより， それぞれ審問

に代えるものとする。ただし， これは， これらの者が， 申請者の経歴，訪日

歴，本邦において行おうとする活動内容及び日程，家族・親族状況，生活状

況，上陸条件に適合しないこととなった経緯，上陸の希望や必要性などの事

情について熟知しており， 申請者本人を審問しなくても十分に審問の効果を

挙げることができることを前提としているので， この前提を欠く場合は， た

とえ親権者，後見人，代理人又は申請代行者であったとしても審問の対象と

してはならない。

第フフ 代理人

1 特別審理官は， 口頭審理に代理人が出頭したときは， 申請者の親権者や

後見人であること又は委任状を所持していることなど代理権を有する者で

あることを確認した上（規程101 ) ,第3に定める説明を行うとともに，

代理人が口頭審理中に発言しようとする場合には， その都度特別審理官に

申し出るよう告知し， 円滑かつ効率的な口頭審理の実施に協力を求めるも

のとする。

2 口頭審理において，代理人が発言又は口頭審理中の外国人に対して助言

を行おうとする場合には， 口頭審理の妨害とならない限り， これを認めて

差し支えない。

3 代理人から，法又は上陸審判規程に定めるもの以外の申出等があった場

合において， 当該申出等が口頭審理対象の外国人の意思に反せず，かつ，

特別審理官が事実関係の究明， 円滑な口頭審理に資すると認めるときは，

これを許容して差し支えない。

4 特別審理官は，代理人が出頭している口頭審理において口頭審理調書を

作成するときは，調書の末尾に代理人にも署名させなければならない（規
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程10n)。代理人が出席している証人尋問において証人尋問調書を作成

する場合も， 同様である （規程17Ⅳ)。

第B 立会人

1 特別審理官は， 申請者が口頭審理に親族又は知人の立会を申し出た場合

において， 口頭審理に支障がないと認めるときは， その1人の立会を許可

するものとし（規程11 1 ) ,必要があると認めるときは， その立会人に

対し質問をし又はその発言を許可することができる。

2 法第10条第4項の立会人の制度は，代理人の制度とは趣旨を異にする

ので，同条項に基づく立会の申出があった場合は，代理人の有無とは別に，

親族又は知人の1人として立会の許否を判断する （口頭審理の遂行に特に

支障を来すおそれがない限り立会を認める。） ものとする。

3 特別審理官は，立会を許可した後において， その立会により口頭審理に支

障が生じるおそれがあると認めたときは，その許可を取り消すことができる。

4 特別審理官は， 立会を許可した口頭審理において口頭審理調書を作成す

るときは，調書の末尾に立会人にも署名させなければならない（規程11

Ⅱ）。立会人がいる証人尋問において証人尋問調書を作成する場合も， 同

様である （規程17Ⅳ)。

第9 上陸条件不適合事由の整理等

1 特別審理官は， 申請者が上陸条件に適合しているかどうかを，旅券，外

国人入国記録又は再入国入国記録(EDカード）及び引渡書その他の添付

資料に基づいて検討し，上陸条件に適合しない事由を整理しなければなら

ない。 この場合において， その事由が申請に係る本邦において行おうとす

る活動又は在留期間に関するものであるときは， 申請者又は代理人に対し

てこれを変更する意思がないことを確認するものとする。

2 特別審理官は， 1による検討の結果，又は申請者若しくは代理人が申請

に係る本邦において行おうとする活動若しくは在留期間を変更した結果，

申請者が上陸条件のいずれにも適合していると認定したときは，直ちに第

9節第2に定めるところにより措置しなければならない。
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3 特別審理官は， 1により整理した上陸条件に適合しない事由について，

申請者又は代理人がこれを認めて争わないが上陸を希望する旨の意思を表示

したときは，直ちに第7節（情状等の調査）の手続を進めることができる。

第10質問書の活用

1 特別審理官は，上陸条件の適合性に係る口頭審理を効率的に行うため必

要に応じ， 申請者又は代理人に対し別記第7号様式又は第7号の2様式に

よる口頭審理手続のための質問書を交付して，該当する質問事項を詳細か

つ正確に記入させ，案件の究明に資するものとする。 この場合において，

上陸申請に係る在留期間が3月以上の者は別記第7号様式を， それ以外の

者は別記第7号の2様式をそれぞれ使用し，記入不要と思われる質問事項

は，特別審理官においてあらかじめ斜線を引くものとする。

2 特別審理官は， 1により質問書を交付するときは， その記載内容が上陸

条件の適合性の判断において重要な資料となり，虚偽又は不十分な記載を

した場合は，上陸が許可されない可能性がある旨を通告するものとする。

3 主任審査官は， 申請者が法第1 1条第1項の規定により異議の申出をし

たときは，質問書を同条第2項に定める関係書類とともに法務大臣に送付

しなければならない。

第5節証拠調べ

第1 口頭審理の指揮

1 特別審理官は，証拠調べの手続が円滑に行えるよう，審問又は事情聴取

すべき事項，取調べを必要とする証拠資料，証人尋問の必要性，手続を進

める順序など事務を整理して準備するとともに，迅速かつ効率的に口頭審

理を進めるため， 出席している者に対して適切な指示をしなければならな

い（規程121)｡

2 特別審理官は， 口頭審理に出席している者（申請人及び代理人を除く。）

が， 1により行う指示に従わないときその他口頭審理の適切な遂行の妨げ

になると認める場合は，必要な注意をし， なお従わないときは， その者に

退出を命ずるものとする （規程12Ⅱ）。
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第2証拠資料の取調べ

1 特別審理官は，書面の取調べを行う場合は， これを申請者に閲覧させ，

読み聞かせ又はその要旨を告げるものとする （規程131)。 この場合に

おいて，書面の一部のみを閲覧させ又は読み聞かせたときはその部分を，

書面の要旨を告げたときはその内容を， それぞれ口頭審理調書に記載しな

ければならない。

2 特別審理官は，証拠物の取調べを行う場合は， これを申請者に示すとと

もに，証拠物の記載内容が証拠となるものであるときは， その要旨を告げ

なければならない（規程131 )。 この場合において，証拠物の記載の要

旨を告げたときは， その内容を口頭審理調書に記載しなければならない。

3 特別審理官は，証拠資料の取調べをした場合は， その都度， 申請者に対

し意見があるかどうかを確認し， その申請者が意見を述べたときは， それ

を口頭審理調書に記載しなければならない（規程13Ⅱ）。

第33 証人尋問又は証拠資料の取調べの申出

1 特別審理官は， 申請者又は代理人が証人尋問又は証拠資料の取調べを申

し出たときは，その者に対し，これらにより明らかにしようとする事実（以

下「立証事実」 という。）について説明を求め，証人についてはその住所，

氏名及び申請者との関係を明らかにさせるものとする （規程141 )。

2 特別審理官は， 1の申出があったときは，立証事実が認定の結果に影響

を及ぼすかどうか，及び申請者が異議の申出をした場合に，法務大臣又は

地方出入国在留管理局長（第4章第1節第1の3により専決することがで

きる地方出入国在留管理官署の長を含む。以下「法務大臣等」 という。）

が上陸特別許可をするに当たり考慮されるべき重要な事情であるかどうか

を勘案し， その証人尋問又は証拠資料の取調べを行う必要がないと認める

ときは， その申出を却下するものとする （規程141)。 この場合におい

て，特別審理官は， 申出の採否を申出をした者に通知するとともに， 申出

を却下したときは， その理由を説明しなければならない。

3 特別審理官は， 1の申出があったときは，その旨，申出に係る立証事実，

申出の採否及び申出を却下したときは， その理由を上陸口頭審理記録書に

－29－



上陸審半ll要領

記載しなければならない（規程14Ⅱ）。

第44証拠資料の領置及び還付

1 特別審理官は， 申請者その他の者が任意に提出した証拠資料を領置する

必要があると認めたときは，提出者の同意を得てこれを領置するものとす

る。証拠資料が領置することができないか又は領置する必要がないと認め

るときは， その写しを作成し又はその取調べの結果を記録にとどめた上，

速やかに提出者に返還しなければならない。

2 特別審理官は，証拠資料を領置する場合は，規程別記第5号様式による

領置調書を作成するとともに，規程別記第6号様式による領置物件目録書

を作成して提出者に交付しなければならない（規程151)。

3 領置した証拠資料は，申請者の引渡しから異議の申出までは特別審理官，

その後は主任審査官がそれぞれの責任において保管しなければならない。

4 特別審理官又は主任審査官は，領置された証拠資料について， その所有

者が所有権を放棄した場合を除き，領置の必要がなくなり次第速やかに，

また，上陸許可又は退去命令により上陸の手続が終了したときは未だ還付

していないもの全部について速やかに， それぞれ提出者に還付しなければ

ならない（規程15Ⅱ， Ⅲ）。 この場合においては，提出者に領置物件目

録書を提出させた上，規程別記第7号様式による領置物件付請書を徴する

ものとする （規程15Ⅳ)。

5 特別審理官又は主任審査官は，領置した証拠資料の所有者がその所有権

を放棄する旨を申し立てたときは，領置物件目録書を提出させた上，規程別

記第8号様式による所有権放棄書を徴しなければならない（規程15V) 。

6 特別審理官又は主任審査官は， 5により所有権が放棄された証拠資料を

処分するときは， その所属する地方出入国在留管理官署の長の承認を得て

行わなければならない。

第6節証人尋問

第1 証人の出頭要求

1 特別審理官は，証人を尋問することを決定した場合は，証人尋問の日時
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及び場所を決定し，規則別記第8号様式による通知書により速やかに証人

の出頭を命じなければならない（規貝ll81 )。ただし， 口頭審理に出席し

ている者を証人とする場合は，その者の承諾があれば， 出頭を命じること

なく証人尋問の手続を執ることができる。 この場合には，特別審理官は，

その経緯を証人尋問調書に記載しなければならない（規程161)。

2 特別審理官は， 出頭を命じた証人が出頭に応じない場合は， その理由を

調査し， その証人に対し，正当な理由がなくて出頭しないときは法第75

条により処罰の対象とされることを告げて出頭を促した上，改めて日時及

び場所を指定してその出頭を命じるものとする （規程16Ⅱ）。

3 特別審理官は， 1又は2により証人尋問の日時及び場所を決定するに当

たって，証人が病気その他やむを得ない理由により出頭場所に赴くことが

不可能又は困難であるため出頭を命じてもその出頭が期待できないとき

は， その証人の居住地その他適当と認める場所を証人尋問の場所として決

定することができる。

4 特別審理官は，証人尋問の日時及び場所を決定した場合は， その旨を申

請者及び代理人に通知し， これらの者がその尋問に出席して証人を尋問す

る機会を与えなければならない。ただし， 申請者に代理人がいるときは，

申請者及び代理人の同意を得て代理人だけを出席させて尋問を行うことが

できる。

第2証人尋問の手続

1 特別審理官は，証人尋問に当たり， まず証人として出頭した者の氏名，

生年月日，住所，職業等を聞き，その者が通知書により呼び出した証人に

相違ないかどうかを確認しなければならない。

2 特別審理官は， 1の入定尋問を終えた後，証人に対し，宣誓の趣旨を説

明し，法第75条の規定により，正当な理由がなくて宣誓若しくは証言を

拒み， 又は虚偽の証言をした場合は, 20万円以下の罰金に処せられるこ

とを告げなければならない（規程171)。

3 特別審理官は， 2の後，証人に規程別記第10号様式による宣誓書（注）

を朗読させ，かつ， これに署名押印させるものとする。宣誓書の朗読中は，
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口頭審理の出席者全員を起立させるとともに，他に在室者がいるときは静

粛を求め，宣誓が厳粛な雰囲気のうちに行われるよう配盧するものとする。

なお，証人が宣誓書を朗読することができないときは， 自らこれを代読し，

証人が了解したことを確認した後，署名押印させなければならない（規程

17Ⅱ）が，証人が署名することができないときは特別審理官がその事由

を記載して署名押印をした上，証人の氏名を代書し，その下に押印を求める

ものとし，証人が押印することができないときは指印を求めるものとする。

（注）宣誓書の様式のうち英文の部分は，必要があると認めるときは，特

定国の言語に書き直して差し支えない。 この場合には，翻訳文が正確

であることに注意しなければならない。

4 特別審理官は，証人が宣誓又は証言を拒んだときは， その理由を取り調

べ，正当な理由がないと認めるときは，法第75条により処罰の対象とさ

れることを告げて，宣誓又は証言をするよう説得しなければならない。

5 証人尋問の順序は，職権に基づく場合は特別審理官， 申請者又は代理人

の順，申請者の請求に基づく場合はその逆の順で行うことを原則とするが，

特定の事項ごとに交互に尋問するなど他の適当な順序によっても差し支えない。

6 特別審理官は，証人尋問に当たり，できる限り個別・具体的に1問1答

方式で行い， その経験した事実を供述させるようにするとともに，証人の

供述がそれまでの証拠調べにより得られている事実と異なる場合など供述

の信ぴょう性を検討する必要があると認めるときは， それに関連する事項

を尋問して真実の発見に努めなければならない。

7 特別審理官は， 申請者又は代理人の尋問が立証事実と関連性のない事項

に及び又は尋問が重複しその他必要と認める場合には， これを中止させ，

粗暴な振舞いや威嚇的，侮辱的な口調，語気，尋問途中の無許可発言など

証人尋問に不適当な言動があるときは， これを注意し又は制止するなど的

確な指揮をしなければならない。

8 特別審理官は， 申請者又は代理人以外の者が証人尋問の場にいては証人

の適正な供述が得られないおそれがあると認めるときは， その者に一時退

出を命ずることができる。
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第3証人尋問調書

1 特別審理官は，証人を尋問したときは，証人尋問調書を作成しなければ

ならない。証人尋問調書は，主尋問に対する供述で適当であると認める場

合を除き， 1問1答の形式で記載し，尋問者を明記するとともに，証人に

書面その他の証拠物を示してその供述を求めたときは， その写しを調書の

末尾に添付するなどして，示した証拠物を特定しておかなければならない。

2 特別審理官は，通訳を介して証人尋問を行った場合は，証人尋問調書の

作成に当たり第3節第2に定める手続をとらなければならない（規程17

Ⅳ)。なお，証人尋問は，虚偽の証言をした場合の罰則があることなどか

ら， その適正を期するため，特別審理官は， 日本語によりこれを行うこと

が適当でない証人に対しては，必ず通訳を介してこれを行うものとし，外

国語によりこれを行ってはならない。

4 証人の告発

1 特別審理官は，証人が法第10条第5項の規定に違反して，正当な理由

がなく出頭せず，宣誓若しくは証言を拒み，又は虚偽の証言をしたときは，

所属する地方出入国在留管理官署の所在地を管轄する捜査機関に対し，刑

事訴訟法第239条第2項の規定に基づき告発するものとする（法75）。

2 特別審理官は， 1の告発をする場合は，別記第8号様式による告発書に，

証人が法第75条の罪を犯したと疑うに足りる証拠資料を添えて行うもの

とし，次の点に注意しなければならない。

（1）宣誓又は証言を拒否する理由が正当でないことを証拠により確認すること。

（2）職務上又は業務上の秘密， 自己又は近親者が処罰を受けるおそれ， そ

の他特殊な事情により証言を拒否するものであると認められる場合は，

資料の上でその旨を明らかにしておくこと。

（3）証言に虚偽の疑いがあっても， それが証人の記憶に反して供述したも

のであることを証拠により明らかにすることができる場合に限り告発す

ること。

3 特別審理官は， 1の告発をした後，証人が悔悟その他の事由により，改

めて出頭し，宣誓をし，真実の証言をする旨を申し出たときは，宣誓及び

第4
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証言をさせた後，刑事訴訟法第243条の規定に基づき，別記第9号様式

による告発取消書により，告発を取り消すことができる。

第フ節情状等の調査

1 特別審理官は，認定に先立ち，異議の申出が見込まれる申請者について

は，審問及び証拠調べにおいて，上陸条件の適合性のほか次に掲げる事項

及びその関係資料をも調査し，かつ，必要に応じ， 申請者の経歴及び出入

国歴並びに本邦の内外にいる親族及び関係者の国籍・地域,住所・住居地，

職業，在留資格，生活状況及び申請者との関係等を調査するものとする。

（1）上陸条件に適合しない事由が生じた原因

（2） 申請者にとって特別に上陸を必要とする理由

（3） 申請者に対し特別に上陸を許可すべき事情

（4） 申請に係る本邦において行おうとする活動以外に希望する活動

（5） 申請者が人身取引等の被害者と認められる事情

2 特別審理官は， 1の申請者に係る審問及び証拠調べに当たっては，別表

3の「請司||に必要な書類の例」を参考として必要な資料を具体的に明示し，

提出期限を付すなどして迅速かつ効率的な口頭審理を行うよう心がけなけ

ればならない。

第S節上陸申請の取下げ

1 特別審理官は，認定をする前に， 申請者が上陸申請を取り下げて出国し

たい旨を申し出た場合は，申請者が直ちに出国することが確実であること，

仮上陸許可を受けていないこと （注1） ，法第5条第1項第6号若しくは

第8号又は退去強制事由に該当する者でないこと （注2） ，第3節第9の

3により引渡しを受けた者又は同4に該当する疑いがある者でないことを

確認しなければならない。

（注1）仮上陸許可は，上陸の手続中において特に必要があると認める場

合に行うものであり，上陸申請が当然に前提となるので，上陸申請の

取下げとは相容れない（仮に上陸申請を取り下げれば上陸申請は遡及

的になかったことになるので，仮上陸許可はその前提を欠き当然に無
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効となり， 申請者は有効な旅券を有するかどうかにより法第24条第

1号（不法入国）又は第2号（不法上陸）に該当して退去強制の対象

となる。）。 したがって，仮上陸許可を受けた申請者については上陸

の手続を完結させるしかなく， 出国させるためには，有効な旅券を所

持する者については認定した上，異議の申出の放棄をもって退去を命

じ，有効な旅券を所持しない者については第3節第7により措置しな

ければならない。

（注2）法第5条第1項第6号又は第8号に該当する申請者は，上陸拒否

された場合には1年間は上陸を拒否するものとされているので（同項

第9号イ） ，上陸申請の取下げによりこれが回避されることを防止す

るため， 出国させる場合には，上陸申請の取下げを認めることなく，

（注1） と同様に措置するものとする。 このほか，退去強制事由に該

当している場合は退去強制手続を考慮の上措置する。

2 特別審理官は， 1に掲げる事項が確認されたときは， 申請者に規程別記

第11号様式による上陸申請取下害に署名させ（規程18） ， その申請者

が出国したことを確認したときに， 口頭審理を終止とするものとする。 こ

の場合において， 申請者が上陸申請取下書に署名することができないとき

は， その申請を取り下げる意思を確認した上， 申請代行者， 申請者の親権

者若しくは後見人又は代理人に， 「申請者○○に代わり」の文言を付記さ

せ， 申請者に代わって署名させるものとする。

3 特別審理官は， 申請者が所持する旅券に1回限り有効な査証を受けてい

る場合は，入国・在留審査要領第6編第2章第3節第2の3の規定に準じ

て当該査証を使用済み等とする。

ただし，法第7条第4項による引渡しを受けた場合にあっては， 当該査

証に使用済み等の表示は行わないものとする。

第9節認定

第1 認定の時期

特別審理官は，上陸条件の適合性及び情状に関する証拠調べを全て終えた

ときは，口頭審理を終了し，速やかに認定しなければならない（規程191)。
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第2上陸条件適合の認定

1 特別審理官は， 申請者が上陸条件に適合すると認定したときは，直ちに

申請者の旅券に上陸許可の証印シール（規則別記第7号の2）を貼付しな

ければならない(FEISの機器故障等の場合は，規則別記第7号様式による

上陸許可証印を押印する） （法1oM)。 この場合，特別審理官は， 申請

者が再入国許可等（法261 ,法26の21又は法26の31)を受けて

いるとき又は難民旅行証明書（法61の2の121)を所持しているとき

を除き，在留資格及び在留期間を決定して，旅券に明示しなければならな

いが（法10K,法9m) ,次の点に留意するものとする。

（1）在留期間は，入国・在留審査要領第6編第2章第3節第1の3に準じ

て決定する。なお， 申請者が仮上陸許可を受けていた場合は，上陸許可

の証印をした日の翌日から起算する。

（2）第3節第7の3の場合で， 申請者が再入国許可を受けているときは，

有効な旅券に再入国許可証印を転記した上，上陸許可証印をする。

（3）法第10条第8項の規定による上陸許可であることを示すために，上

陸許可証印の下部に「法10-8」 と付記するとともに， 申請者がその

旅券に1回限り有効な査証を受けているときは，入国・在留審査要領第

6編第2章第3節第2の1の規定に準じて， 当該査証に使用済みの表示

をする。

（4）在留カードの交付を行う出入国港において新規の上陸許可の証印を受

けて中長期在留者となった者に対しては，入国・在留審査要領第6編第

2章第3節の2の規定に準じて当該上陸許可の証印に引き続き在留カー

ドを交付する。 この場合，在留資格認定証明書交付申請等において提出

された写真と当該申請者との同一人性の確認が困難であるなど，在留カ

ードの表示に使用できる写真がない場合は，入国・在留審査要領第6編

第2章第3節の2第2の9の規定に準じて表示する写真を選択する。ま

た，必要に応じて在留期間の更新，住居地届出（注）等について説明する。

上陸許可の証印を受けた出入国港において，新規の上陸許可により中

長期在留者となった者に対して直ちに在留カードを交付できないとき

は，入国・在留審査要領第6編第2章第3節の2第5の規定に準じて在
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留カードの後日交付手続をする。

なお， 「留学」の在留資格を決定されて上陸を許可された者（3月を

超える在留期間を決定された者に限る。）が上陸許可に引き続き法第1

9条第2項の許可の申請を希望するときは，特別審理官はその旨入国審

査官に連絡する。

（注）新規の上陸許可を受けて中長期在留者となった者は，住居地を定

めた日から14日以内に法務省令で定める手続により，住居地の市

区町村の長に対し，在留カードを提出した上， 当該市区町村の長を

経由して出入国在留管理庁長官に対し， その住居地を届け出なけれ

ばならない（法19条の71)。

2 特別審理官は，上陸許可の証印をする場合において， 申請者の仮上陸許

可による住居が遠隔地にあるためその特別審理官の所属する地方出入国在

留管理官署に出頭することが困難である場合など申請者の便宜を考慮して

適当と認めるときは，その住居の最寄りの地方出入国在留管理官署の特別

審理官にその証印の代行を依頼することができる。 この場合において，証

印の代行をする者は，依頼した特別審理官に代わって証印をする旨を記載

し，かつ署名押印をしなければならない。なお，署名押印は，入国審査官

認証印をもって代えることができる。

仮上陸許可により上陸後新規の上陸許可の証印により中長期在留者とな

った者に対しては，上記1 （4）に準じて在留カードを交付するが，仮上

陸許可を受けていた者のうち，仮上陸許可を受けた出入国港において，直

ちに在留カードを交付することができない場合には， 当該出入国港を管轄

する地方出入国在留管理官署（出入国審査業務のみを行っている出張所に

おいて仮上陸許可を受けた者については，住居を管轄する地方出入国在留

管理官署の特別審理官に証印の代行を依頼する。）において上陸許可の証

印をし，在留カードを交付する。

3 特別審理官は， 申請者が仮上陸許可を受けていた場合は，仮上陸許可書

を回収しなければならない。

4 特別審理官は， 申請者が人身取引等の被害者と疑われる場合には，第3

節第13によるものとする。
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3 上陸条件不適合の認定

1 特別審理官は， 申請者が上陸条件に適合しないと認定した場合は， 申請

者に対し，速やかに認定通知書を交付して， その旨及び認定の理由である

事実の要旨を告げるとともに,認定に服した場合の法律上の効果を説明し，

認定に異議があるときは， その通知を受けた日から3日以内に法務大臣に

対して異議の申出をすることができる旨を知らせなければならない（法1

OX,規程19m)。 この場合において，認定通知書の認定要旨の下部に

「上記の認定に不服があるときは， この通知を受けた日から3日以内に，

法務大臣に対し異議を申し出ることができます。」 旨を必ず記載するもの

とする。

また，特別審理官は，認定通知書を交付したときに， 申請者に対し， そ

の写しに認定通知書を受領した旨の署名を求めるものとし， 申請者が署名

することができないときは， 申請代行者， 申請者の親権者若しくは後見人

又は代理人に， 「申請者○○に代わり」の文言を付記させた上， 申請者に

代わって署名させるものとする。

2 認定通知書の記載は，別表4の例によるものとする。

3 特別審理官は， 申請者が上陸条件に適合しないと認定する場合は，行政

事件訴訟法第46条の規定に基づき，取消訴訟の提起に関する事項の教

示書（平成17年2月21日付け法務省管審第198号通達「改正行政

事件訴訟法における 「教示」制度の新設に伴う不利益処分の通知に関す

る取扱いについて」 （以下「平成17年198号通達」 という。）の別添

1－2） を申請者に交付して，取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟

の出訴期間について教示しなければならない。

交付に当たっては， 当該教示書を2部作成の上契印（注） し， そのうち

の1部を申請者に手交するとともに，控えの教示書の余白部分に申請者

から受領年月日及び受領の署名を任意に徴し， 当該教示書を保管する。

なお，教示書の交付を受けた者が署名をしない旨を申し立てたときは，

控えの教示書の余白部分にその旨を記載するとともに入国審査官認証印

を押印する。

（注） ここにいう契印とは， 同一の内容である手交用文書と保管用文書に

第3
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わたって押印することをいい，用いる印は「契」の印に限られない。

以下同じ。

4 特別審理官は， 申請者が人身取引等の被害者又は加害者と疑われる場合

には，第3節第13によるものとする。

第10節退去命令等

第1 異議の申出の放棄

特別審理官は，第9節第3の1の通知及び説明をした後， 申請者が認定に

服する旨を申し立てたときは， それに伴う法律上の効果を理解して意思を表

示したものであることを確認した上， 申請者に規則別記第10号様式による

異議申出放棄書に署名をさせなければならない（法10XI ,規程201)。

この場合において， 申請者が異議申出放棄書に署名することができないとき

は， その異議の申出を放棄する意思を確認の上， 申請代行者， 申請者の親権

者若しくは後見人又は代理人に， 「申請者○○に代わり」の文言を付記させ，

申請者に代わって署名させるものとする。

第2退去命令

1 特別審理官は， 申請者が法第6条第3項各号のいずれにも該当しないと

認定したとき，若しくは異議申出放棄書に署名をしたとき又は第9節第3

の1により認定通知を受けた日から3日以内に異議の申出をしなかったと

きは，速やかに本邦からの退去を命ずるとともに（規程20n) ,運送業

者等にその旨を通知しなければならない（法10XI)。 この場合におい

て，退去命令は規貝l1別記第11号様式による退去命令書を交付することに

より，運送業者等に対する通知は規貝l1別記第12号様式による退去命令通

知書を交付することにより， それぞれ行うものである （規貝lllO)が，退

去命令通知書は， 申請者が乗ってきた船舶等を運航する運送業者に対して

交付し （規程251) , 申請者が， その船舶等により退去するときは， そ

の船舶等の長に対してその退去命令通知書の写しを交付するものとする。

2 特別審理官は，仮上陸許可を受けている申請者に退去命令書を交付する

ときは,地方出入国在留管理官署に出頭を求めた上でこれを行うとともに，
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仮上陸許可書を回収し，特に必要があると認める場合は，退去のため搭乗

又は乗船する出入国港を管轄する地方出入国在留管理官署の特別審理官に

退去命令書の交付及び仮上陸許可書の回収を依頼することができる。

3 特別審理官は， 1により退去を命ずる場合は，退去命令書及び退去命令

通知書に所要の事項を記載しなければならないが， このうち出国日及び出

国便の指定並びにとどまることができる期間及び施設の指定については次

に定めるところによる。

（1）出国日及び出国便の指定

出国便は,送還義務を負う運送業者が運航する至近便を原則とするが，

その運送業者が運航する便での送還ができない又は適当でないと認める

ときは，他の運送業者が運航する便とすることができる （法59Ⅱ）。

いずれの場合も，指定する便は，やむを得ない事情のある場合を除き，

退去を命じた日から7日を超えてはならない（規程241)。

なお，上陸申請をした出入国港以外の出入国港からの退去を命ずると

きは， 出国日及び出国便の記載に加えて， その出入国港名及びその出入

国港に至る経路を退去命令書及び退去命令通知書に付記する。

（2） とどまることができる期間及び施設の指定

特別審理官は，船舶等の運航の都合その他申請者の責めに帰すること

ができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認める

ときは， 出国までの問， 申請者が乗ってきた船舶等や出入国港施設内の

適当な場所にとどまることができる場合を除き， とどまることができる

期間及び施設を指定し （規程261) ,次のとおり退去命令書及び退去

命令通知書に記載する （規貝リ12の2）。

ア指定する期間は，指定する出国便の出発日時までとする。

イ指定する施設は，第3のとおり出国待機施設等適当と認めるものと

する。

ウ 申請者の事情を考慮して適当と認めるときは，退去命令書に部屋番

号まで記載した上，近傍のホテルなどの宿泊施設を指定することが

できる。

エ とどまることができる場所の指定をしない場合は，退去命令書及び
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退去命令通知書のその欄を斜線により抹消し，入国審査官認証印を

押印する。

4 特別審理官は，退去命令書を交付する場合は， その写しを作成し， 申請

者に退去命令書の内容を説明した上， その写しに署名を求め，余白に交付

した時刻を記載する。 この場合において， 申請者が署名することができな

いときは， 申請代行者， 申請者の親権者若しくは後見人又は代理人に， 「申

請者○○に代わり」の文言を付記させた上， 申請者に代わって署名させる

ものとする。

5 特別審理官は，退去命令書を交付する場合に， 申請者が所持する旅券に

今次の上陸申請に係る有効な査証を受けているときは次のとおり措置す

る。

なお，有効な再入国許可証印（再入国許可有効期間延長許可の表示を含

む｡） を受けているときは，入国・在留審査要領第6編第2章第3節第2

の2の規定に準じて当該証印に使用済(USED)印の押印は行わないものと

する。

（1） 1回限りの有効な査証を受けている場合は，使用済(USED)印を押印

することなく，入国・在留審査要領第6編第2章第3節第2の1の規定

に準じて使用済みの表示をするとともに， 当該査証の近接する旅券頁に

「法10-11｣ (第4章第2節による場合は「法11-6｣) と付記し，

入国審査官認証印を押印するものとする。

ただし，法第10条第7項により退去を命ずる場合にあっては， 当該

査証に使用済み等の表示は行わない。

（2）法第5条第1項各号のいずれかに該当する申請者が有効な数次入国査

証を所持している場合は， 当該査証の取消しを行うものとする。

数次入国査証の取消しを行う際は，入国・在留審査要領第10編の2

第2章第2節の規定に準じ査証取消処分告知書を交付し， 同要領第10

編の2第20号様式による受領書を徴した上，旅券等に貼付等の査証に

失効(CANCELLED)印を押印するとともに， 「外務大臣の依頼により上記

に対する年月日 （処分年月日）同大臣の取消処分告知書を交付した」旨

記載し，入国審査官認証印を押印する。
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その後，告知書番号，氏名， 国籍・地域，生年月日，性別及び取消事

由を記し，告知書（写し），受領書（原本）及び取り消した査証頁（写

し）を添えて本庁審判課に報告する。本庁審判課は外務省宛て当該告知

書及び受領書等を送付する （注)。

（注）査証事務は外務大臣の権限に属する事項であるところ，法第5条

第1項各号に定める上陸拒否事由に該当している外国人が数次入国

査証を所持しており， 当該外国人に退去命令書が交付された場合に

は，外務省と法務省との合意に基づき，外務大臣の依頼によるもの

として当該査証の取消しを行い，事後に法務省から外務省宛て通知

することとしている。

なお，査証取消処分告知書は外務省から送付を受け， あらかじめ

地方出入国在留管理局及び同支局に配布されている。

6 特別審理官は， 申請者に退去を命ずるときは，行政事件訴訟法第46条

の規定に基づき，取消訴訟の提起に関する事項の教示書（平成17年19

8号通達の別添1－1）を申請者に交付して，取消訴訟の被告とすべき者

及び取消訴訟の出訴期間について教示しなければならない。

交付に当たっては， 当該教示書を2部作成の上契印し， そのうちの1部

を申請者に手交するとともに，控えの教示書の余白部分に申請者から受

領年月日及び受領の署名を任意に徴し， 当該教示書を保管する。

なお，教示書の交付を受けた者が署名をしない旨を申し立てたときは，

控えの教示書の余白部分にその旨を記載するとともに入国審査官認証印

を押印する。

7 特別審理官は，退去命令通知書を交付する場合は， その写しを作成する

とともに，運送業者に対し，退去命令を受けた申請者が乗った船舶等が出

港したときに，遅滞なく報告するよう指示するものとする（規程25Ⅱ）。

8 特別審理官は，退去を命ぜられた申請者が指定便で出国しなかった場合

（とどまることができる期間及び施設の指定を受けている者がその期間を

超えてその施設にとどまり続ける場合を含む。）は，法第24条第5号の

2に該当する容疑者として，直ちにその所属する地方出入国在留管理官署

の入国警備官に通報しなければならない。
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ただし， その原因が疾病等申請者の責めに帰することができない事由に

よると認められる場合は，改めて出国便等の指定をする （規程24②， 2

6Ⅱ）。

9 特別審理官は， 8により改めて出国便等の指定をする場合は，退去命令

害及び退去命令通知書の記載を次のとおり書き換えるものとする。

（1） 申請者及び運送業者等から退去命令書及び退去命令通知書の提出を求

め， 書き換える部分の記載内容を棒線で抹消して新たな内容を記載し，

書換え理由を付記するとともに，入国審査官認証印を押印する。

（2） 申請者又は運送業者等が退去命令書又は退去命令通知書を紛失等によ

り所持しないときは， 4又は7により作成した退去命令書又は退去命令

通知書の写しを複写し，所要の書換えを行った上，再交付する。 この場

合においては，再交付した退去命令書又は退去命令通知書の写しを作成

し， その再交付の事実を明らかにしておかなければならない。

10 特別審理官は，有効な旅券を所持しない申請者に退去を命ずる場合，送

還に際しての渡航文書としてカバーリング・レターを作成し，運送業者等

に交付するものとするが， その取扱いは， I I

’
、
』

吸一I

I
１
Ｊ

ｒ
ｋ I

lによるほか， 次に定めるところによる。

（1）上陸手続において偽変造旅券を領置・所有権放棄させる場合は，第5

節第4による。

（2）有効な旅券を所持しない者のうち，偽変造旅券により入国した者につ

いては，航空機による入国の場合であっても， カバーリング・ レターに

当該偽変造旅券の写しを添付する。

（3）運送業者等にカバーリング・レター及び関連資料を交付する際は， そ

の写しを作成する。

（4） カバーリング・ レターに記載した出国便等を変更する必要が生じた場

合は，運送業者等から同書の提出を求め，書き換える部分の記載内容を
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棒線で抹消して新たな内容を記載し，書換え理由を付記するとともに，

入国審査官認証印を押印する。

｝(注）
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Ｌ

I ）
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』
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(注）

第3S とどまることができる場所の指定

特別審理官又は主任審査官は，上陸を申請した者で法第10条第7項若し

くは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる者に対し，法第

13条の2第1項の規定によりとどまることができる場所を指定することが

できることとなっているところ，その指定場所及び方法は，原則として次の

とおりとする。

1 有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持している場合

（1）退去を命ぜられる者及び運送業者等が別記第10号様式による出国待

機施設使用願をもって出国待機施設の使用を明示的に希望した場合に

は，第4の1により， 出国待機施設をとどまることができる場所として

指定する。

また， 出国待機用施設を指定する場合は，別記第10号の2様式によ

る出国待機用施設借用願を徴した上で， とどまることができる場所とし

て指定する。

なお， 出国待機施設等を明示的に希望しない場合は， 2による。

（2）出国待機施設等の使用の希望の有無は，上陸手続終了時に確認し，翌

日以降にあっては午前中に確認するものとする。ただし， 出国待機施設

等の使用は，至近便が存在しないなどのやむを得ない事情がない限り，

原貝llとして1回の上陸申請に対して初日を含む3日間以内とし， それ以

外の場合は2による。

2 有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持していない場合

退去を命ぜられる者及び運送業者等から別記第10号の3様式によると

どまることができる場所の指定願をもって希望が示された場合には， その
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希望を可能な限り尊重して， 出入国港近傍の民間宿泊施設をとどまること

ができる場所として指定する。

II3

I’

｝
ｒ
Ｌ

’
１
Ｊ

4 運送業者等の責任と費用の負担の免除

1 主任審査官は，退去を命ずる者について法第59条第3項の規定により

運送業者等の責任と費用の負担の全部又は一部を免除する場合は， とど

まることができる施設として指定する施設（注）が出国待機施設である

こと及び同人が有効な旅券及び査証を有していることのいずれにも該当

していることを確認した上で行わなければならない。

（注）出国待機用施設を退去を命ずる者のとどまることができる場所とし

て指定するに当たっては， 出国待機施設に準じ， 当該者が有効な旅

券及び査証を有していることを確認した上で行わなければならない。

ただし， 出国待機用施設については， 出国待機施設と異なり， 法第

59条第3項が適用されないので， 同項に基づく運送業者等の責任

と費用の負担の全部又は一部を免除することはできない。

2 主任審査官は， 1により運送業者等の責任と費用の負担の全部又は一部

を免除する場合は， その免除の内容及び範囲について次のとおり退去命

令書及び退去命令通知書に記載するものとする。

（1）退去命令書中央の余白部に「警備料に限り費用の負担を免除」 と記

載し，費用の一部が公費負担である旨を表示する。

（2）退去命令通知書中央の余白部に「出入国管理及び難民認定法第59

条第3項に基づき運送業者等の責任と費用の負担の一部を免除する」 と

表示する。

第4
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１
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１
Ｊ

ｒ
Ｌ I
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■■■■■■■■■■

5 運送業者等への対応等

1 求償関係

第3節第1 1及び本節第3の上陸を許可されていない者（以下「上陸を

許可されていない者」 という。） と運送業者等との間の求償関係は，民事

法上の関係であることから，両者間の交渉に委ねることとする。

2 逃亡事案発生時の対応

上陸を許可されていない者が出国待機施設等又は民間宿泊施設から逃亡

した場合にあっては，入国審査官はその所属する地方出入国在留管理官署

の入国警備官に通報し， 当該逃亡者の身柄確保のために関係機関に連絡を

行うなどの措置を執る。また， 当該逃亡者を本邦に運送してきた運送業者

等と速やかにその状況に関して情報を共有し，逃亡者の身柄確保について

連携をとる。 さらに，逃亡事案の発生原因を究明するとともに，運送業者

等が身柄の監視の責任を負っている場合には再発防止策を文書により提示

するよう求めなければならない。

3 運送業者等に対する指導事項

運送業者等が上陸を許可されていない者の送還に関する業務を警備会社

などの外部の者（以下「警備会社等」 という。）に委託する場合にあって

は，運送業者等に次の事項に配慮するよう指導する。

（1）運送業者等は，上陸を許可されていない者に関して法令で規定される

運送業者等の義務及び責任が運送業者等に属することに留意の上，警備

会社等に対しては，必要な指示を行い， また，随時必要な報告を求める

こととして， 当該業務の適正な遂行に心がけること。

第5
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（2）上陸を許可されていない者が出国待機施設等を使用しない場合に備え

て， この者の宿泊に適した民間宿泊施設を確保可能とすべく， 出入国港

近傍に所在する民間宿泊施設とあらかじめ必要な折衝をしておくこと。

（3）運送業者等と上陸を許可されていない者との間での，送還便の決定，

直ちに出国できない場合にとどまる場所及び民間宿泊施設の使用に伴う

諸経費その他の金銭の支払いに関する事項に関する交渉は，運送業者等

が自己の責任においてその事務室又は窓口において行うこと。

その際に，運送業者等は，上陸を許可されていない者に対して， その

負担することとなる費用の内訳を詳細に説明し， また， この金銭関係が

その上陸を許可されていない者と運送業者等との間の民事法上の関係で

あり， 出入国在留管理局は何ら関係を有していないことを正確に理解さ

せること。

（4）上陸を許可されていない者から各種金銭の徴収を行う場合は，運送業

者等の職員がその受付窓口など出入国港の公開された場所において行う

こと。

）上陸防止場所を民間宿泊施設とされた上陸を許可されていない者につ

いては原則として一時退室を認めないこと。なお， 当該上陸を許可され

ていない者から一時退室の希望があった場合，運送業者等は，管轄の地

方出入国在留管理官署に対し， 一時退室を希望する理由等を報告するこ

と （注)。

（注）報告を受けた地方出入国在留管理官署は，原貝llとして一時退室を

認めないが，面会若しくは電話連絡を許容する場合，又は，体調不

良等により例外的に一時退室を認める場合は， 1人以上の職員を当

該民間宿泊施設に赴かせ，運送業者等が行う上陸の防止の義務履行

状況を監視することとする。

なお， 当該地方出入国在留管理官署の態勢から，職員を派遣する

ことが困難であるものの， 災害又は急病の訴え等緊急の事態により

やむを得ず一時退室を認める場合は，運送業者等に対して十分な人

数をもって上陸防止にあたることを指導し， その後の状況について

逐次報告を求めることとする。

(5）
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（6）上陸を許可されていない者が逃亡した場合にあっては，速やかに管轄

の地方出入国在留管理官署に報告し， その後の当該地方出入国在留管理

官署による逃亡事案の発生に関する事実の確認に協力すること。

第66地方出入国在留管理官署間の退去命令の通報

1 特別審理官は，第2の3 （1）なお書きにより上陸申請をした出入国港

以外の出入国港からの退去を命ずる場合は， その所属する地方出入国在

留管理官署の長を通じ， 申請者が退去する出入国港を管轄する地方出入

国在留管理官署の長に対しその旨を通報しなければならない。

2 1の通報を受けた地方出入国在留管理官署の長は，その申請者が退去の

ため搭乗又は乗船したとき，又は指定された出国便に搭乗又は乗船しな

かったときは， 1の通報をした地方出入国在留管理官署の長にその旨を

速やかに通報しなければならない。

3 退去命令を発した特別審理官の所属する地方出入国在留管理官署の長

は， 申請者が退去のため指定した出国便に搭乗又は乗船しなかったとき

は， その地方出入国在留管理官署の入国警備官にその旨を速やかに通報

しなければならない。

4 出港する船舶等に退去命令を受けた外国人が乗船又は乗機しているとき

は， その港を管轄する地方出入国在留管理官署の長は， その船舶等が次

に寄港する出入国港を担当する地方出入国在留管理官署の長にその旨を

通報しなければならない。

第1 1節上陸口頭審理記録書

1 特別審理官は，次の区分に応じ， それぞれに定める様式の上陸口頭審理

記録書を作成しなければならない。

（1）規程別記第2号様式による上陸口頭審理記録書

申請者が法第11条に規定する異議の申出をし，主任審査官が規程第

21条第6項により規則別記第13号様式による異議申出書及び口頭審

理に関する記録その他の関係書類（以下「一件記録」 という。） を法務

大臣に送付（以下「進達」 という。）する案件
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（2）別記第11号様式による上陸口頭審理記録書

申請者が法第11条に規定する異議の申出をし，第4章第1節第1

（「法務大臣の権限委任」）により地方出入国在留管理局長が裁決する

案件（第4章第1節第1の3により専決することができる地方出入国在

留管理官署の長を含む｡）

）別記第11号の2様式による上陸口頭審理記録書

ア法第7条第4項に該当するとして引き渡された口頭審理案件

イ その他の案件

上陸口頭審理記録書の作成は，別表5の記載要領によるものとする。

（3）別記第1

2
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第S章異議の申出

第1節異議の申出に係る事務手続等

1 異議申出書の受領等

1 法務大臣に対する異議の申出は，特別審理官から法第10条第10項の

認定の通知を受けた申請者がその日から3日以内に異議申出書を主任審査

官に提出して行わなければならない（法11 1 ,規則1 1)。 この主任審

査官は，口頭審理をした特別審理官の所属する地方出入国在留管理官署（当

該地方出入国在留管理官署に主任審査官が置かれていない場合は， 当該地

方出入国在留管理官署を管轄する直近上級の地方出入国在留管理官署）の

主任審査官であり （規程21 1 ) , 申請者の便宜を考慮して， 口頭審理を

した特別審理官の所属する地方出入国在留管理官署の職員に異議申出書を

受領させることができ， この場合には，その職員に異議申出書が提出されたと

きに主任審査官に対してそれが提出されたものとみなされる （規程21Ⅲ） 。

2 1の主任審査官又は職員は， 申請者が認定通知書を受けた日から3日以

内（注）に異議申出書を提出した場合のみこれを受領できるところ， 申請

者が異議申出書を3日以内に提出しようとしたが， 3日を経過する時点で

これを受領すべき者がいずれも不在などやむを得ない事由により提出する

ことができなかった場合は， その事由がなくなった後直ちに異議申出害が

提出されたときに限りこれを受領することができる。

（注）認定通知書を受けた日から3日目が休日に当たる場合，行政機関の

休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第2条を適用し， 当該

期間は直近の開庁日まで延長されることとなる。

3 異議申出書を受領する主任審査官又は職員は， その受領に当たり異議申

出書に記載された不服の理由の内容が明確でないときは， 申請者にこれを

補正させなければならない。

4 1の主任審査官が異議申出書を受領したときは速やかにその旨を申請者

の口頭審理をした特別審理官に通知し （規程21Ⅱ） ， 1の職員（申請者

の口頭審理をした特別審理官を除く。）が異議申出書を受領したときは速

やかにこれを口頭審理をした特別審理官に送付しなければならない（規程21Ⅳ） 。

5 申請者の口頭審理をした特別審理官は， 申請者から異議申出書を受領し

第1
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又は4の送付を受けたときは，速やかに1の主任審査官に対し，規程別記

第12号様式による異議申出書類送付書をもって， これを口頭審理に関す

る記録その他の関係書類とともに送付しなければならない。 1の主任審査

官から4の通知を受けたときも，異議申出書の送付を要しないことを除き，

同様である （規程21V)。 この場合において，特別審理官は，緊急を要

すると認めるときは，異議の申出の事実及びその理由等を主任審査官にあ

らかじめ電話又は入管WANで報告するものとする。

6 主任審査官は， 5の送付を受けたときは，一件記録を点検し，記載その

他において不備があるときは，特別審理官にこれを補正させた上，速やか

に一件記録を法務大臣等に送付しなければならない（法1 1Ⅱ，規程21

Ⅵ)。 この場合においては，上陸条件の適合性若しくは情状に関する重要

な事実又は証拠で未だ明らかにされていないものがあると疑うに足りる相

当の理由があるときは，特別審理官に補充調査をさせた上， その結果とと

もに，別記第12号様式により送付するものとする。

7 主任審査官は， 6により一件記録を送付するに当たっては， その一件記

録を編てつし，案件記録表紙に所定の事項を記載しなければならない。た

だし，送付後に追加して送付する書類があるときは， その旨を上陸口頭審

理記録書に付記するものとする。

8 主任審査官は，一件記録を送付した後に，裁決等に影響を及ぼす可能性

がある事実又は証拠で未だ明らかにされていないものがあることが判明し

たときは，特別審理官に補充調査をさせることができる。

9 主任審査官は，一件記録を送付した後に，特別審理官から第2章第3節

第4の2により資料の送付を受けたときその他裁決等に影響を及ぼす可能

性があると認められる事実が新たに判明し又はその証拠を入手したとき

は，速やかに別記第13号様式による追送書をもってこれらを法務大臣等

に送付しなければならない。

第2事実の調査

1 法務大臣の権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長は，上陸特別許

可を与えるかどうかの半l1断を行うために必要があると判断するとき （本
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庁から追加的に調査すべきことの指示を受けたときを含む｡）は，入国審

査官等に必要な調査を行わせるものとする（法59の2，規程21の21) 。

2 事実の調査を行う入国審査官は， 申請者その他関係人から事情を聴取す

るため，仮上陸許可を受けた申請者又は関係人に対し出頭を求める場合に

おいて，電話による出頭を求めたときは別記第4号の3様式による電話記

録書によりその内容を記録するものとする。また，必要に応じて別記第1

3号の2様式による出頭通知書を使用して出頭を求めることができる （法

59の2Ⅱ）。

3 入国審査官は， 申請者その他関係人から事情を聴取した場合に，必要と

認めるときは，規程別記第4号様式による供述調書を作成するものとする

（規程21の2Ⅱ）。

4 事実の調査における供述調書の閲覧，読み聞かせ及びこれに対する署名

並びに外国語の使用については， 口頭審理における場合の例による （規程

8V,規程9,要領第2章第3節)。

5 入国審査官は，前記事情聴取のほか，事実の調査において次のような調

査方法を用いることができる。

（1）外国語で書かれた証拠資料たる書面の翻訳（注1）

（2）旅券，査証，在留資格認定証明書その他文書の偽変造についての鑑識

（3）地方出入国在留管理局長から関係行政機関に対する協力依頼（法61

の8）

（4）公務所又は公私の団体への照会（法59の2Ⅲ） （注2）

（5）各種文献，記録，通信情報などによる必要な情報の収集

（6）実地調査（注3）

（注1）翻訳者に翻訳文の末尾に署名させなければならない（規程9Ⅲ）。

（注2）他に特段の定めがない限り， （4）の照会を文書により行うときは，

別記第13号の3様式による照会書を使用し，電話により行うときは，

電話記録書を使用する。

（注3）実地調査とは， 申請者その他関係人の供述を裏付けるために行う調

査等必要と認められる場合に行う現地調査をいう。
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3 異議の申出の取下げ

1 主任審査官は，法務大臣等から裁決結果の通知を受ける前に申請者が出

国するため異議の申出を取り下げる旨を申し出た場合は，直ちに出国する

ことが確実であることを確認した上，特別審理官をして， 申請者に規程別

記第11号の2様式による異議申出取下書に署名をさせ，直ちに本邦から

の退去を命じさせなければならない（規程22）。 この場合において， 申

請者が異議申出取下書に署名することができないときは， その異議の申出

を取り下げる意思を確認した上， 申請代行者， 申請者の親権者若しくは後

見人又は代理人に， 「申請者○○に代わり」の文言を付記させ， 申請者に

代わって署名をさせるものとする。なお，退去命令については，第2章第

10節に定めるところにより行うものとする。

2 主任審査官は， 申請者が仮上陸許可を受けていた場合は，特別審理官を

して仮上陸許可書を回収させるものとする。

3 主任審査官は， 1の異議の申出の取下げがあったときは，速やかにその

旨を別記第14号様式により法務大臣等に報告しなければならない。

第3

第2節進達

1 一件記録の送付を受けた地方出入国在留管理局長（第4章第1節第1の

3により専決することができる地方出入国在留管理官署の長を含む｡以下，

この節において同じ。）は， 当該案件が第4章第1節第1の1の案件であ

るときは，別記第12号の2様式により法務大臣に対して進達するものと

する。 この場合において， 出張所の長は併せてその直近上級の地方出入国

在留管理官署の長に対し上陸口頭審理記録書の写しを送付して，進達をし

た旨を報告しなければならない。

2 地方出入国在留管理局長は，案件の内容により異議の申出に対する法務

大臣の裁決が早急に行われる必要があると認めるときは，上陸審判担当首

席審査官をして，本庁審判課に対し入管WANによりその案件に係る上陸口

頭審理記録書その他参考資料を送付することができる。

3 地方出入国在留管理局長は，緊急を要すると認めるときは， 出張所の特

別審理官に， 2の送付事務を代行させることができる。
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第4章裁決

第1節裁決に係る事務手続等

1 法務大臣の権限委任

1 権限委任の範囲

法第1 1条に規定する裁決又は法第12条に規定する裁決の特例（以下

「裁決等」 という。）については，法務大臣の権限が地方出入国在留管理

局長に委任されている （法第69条の2， 出入国管理及び難民認定法施行

令（平成10年政令第178号）第10条第4号及び第5号並びに規則6

第1

1の21③及び④。

ただし，法務大臣が個別に指定する案件は，規貝I第61条の2ただし書

の規定により，法務大臣が自ら裁決等を行うので，法務大臣に対して進達

するものとする。

2 請訓

地方出入国在留管理局長（3により専決することができる地方出入国在

留管理官署の長を含む｡）は， 1の裁決等を行うに当たり，政治，外交等

に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる案件， 出入国在留管理庁

長官が特に指定した次の案件その他法務大臣の判断を仰ぐ必要があると認

められる案件については，上陸口頭審理記録書等の必要書類（別表3の「請

訓に必要な書類の例」を参照｡）に主任審査官意見を添えて，法務大臣に

対して請訓を行い， その結果を受けて裁決等を行うものとする。

（1）法第7条第1項第4号不適合に係る案件。ただし，次に掲げる案件を

除く。

ア入国事前協議による査証が発給された案件

イ法第5条に該当していることを踏まえて交付された在留資格認定証

明書を所持し，かつ，それに応じた査証を所持している案件

ウ 当該不適合に係る上陸拒否事由が，規制薬物法令に関する法令に違

反して刑（懲役若しくは禁銅又はこれに相当するいわゆる自由刑を除

く。すなわち，罰金刑， いわゆる社会奉仕刑等をいう。）に処せられ
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たことがあることにより法第5条第1項第5号に該当することになっ

たもので，かつ， 当該刑に処せられてから5年を経過したもの

エ再入国許可等による出国確認を受け， 同許可の期間内に上陸申請に

及んだ案件のうち，過去に， 当該不適合に係る上陸拒否事由に該当す

ることを踏まえた上陸特別許可（朱書き在留資格認定証明書の交付を

受け，法第5条の2の規定によって上陸を許可された場合を含む｡）

又は相当する退去強制事由を踏まえた在留特別許可を受けたことがあ

り，当該上陸拒否事由以外に新たな上陸拒否事由がない案件（ただし，

特別に上陸を許可すべき事情があると認められる案件であるが，従前

の在留資格及び在留期間で在留させることは適当でないと認められる

案件を除く。）

オその他特別に上陸を許可すべき事情があると認められない案件（他

に指定する案件に該当する場合を除く。）

（2）法第7条第1項第1号，第2号又は第3号不適合に係る案件のうち，

人身取引等の被害者である可能性があると認められる案件。

ただし，人身取引等の被害者であり，かつ，次のア又はイのいずれか

に該当することが明らかなときは，請訓することなく裁決を行い，上陸

特別許可をする。

ア我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危

険がある場合

イ加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定

される場合

（3）帰国した場合の迫害のおそれを申し立てている者に係る案件（事前に

請訓の要否について本庁審判課に確認し，請司||を要するとの回答があっ

た場合に請司||するものとする。）。

（4） 「永住者」の在留資格を有する者に係る案件で，特別に上陸を許可す

べき事情があると認められない案件。

（5）不適合の事由にかかわらず，退去強制事由又は在留資格取消事由に該

当する疑いのある案件（注）で，異議の申出が理由がある又は理由がな

いが特別に上陸を許可すべき事情があると認められる案件（特別に上陸
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を許可すべき事情があると認められるが，従前の在留資格及び在留期間

で在留させることは適当でないと認められる案件を含む｡）。

（注）退去強制事由に該当する疑いのある案件とは，法第24条該当容

疑により立件中のものなどをいう。

なお，在留資格取消事由に該当する疑いのある案件のうち，法第

22条の4第1項第8号から同第10号までに該当する疑いのある

ものについては除いて差し支えない。

3 地方出入国在留管理局長以外の専決等

（1）地方出入国在留管理局長は， 1の範囲を超えない限度において，管下

の支局の長並びに主任審査官の指定を受けている首席審査官たる地方出

入国在留管理局の出張所及び支局の出張所の長に対し，裁決等（2の裁

決等を含む。）の専決及びこれに関連する法務大臣への請訓等をさせる

ことができる。また，地方出入国在留管理局長は，管下の主任審査官の

指定を受けている統括審査官たる地方出入国在留管理局の出張所及び支

局の出張所の長に対し，裁決等に関連する法務大臣への請訓等をさせる

ことができる。

（2）地方出入国在留管理局長は， 1の範囲を超えず，かつ，上陸条件不適

合事実について争いのない案件に限り，管下の主任審査官の指定を受け

ている統括審査官たる地方出入国在留管理局の出張所及び支局の出張所

の長に裁決等の専決をさせることができる。

第2裁決通知

地方出入国在留管理局長（第1の3により専決することができる地方出入

国在留管理官署の長を含む｡）は，第1の1ないし3に基づく裁決等により，

上陸特別許可を与えることを決定したときは，規則第3条の規定に従って申

請者に該当する在留資格（「永住者」を除く。）及び在留期間を定め，裁決

結果と併せて主任審査官に通知しなければならない。

なお，第1の2 （2）ただし書により上陸特別許可をする場合の在留資格

及び在留期間については， 「特定活動（3月）」 とし，指定する活動は， 「人

身取引等（出入国管理及び難民認定法第2条第7号に規定するものをいう。）
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された者として，被害の回復をするための活動（収入を伴う事業を運営する

活動又は報酬を受ける活動を除く。）」 とする。

第2節裁決通知後の事務手続等

1 裁決通知を受けた主任審査官の措置

主任審査官は，法務大臣等から裁決結果の通知を受けたときは，次のとお

り措置しなければならない。

1 異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたとき

直ちに申請者の旅券に上陸許可の証印をし（法11Ⅳ） ， 申請者が再入

国許可等を受けている場合又は難民旅行証明書を所持している場合を除

き，在留資格及び在留期間を決定して，旅券に明示しなければならない（法

11V,法9Ⅲ）。 この場合において，在留期間は， 申請者が仮上陸許可

を受けていた場合でも，上陸許可の証印をした日の翌日から起算し，また，

法第11条第4項の規定による上陸許可であることを示すために，上陸許

可証印の下部に「法1 1－4」 と付記する。

新規の上陸許可の証印により中長期在留者となった者に対しては，第2

章第9節第2の1 （4）の規定に準じて在留カードの交付等の手続をする。

なお， 「留学」の在留資格を決定されて上陸を許可された者（3月を超

える在留期間を決定された者に限る。）が上陸許可に引き続き法第19条

第2項の許可の申請を希望するときは，主任審査官はその旨入国審査官に

連絡する。

2 異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたとき （3の場合を

除く。）

（1）速やかに申請者に異議の申出が理由がないとの裁決結果を告知し，退

去命令書を交付して本邦からの退去を命ずるとともに， 申請者が乗って

きた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に退去命令通知書を

交付することによりその旨を通知しなければならない（法1 1Ⅵ，規則

10)。退去命令に関する詳細は，第2章第10節に定めるところに準

じて， 「特別審理官」 とあるのを「主任審査官」 と読み替えて行うもの

とする。

第1
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（2） 申請者に異議の申出が理由がないとの裁決結果を告知するときは，行

政事件訴訟法第46条の規定に基づき，取消訴訟の提起に関する事項の

教示書（平成17年198号通達の別添1－1）を申請者に交付して，

取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴期間について教示しなけ

ればならない。

交付に当たっては， 当該教示書を2部作成の上契印し， そのうちの1

部を申請者に手交するとともに，控えの教示害の余白部分に申請者から

受領年月日及び受領の署名を任意に徴し， 当該教示書を保管する。

なお,教示書の交付を受けた者が署名をしない旨を申し立てたときは，

控えの教示書の余白部分にその旨を記載するとともに入国審査官認証印

を押印する。

3 上陸特別許可の通知を受けたとき

（1）証印

直ちに申請者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない（法12

Ⅱ，法1 1Ⅳ）が， 申請者が再入国許可等を受け又は難民旅行証明書を

所持しており，かつ，法務大臣等が在留資格及び在留期間を決定しなか

った場合を除き，法務大臣等が決定した在留資格及び在留期間をその証

印に明示し（規程23） （注) ，上陸特別許可であることを示すために，

上陸許可証印の下部に， 「上陸特別許可」 と付記する。

（注）上陸特別許可は上陸条件に適合しない申請者に対し例外的に法務

大臣がその上陸を許可する特別措置であることから，法務大臣がど

のような在留資格及び在留期間を決定するかについては（特別永住

者のような特別な地位は別として）制約がなく， たとえ再入国許可

を受け又は難民旅行証明書を所持している申請者であっても，従前

の在留資格及び在留期間で在留させることが適当でないと認める場

合は，新たに在留資格及び在留期間を決定することができる。法第

12条第2項が法第11条第4項の適用にのみ言及し同条第5項は

除外している （法第9条第3項は準用されない）のはこのためであ

る。なお，旅券を所持しない申請者には，上陸特別許可できない（第

2章第3節第7参照)。
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（2）在留カードの交付等

上陸特別許可（在留資格の決定を伴うものに限る。）により中長期在

留者となった者に対しては，第2章第9節第2の1 （4）及び2の規定

に準じて在留カードの交付手続をする。

再入国許可等により上陸申請をした者に，新たな在留資格及び在留期

間を決定して上陸許可の証印をし， その結果， 中長期在留者となった場

合は，入国・在留審査要領第6編第2章第3節第3の規定に準じて，従

前に所持していた在留カード等の返納等の措置をする。

なお， 「留学」の在留資格を決定されて上陸を許可された者（3月を

超える在留期間を決定された者に限る。）が上陸許可に引き続き法第1

9条第2項の許可の申請を希望するときは，主任審査官はその旨入国審

査官に連絡する。

（3）上陸の拒否の特例

上陸特別許可された者について，法第5条の2及び規則第4条の2第

1項の規定により，特定事由のみによっては上陸を拒否しないこととす

る場合には，入国・在留審査要領第6編第2章第2節第10 (上陸の拒

否の特例）に基づき措置する。

なお，新規に上陸特別許可した場合，規則別記第1号様式による通知

書の住居地の欄には， 「在留カードの住居地の記載に同じ」 と記載する。

（4）裁決に基づく手続が終了したとき

申請者が仮上陸許可を受けていた場合は，特別審理官をして仮上陸許

可書を回収させるものとする。

第2上陸許可証印の代行

1 主任審査官は，第1により上陸許可の証印をする場合において， 申請者

の仮上陸許可による住居が遠隔地にあるため主任審査官の所属する地方出

入国在留管理官署に出頭することが困難である場合など申請者の便宜を考

慮して適当と認めるときは， その住居の最寄りの地方出入国在留管理官署

の主任審査官又は特別審理官にその証印の代行及び仮上陸許可書の回収を

依頼することができる。
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2 新規の上陸許可により中長期在留者となった者に対しては，上記第2章

第9節第2の1 （4）及び2の規定に準じて在留カードの交付手続をする。

また，上陸特別許可された者について，上陸の拒否の特例を適用させる

こととなった場合は，第4章第2節第1の3 （3）に準じて通知書を交付

する。

3 1の証印の代行をする者は，依頼した主任審査官に代わって証印をする

旨を記載し， かつ署名押印をしなければならない。なお，署名押印は，入

国審査官認証印をもって代えることができる。

第3節裁決結果の告知ができない場合の措置

第1 告知ができない場合の報告

主任審査官は， 申請者が逃亡し又は所在不明となったため法務大臣等の裁

決の結果を告知できない場合は， その理由を付してその旨を法務大臣等に報

告しなければならない。

第2告知が可能となった場合の措置

主任審査官は，第1による報告の後に， 申請者の所在が判明して法務大臣

等の裁決の結果を告知することが可能となったときは， その間の居住歴及び

異議の申出の事情変更を調査し，速やかに法務大臣等に報告しなければなら

ない。
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第5章仮上陸

第1節仮上陸許可の手続

第1 特別審理官等の意見の申出等

1 申請者の上陸手続を担当する入国審査官又は特別審理官は， その申請者

に係る仮上陸許可が適当であると思料するときは， その所属する地方出入

国在留管理官署の主任審査官（規程271)に対しその理由，許可する場

合の条件及び保証金に関する意見を述べることができる。

2 1の主任審査官は，必要と認めるときは，仮上陸許可について，上陸手

続を担当する入国審査官又は特別審理官に対し，その許否及び理由，許可

する場合の条件並びに保証金に関する意見を求めることができる。

第22仮上陸許可の決定

1 主任審査官は，第1の1による意見の申出があった場合，又は第1の2

により求めた意見を受けた場合は,速やかに仮上陸許可の必要性を検討し，

その許否を決定しなければならない。 この場合において， 申請者が有効な

旅券を所持していないときは，本邦にある外国の公館から有効な旅券の発

給を受け又は旅券の有効期間の延長を受けるなどにより速やかに有効な旅

券を所持することができることが確実であると認められる場合に限り，そ

の手続に必要な期間に限定して仮上陸許可をすることができるものとし，

事情の変更により申請者が有効な旅券を所持することができないことが判

明したときは，第2章第3節第7の3に準じてその所属する地方出入国在

留管理官署の入国警備官に不法入国者として通報するものとする。

2 主任審査官は，上陸の手続に時間を要する場合で，待機場所について配

慮したとしても申請者の上陸を防止し続けたまま手続を進めることが適当

でないと認めるときは，仮上陸許可に付する条件の効果並びに保証金によ

る条件違反及び逃亡に対する抑止や担保の効果を考盧した上，必要かつ適

当と認める条件及び保証金をもって仮上陸許可をするよう配慮しなければ

ならない。

3 主任審査官は，仮上陸許可の許否を決定した場合は， その結果を上陸手

続を担当する入国審査官又は特別審理官に通知しなければならない。

－62－



上陸審判要領

3 仮上陸許可書の交付

1 主任審査官は，仮上陸許可をするときは， 申請者に規則別記第14号様

式による仮上陸許可書を交付しなければならない（法13Ⅱ，規則12

1)。 この手続は，上陸手続を担当する入国審査官又は特別審理官に，案

件番号と同一の許可番号を付した仮上陸許可書を作成させた上， 申請者に

交付させるものとする （規程27Ⅱ）。

この場合において， 申請者の旅券上に当該許可書を添付（ステイプラー

留め）するものとする。

2 主任審査官は， 1により仮上陸許可書を申請者に交付するときは， その

写しを交付を担当する入国審査官又は特別審理官に作成させ，上陸手続が

完了するまでこれを保管しなければならない。

3 主任審査官は，第4の1により付した条件を仮上陸許可書に明示しなけ

ればならない。第4の2により条件を変更するときは，仮上陸許可書に明

示された条件を棒線で抹消し，変更後の条件を明示するとともに，入国審

査官印又は入国審査官認証印を押印の上，写しを作成し保管する。

4 主任審査官は，仮上陸許可を受けた申請者が仮上陸許可書を滅失又は紛

失したときは， その申請者にその事実を疎明させた上，仮上陸許可書を再

発給することができる。

第S

第4仮上陸許可の条件

1 仮上陸許可の条件（注）は，住居及び行動範囲の制限，呼出しに対する

出頭の義務その他必要と認める条件である。 このうち，住居及び行動範囲

の制限と出頭の義務は必ず付さなければならない。

（注）仮上陸許可は，法第2条の2第1項の「出入国管理及び難民認定法

・ ・ ・ ・に特別の規定がある場合」に該当し，在留資格制度の例外となる

ため，条件を付さない限り活動内容に制限はないので，例えば報酎ﾄ|を

受ける活動を一切（一部）禁止するためには， その旨を条件として付

さなければならない。 これは，仮放免を受けた者の場合には「法に特

別の規定がある場合」に該当せず，法第2条の2の規定が適用される

ため，その者が有する在留資格によって活動内容が左右される （在留
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資格を有しない場合は， 当然に収入を伴う事業を運営する活動や報酬

を受ける活動はできない｡） ことと基本的に異なる。

（1）住居の制限

住居は， 申請者の到着した出入国港の所在する市町村（東京都の特別

区の場合は， 23区全域。以下同じ。）の区域内で指定する。ただし，

主任審査官が特別の事情があると認めたときは， これを超えて指定する

ことができる （規貝|｣12Ⅱ①)。

（2）行動範囲の制限

行動範囲は，指定された住居の属する市町村の区域内とする。ただし，

主任審査官が特別の事由があると認める場合は，別に定めることができ

る （規則12Ⅱ②)。

（3）出頭の義務

出頭の要求を，出頭すべき日時及び場所を指定して行う （規貝'｣’2Ⅱ③） 。

（4）その他の条件

必要に応じて，上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止，全ての又

は一部の収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動の禁止な

ど主任審査官が特に必要と認める事項を付するものとする （規則’2Ⅱ

④)。例えば，仮上陸許可書記載項目4の「仮上陸の条件」 （3）の「そ

の他」の欄にその他特に必要と認める事項として， 「出入国管理及び難

民認定法別表第’の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く収入を

伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動の禁止」のように記載す

るものとする。

2 主任審査官は，仮上陸許可をした後の申請者の状況その他事情の変化を

考盧し， ’により付した条件を変更することが適当であると認めるときは，

その条件を変更することができる。

第5保証金

1 主任審査官は， 申請者が仮上陸許可に付された条件に違反するおそれが

ないと認めるときは，法第13条第3項に規定する保証金を納付させない

ことができる。
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2 主任審査官は，保証金を納付させていない申請者が仮上陸許可に付され

た条件に違反した場合において， その後もその申請者に仮上陸許可をする

ときは，保証金を納付させなければならない。

3 主任審査官は， 申請者が仮上陸許可に付された条件に違反したことによ

り保証金を没取した場合において， その後もその申請者に仮上陸許可をす

るときは，その没取した金額以上の保証金を新たに納付させなければなら

ない。

4 主任審査官は，保証金を納付させる場合は， 申請者ごとに納付させなけ

ればならず，納付があったことを確認した後でなければ仮上陸許可書を交

付してはならない。

5 主任審査官は，保証金の金額については， 申請者の所持金，仮上陸中必

要と認められる経費， 申請者が仮上陸許可に付された条件に違反するおそ

れの程度及び保証金の没取がその抑止に十分であるかどうかなどの事情を

考慮し，成年者については200万円以下，未成年者については100万

円以下の範囲内で決定しなければならない（法13Ⅲ，規貝Il12Ⅲ)。

6 主任審査官は，保証金を本邦通貨で納付させても外国通貨で納付させて

もよいが（法13Ⅲ） ，保証金を納付させたときは，歳入歳出外現金出納

官吏に規貝ﾘ別記第15号様式による保管金受領証書を申請者に交付させな

ければならない（規貝リ12Ⅳ)。

7 主任審査官は， 申請者が上陸許可証印を受け又は退去命令を受けたとき

は，保証金を返還しなければならない（法13Ⅳ)。 この場合において，

保証金の返還は， 申請者又はその代理人の請求を待って行うものとし， 申

請者に保管金受領証書に領収の旨を記載させ，又は受領書を徴取した上，

保証金を返還するものとする。

第6保証金の管理

1 主任審査官は，保証金の納付，没取又は返還があるときは，速やかに別

記第15号様式による通知書により歳入歳出外現金出納官吏に通知しなけ

ればならない。

2 歳入歳出外現金出納官吏は，保証金の受払いが生じたときは，別記第1
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6号様式による保証金受払簿を作成し，受払いを記帳するとともに，主任

審査官の検印を受けなければならない。

3 歳入歳出外現金出納官吏は，保証金の納付，没取又は返還に係る書類を

日付順に編てつし，会計年度ごとに取りまとめ，保管しなければならない。

第2節仮上陸条件違反に対する措置

第1 仮上陸条件違反の通報

1 入国審査官又は特別審理官は，仮上陸の許可を受けた外国人がその許可

に付された条件に違反し又は逃亡のおそれがあると認めるときは，直ちに

その旨を疎明資料とともに仮上陸を許可した主任審査官に通報しなければ

ならない。

2 主任審査官は， 1の通報を受けた場合又はその他の端緒による場合で，

当該外国人が仮上陸許可に付された条件に違反したときは，第2の1に定

めるところにより保証金の没取をするものとする。

3 主任審査官は， 1の通報を受けた場合又はその他の端緒による場合で，

当該外国人が逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき

は，第3に定めるところにより当該外国人を収容させることができる。

第2保証金の没取

1 主任審査官は，第1の2において，疎明資料から当該外国人が仮上陸許

可に付された条件に違反したと認めるかどうかを判断し，違反したと認め

る場合であって， 当該外国人が逃亡し又は正当な理由がなくて呼出に応じ

ないときは保証金の全額を没取し， その他のときは情状により保証金の半

額以下の範囲内で没取するものとする （法13V,規則12V)。保証金

を没取された当該外国人が,保証金を納付して引き続き仮上陸許可を受け，

再び条件に違反したことにより更に保証金を没取する場合も同様とする。

2 主任審査官は，保証金を没取する場合は，規則別記第16号様式による

保証金没取通知書を当該外国人に交付しなければならない（規則12Ⅵ)。

3 主任審査官は，保証金を没取する場合は，行政事件訴訟法第46条の規

定に基づき，取消訴訟の提起に関する事項の教示書（平成17年198
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号通達の別添1－1）を当該外国人に交付して，取消訴訟の被告とすべ

き者及び取消訴訟の出訴期間について教示しなければならない。

交付に当たっては， 当該教示書を2部作成の上契印し， そのうちの1部

を当該外国人に手交するとともに，控えの教示書の余白部分に当該外国

人から受領年月日及び受領の署名を任意に徴し， 当該教示書を保管する。

なお，教示書の交付を受けた者が署名をしない旨を申し立てたときは，

控えの教示書の余白部分にその旨を記載するとももに入国審査官認証印

を押印する。

第3収容

主任審査官は，第1の3において，疎明資料から当該外国人が逃亡するお

それがあると疑うに足りる相当の理由があるかどうかを判断し， その理由が

あると認めるときは，収容令書を発付してその地方出入国在留管理官署の入

国警備官に当該外国人を収容させることができる （法13Ⅵ)。

1 収容令書の方式

収容令書は，規貝ﾘ別記第16号の2様式により当該外国人の氏名，居住

地及び国籍，収容すべき事由，収容すべき場所，有効期間，発付年月日

等を別表6に定めるところにより記載して作成し， 主任審査官がこれに

記名押印しなければならない（法13Ⅶによる法40の準用，規則12W) 。

2 収容場所

（1）収容場所の指定

主任審査官は， 当該外国人を収容する場所を指定するに当たっては，

上陸手続及び当該外国人の出国上の便宜その他の事情を考盧した上，次

に定めるものの中から最適と考えられる収容場所を指定するものとし

（法13Ⅶによる法41Ⅱの準用，昭和28年法務省告示第368号) ，

必要と認めて警察署に留置を依頼する場合（法13Ⅶによる法41Ⅲの

準用）は，規貝ll別記第51号様式による留置嘱託書により警察署長に対

し当該外国人の留置を嘱託しなければならない。

ア地方出入国在留管理官署の収容場又は入国者収容所

イ 医療法（昭和23年法律第205号）にいう病院，診療所又は助産所
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ウ検疫所

エ留置施設

オ収容される者が乗っていた船舶等

（2）収容場所の変更

主任審査官は， 当該外国人の事情等に応じ，必要であると認めて収容

場所を変更するときは， （1）に定めるものの中から新たな収容場所を

選択し，収容令書の裏面の収容場所の変更の欄に，収容すべき場所を記

載し，変更した日付を入れ，主任審査官の欄に記名押印をした上，速や

かにその地方出入国在留管理官署の入国警備官を通じて， これを当該外

国人に示さなければならない。

3 収容期間

（1） 当該外国人を収容する期間は，上陸の手続が完了するまでの間におい

て，主任審査官が必要と認める期間とし（法13Ⅶ) ，主任審査官は，

収容の必要がなくなったと認めるとき又は上陸の手続が完了したとき

は，直ちに収容を解除しなければならない。

（2）必要と認める収容期間が疎明資料からあらかじめ判明している場合は，

1日単位の日を収容期間として収容令書に記載し, 60日を超えること

が明らかな場合又は収容令書の発付時点において必要と認める期間を判

断できない場合は「上陸の手続が完了するまでの間」 と記載する。

4 収容令書の有効期間

主任審査官は，収容令書を発付するときは，疎明資料から特に10日を

超える有効期間を必要と認める場合を除き， その有効期間を10日とす

る （法13Ⅶによる法40の準用，違反審判規程31)。

5 その他

（1）収容令書の発付は，行政事件訴訟法第46条の規定に基づく，取消訴

訟の提起に関する事項の教示の対象となることに留意する （教示に当た

っては平成17年198号通達の別添1－1を用いる。）。

（2）出張所の主任審査官が収容令書を発付したときは， その直近上級の地

方出入国在留管理官署の長に対し，速やかにその収容令書の写しを添え

て報告しなければならない。
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第6章補則

第1 在留資格認定証明書の回収

主任審査官又は特別審理官は， 申請者が在留資格認定証明書を所持してい

る場合には，上陸手続が完了したときに当該証明書を回収するものとする。

ただし，申請者が上陸申請を取り下げた場合又は退去命令を受けた場合で，

改めて当該在留資格認定証明書を提示して在外公館における査証申請を行う

ことが適当と判断される場合は， この限りでない。

第22 上陸手続の完了報告

1 主任審査官又は特別審理官は，上陸手続が完了したときは， その所属す

る地方出入国在留管理官署の長に対し，一件記録を提出してその旨を報告

しなければならない。

2 出張所の長が1の報告を受けたときは，上陸口頭審理記録書の写しを添

えて，上陸手続が完了したことをその所属する地方出入国在留管理局の長

に報告しなければならない。 この場合において， その出張所が地方出入国

在留管理局支局出張所であるときは，所属する地方出入国在留管理局支局

の長を経由するものとし，異議の申出の進達案件については，上陸口頭審

理記録書の写しの添付を省略することができる。

3 地方出入国在留管理局長は，在留カードを交付するときは， 出入国在留

管理庁長官に進達（事後報告）する （注)。

（注）原貝1として，進達は，在留カード交付後， 1月分をまとめて交付庁

から直接本庁審判課に入管WANで在留カード交付リスト及び送付状を

送付することによって行うこととし，在留カード交付リストには，在

留カード番号及び交付日を記載する。

第3 出入国在留管理庁長官に対する報告

地方出入国在留管理官署の長は，所属の特別審理官が法第5条第1項第6

号又は第8号に該当する申請者に対し退去を命じたときは，速やかに， その

旨を別記第18号様式により出入国在留管理庁長官に報告しなければならな

い。
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4 記録の整理及び保管

1 記録の保管

地方出入国在留管理官署の長は，上陸審判手続が終了したときは，速や

かに， その過程において作成された全ての文書を記録として編てつ，製本

した上，背表紙に暦年ごとの案件番号， 国籍・地域及び氏名を記載し，抽

出が容易となるよう分類して，上陸審判担当首席審査官等が管理する倉庫

等に保管しなければならない。また，速やかに， 「出入国管理業務電子計

算機入力処理要領集」 〔7〕出入国管理画像照会システム入力要領に従い，

出入国管理画像照会システムに記録を入力するための処理を行わなければ

ならない。

2 記録の貸出し等

地方出入国在留管理官署の長は，記録の貸出し及び返納について，簿冊

を作成して常にこれを把握するとともに，他の地方出入国在留管理官署か

ら上陸審判手続等を行うための参考資料として記録の送付を求められたと

きは，速やかにこれを送付するとともに， その旨を簿冊に記載しなければ

第4

ならない。
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案件番号の表示

1 地方出入国在留管理局の場合にあっては，和歴で表示した年の次に局名の

頭字（大阪の場合は， 「阪」 とする。以下同じ。 ）を記入し，次の例による。

例一東京出入国在留管理局

平成 年東第 号

例一大阪出入国在留管理局

平成 年阪第 号

2 地方出入国在留管理局の支局の場合にあっては，和歴で表示した年の次に

局名の頭字及び支局名の頭字を記入し，次の例による。

例一東京出入国在留管理局横浜支局

平成 年東横第 号

例一大阪出入国在留管理局神戸支局

平成 年阪神第 号

ただし，東京出入国在留管理局成田空港支局にあっては，支局名の頭字の

次にターミナルビルの番号を追加し，次のとおりとする。

例一東京出入国在留管理局成田空港支局第1ターミナルピル

平成 年東成一第 号

3 地方出入国在留管理局出張所及び地方出入国在留管理局支局出張所の場合

にあっては，和歴で表示した年の次に局名の頭字（支局出張所の場合は支局

名の頭字を追加する。 ）及び出張所名の頭字（港出張所は「港」 ，空港出張

所は「空」をそれぞれ追加する。 ）を記入し，次の例による。

例一仙台出入国在留管理局酒田港出張所

平成 年仙酒港第 号

例一仙台出入国在留管理局仙台空港出張所

平成 年仙空第 号

例一大阪出入国在留管理局神戸支局姫路港出張所

平成 年阪神姫港第 号

例一福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所

平成 年福那空第 号
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請訓に必要な書類の例

いずれも写しを添付するものとする。

上陸口頭審理記録害

引渡書

申請者のEDカード

申請者の旅券（身分事項，査証，上陸許可証印欄等）

渡航費，滞在費に関する立証資料写し （注1）

滞在予定期間に関する資料

入国目的，上陸条件不適合事由発生原因（注2）及び特に上陸を必要と

する理由について具体的に記載した申請人の陳述書又は供述調書

身元保証書

身元保証人の実態，保証能力を疎明する資料（注3）

〕 その他入国目的に対応した規則別表第3に定められた資料

l 認定通知書

2 異議申出書

(注1）渡航費，滞在費に関する立証資料

（1）渡航費とは， 出発地と本邦との間の往復切符又はこれに代わる航空

会社等の予約保証書等をいう。

（2）滞在費とは，本邦滞在中の費用一切の支弁に十分と認められる額の

トラベラーズチェック等をいう。中長期の在留を目的とする者につい

ては，規貝I｣別表第3に定められた資料のほか，在職証明書若しくは営

業証明書又は所得証明書，源泉徴収票若しくは納税証明書等もこれに

当たる。

（3）その他，上記（1）及び（2）に代わるものとして，次の書類を立

証資料として認めることができる。

ア民間団体主催の会議，集会への参加， コンテスト等へのアマチュ

ア参加の場合にあっては，会議又は協議を主催する関係団体の招へ

い状又は保証書

イ短期商用の場合にあっては，我が国株式市場第1部，第2部上場

会社又はこれと同格以上の信用度の高い在日取引先企業等の招へい

状若しくは信用度の高い派遣企業の派遣状

ウ学術上の調査，研究，セミナー講師等の場合にあっては，本邦招

へい団体が，信用度の高い企業，経済団体，又は大学等の場合には

８９ⅢⅡ岨

１
２
３
４
５
６
７
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その招へい状

エ宗教上の業務連絡，巡回布教，一時的取材活動，映画撮影等の場

合にあっては，それぞれの所属する宗教団体，報道機関，映画会社

の代表者の作成した派遣状写し又は用務の具体的内容を説明した入

国目的説明書

(注2）刑罰法令に違反して上陸拒否事由に該当している場合は， 当該上陸

拒否事由に関する前科調書のほか，判決書写しなどの罪となるべき事実

（犯罪の態様）が明らかとなる資料。

(注3）身元保証人の実態，保証能力を疎明する資料

（1）保証人が個人の場合

在職証明書若しくは営業証明書又は所得証明書，源泉徴収票若しく

は納税証明書等

（2）保証人が会社又は法人の場合

会社登記謄本，最近年度決算書，会社案内書，法人税納税証明書等
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別表4

認定通知書の認定要旨欄の記載例

1 個人識別情報の提供拒否案件

あなたは， 出入国管理及び難民認定法第6条第3項各号のいずれに

も該当しません。

YoudonotcomeunderanyofitemsofArticle6,Paragraph3ofthelmmigration

ControlandRefilgeeRecognitionAct.

2 無査証案件

（1）あなたは，有効な査証を所持していないので， 出入国管理及び難

民認定法第7条第1項第1号に掲げる上陸のための条件に適合して

いません。

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrmArticle7,Paragraphl,

ItemlofthelmmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct,becauseyoudo

nothaveavalidvisa.

（2）あなたが所持する査証は偽変造されたものと認められるので， あ

なたは， 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第1号に掲げる上

陸のための条件に適合していません。

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrinArticle7,Paragraphl,

ItemlofthelmmigrationControlandRefilgeeRecogmtionAct,becauseyourvisa

isfbundfbrgedoraltered.

入国目的相違査証案件

あなたは， 申請に係る入国目的（ ）に対応する査証を所持し

ていないので， 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第1号に掲

げる上陸のための条件に適合していません。

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrinArticle7,Paragraphl,

ItemlofthelmmigrationControlandRefilgeeRecogmtionAct,becauseyOurvisa

isnotinaccordancewiththepurposeofemry( )asstatedinyour

application.

（注） （ ）内には， 具体的入国目的を記載する。

3

4 虚偽申請等案件

（1）あなたが本邦において行おうとする活動に係る申請の内容（ ）

が虚偽のものでないとは認められないので， あなたは， 出入国管理
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及び難民認定法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適

合していません。

Youdonotmeettheconditionsfbrlandingpl℃videdfbrinArticle7,Paragraphl,

Item2ofthelmmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct,becauseyour

statementconcerningactivitiestobeengagedinJapan( )in

yourapplicationisnotfbundnottobefalse.

（注）虚偽であることが明らかな場合。

（ ）内には，具体的入国目的を記載する。

（2）あなたが本邦において行おうとする活動に係る申請の内容（ ）

についての立証がないので， あなたは， 出入国管理及び難民認定法

第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していませ

ん。

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrinArticle7,Paragraph l,

Item2ofthelmmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct,becauseyour

statementconcemingactivitiestobeengagedinJapan( )in

yourapplicationisnotproved.

（注）虚偽であることが明らかとまでいえないが， その合理的疑い

が払拭できない場合。

（ ）内には，具体的入国目的を記載する。

5 在留資格非該当・基準不適合案件

（1）あなたの申請に係る本邦において行おうとする活動（ ）が，

出入国管理及び難民認定法別表第1の下欄に掲げる活動又は別表第

2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいず

れにも該当しないので， あなたは， 同法第7条第1項第2号に掲げ

る上陸のための条件に適合していません。

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrinArticle7,Paragraphl,

Item2ofthelmmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct,becauseyour

activitiestobeengagedinJapan( )asstatedinyour

applicationdonotfallwithinanyoftheactivitiesdescribedintheAnnexedTables

land2ofthesaidAct.

（注） （ ）内には，具体的入国目的を記載する。

（2）あなたの申請に係る本邦において行おうとする活動（ ）がそ

れぞれの在留資格に応じて法務省令（注1） ， で定められている基

準に適合しないので， あなたは，法（注2）第7条第1項第2号に

掲げる上陸のための条件に適合していません。
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（注1） 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を

定める省令」

（注2） 「出入国管理及び難民認定法」

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrinArticle7,Paragraphl,

Item2oftheAct(*l),because,withrespecttotheactivities( )

tobeengagedinJapanasstatedinyourapplication, therelevantrequirementsof

theMinistryofJusticeordinance(*2)havenotbeenfillfilled.

(*1) "ThelmmigrationControlandRefilgeeRecogmtionAct''

(*2) (!MinisterialOrdinancetoProvidefbrCriteriaPursuamtoArticle7,Paragraph

1(2)ofthelmmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct"

（注） （ ）内には，具体的入国目的を記載する。

在留期間不適合案件

あなたの申請に係る在留期間（ ）が出入国管理及び難民認定

法第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定（ 又は ）

に適合しないので， あなたは， 同法第7条第1項第3号に掲げる上

陸のための条件に適合していません。

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrinArticle7,Paragraphl,

Item3ofthelmmigrationControlandRefilgeeRecogmtionAct,becausetheperiod

ofresidenceinJapan( )asstatedinyourapplicationisnotin

accordancewiththerelevantprovisions( or )oftheMinistryof

JusticeOrdinancesripulatedunderArticle2-2,Paragraph3ofthesaidAct.

（注） （ ）内には，具体的期間を記載する。

（ 又は ）内には，省令に定める在留期間を記載す

る。

6

上陸拒否事由該当案件

あなたは， 出入国管理及び難民認定法第5条第1項第○○号

（ ）に定める上陸拒否事由に該当するので， 同法第7条第1項第

4号に掲げる上陸のための条件に適合していません。

YoudonotmeettheconditionsfbrlandingprovidedfbrinArticle7,Paragraphl,

Item4ofthelmmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct,becauseyoufall

undertheexclusionclauseprovidedfbrinArticle5,Paragraphl,Item( ).

（注）法第5条第1項第9号又は第12号の場合， （ ）内には，

イ， ロ， ハ又は二のうちいずれか該当するものを記載する。

7

－76－



別表5

上陸口頭審理記録害の記載要領

上陸口頭審理記録書（以下「記録書」 という。 ）の作成は，次によるものと

する。

記録害の作成に当たっては，案件の要点が簡明的確に網羅されるよう留意し

なければならない。

第1 作成上の一般的注意事項

1 記録書は，黒インク， ボールペン等により偕書で鮮明に記入することを

原則とするが，パソコン又はワープロにより作成しても差し支えない。

2 記録書の記載欄が不足した場合は，所定の次葉紙（記録書その2）に当

該項目番号を付して記載を続けること。

4 年次は西暦をもって表示すること。

5 異議申出進達まで長期間を要した案件については，その経緯を次葉紙に

記載すること。

6 記録書各欄の不動文字中，該当するものを表示するときは， ○で囲むこ

と。

第2記録書各欄記入上の留意点

1 上陸審判規程別記第2号様式について

（1）国籍・地域（項目1）

ア国民旅券（ナショナル・パスポート）を提示する者にあっては，発

給国・地域名を記入する。なお，次の点に留意する。

（ア） 日本国政府が承認した外国政府が自国民に対して発行する旅券に

代わる証明書を提示する者にあっては， 当該証明書発給国名を記入

する。

（イ）台湾旅券を提示する者については， 「台湾」 と記入する。

（注）入管法第2条第5号ロにいう 「地域」を記入するもの。 （ウ）

について同じ。

（ウ）パレスチナ暫定自治政府が発行する旅券を提示する者については，

「パレスチナ」 と記入する。

（エ）香港特別行政区旅券（以下「香港SAR旅券」 という。 ）を提示する

者については，英国海外市民旅券（以下「BNO旅券」 という。 ）を別

に所持する場合であっても， 「中国（香港） 」又は「CHINA(HK) 」
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と記入する。

（注）香港特別行政区篭證身价書(DOCUMENTOFIDENTITYFORVISA

PURPOSRS) (以下「香港DI」 という。 ）を提示する者で，身分

事項の国籍欄に「中国(CHINESE) 」 と表記されている者も同様と

する。

（オ）マカオ特別行政区旅券（マカオSAR旅券）を提示する者については，

「中国（マカオ） 」又は「CHINA(MACAO)」 と記入する。

（注）マカオ特別行政区旅行証（以下「マカオSAR旅行証」 という。 ）

を提示する者についても同様とする。

（力) BNO旅券を提示する者で，香港SAR旅券を所持又は提示せず，旅券

に香港身分証番号が記載されている者又は香港身分証を所持する者

については，英国（香港）又はBRITISH (HK) と記入する。

（キ）英国属領地の旅券を提示する者については，英国（ ）又はBRITI

SH ( ) と記載させ，括弧内に当該属領の名を記入する （例：英国

（バミューダ） ） 。

（注）国籍欄に「BritishOverseasTerritoriesCitizen｣ (又は

「BritishDependentTerritoriesCitizen｣ ) と記載されている

もの。

（ク）重国籍者については，旅券又はその他の国籍・地域を証する資料

によって明らかな国籍・地域をすべて記入すること。無国籍者につ

いては無国籍， 国籍・地域不詳の者については不詳と記入すること。

イ国際機関発行の旅券又は日本国政府が承認した外国政府が自国民以

外の者に対して発行する旅券に代わる証明書を提示する者にあっては，

他に国籍を証明する文書を所持していないときは， 「無国籍」 と記入

する （香港DI及びマカオSAR旅行証を除く。 ） 。 この場合，他に国籍

を証明する文書を所持しているときは， 当該国籍を記入する。

（2）氏名（項目1）

旅券に記載されている氏名をファミリー・ネーム（すべて大文字で記

載） ， ファースト ・ネーム， ミドル・ネーム（いずれも頭文字のみを大

文字とする。 ） ，その他（頭文字のみで可）の順に活字体ローマ字綴り

で記入する。漢字を使用する国の国民で漢字による氏名が判明している

場合にあっては，旅券に記載されているローマ字綴りに加え漢字による

氏名を併記する。

（3）職業（項目1）

所属する団体，会社等の名称及び本人の地位など，職業，職種を具体
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的に記入すること。

（4）入国経路（項目2）

今次旅行の出発地，乗換地及び入国最終経由地を記入すること。

（5）仮上陸許可（項目5）

許可年月日，住居及び行動範囲のほか，仮上陸許可に付した条件並び

に仮上陸許可に関する異動について記入する。

（6）出国用航空券（項目11)

在留予定が短期間の者の案件については， 出国するための航空機等の

予約状況を必ず確認の上記入すること。

（7）上陸申請に係る内容（項目13）

ア申請書記載の渡航目的

上陸審査， 口頭審理において最終的にEDカードに記入された目的

を記載すること。

イ 申請書の予定滞在期間

上陸審査又は口頭審理において在留資格とこれに対応する在留期間

について説明した上でEDカードに記入された期間を記載する。

ウ具体的な渡航目的

裁決に当たって重要な事項であるから, EDカードに記入された入

国目的を漫然と記入することなく，本人の供述，具体的な立証資料，

その他に基づいて特別審理官が事実と判断したものを具体的に記載す

ること。

エ滞在予定の概略

短期滞在予定者については滞在日程の概略（最後に出国予定日を入

れる。 ）を， また長期滞在予定者については，予定している滞在期間

とその期間を必要とする理由を記入する。

オ渡航目的の立証資料

本来，規則別表第3に掲げる資料の有無及び内容を指すが， そのほ

か関係者らの提出書類，例えば入国目的説明書，滞在日程表，各種の

契約書及び上陸許可願書など入国目的を具体的に立証する資料があれ

ばここに記入する。

）不適合認定（項目15)

ア不適合条項が競合すると考えられるため認定が二つ以上の条項につ

いて行われることとなる場合には， 口頭審理認定通知書の認定要旨欄

には， そのうちの一個の不適合条項を記載するに留めて差し支えない

が，記録書には競合すると思われる不適合条項をすべて記載し， その

（8）

ア
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うち上記通知書に記載した不適合条項と認定要旨は○で囲み，他の不

適合条項と認定要旨は， レ点で示すこと。 （注）

イ法7－1－2不適合と認定した場合などで，不動文字の認定要旨で

は認定事由についての説明が不十分であると考えられるときは，適宜

空欄に不適合と認定するに至った事由を具体的簡潔に記載すること。

（注） 口頭審理認定通知書の認定要旨欄記載については，別表4参照

（9）不服事由（項目16)

不服の事由が適条の誤り又は事実の誤認を理由とする場合には，異議

申出のための主任審査官に提出された不服の事由を記載した書面の要旨

を記入すること。

(10）不適合事由発生原因，特に上陸を必要とする事情，在日家族， 関係者，

本人の経歴，在日歴， その他の情状（項目14, 17, 18, 19)

本項は，裁決に当たって重要な事項であるから，要点をすべて網羅し，

かつ，簡潔に記載すること。

なお， これらには本人等の供述をそのまま記入することなく審理過程

において特別審理官が事実であると判断したものを記入すること。

ア不適合事由発生原因

不適合原因を類型化して不動文字をもって記載してあるので，該当

するものを○で囲む。該当するものがない場合は， 当該原因の要点を

簡潔（例えば，本国政府の誤った指示など）に記入する。

具体的説明の欄には，上陸条件不適合事由が発生した原因を具体的

に（いつ，誰が， どこで，何のために， どのように， どうした結果，

どうなったなど）記入する。

イ在日家族及び在日関係者

在日家族は，父母，配偶者，子，兄弟姉妹など近親者を記入する。

多数ある場合は，主なものの－，二を記載し，その他は省略（例えば，

三子ありなど） して差し支えない。関係者は，身元保証人及び入国目

的に関連のある者を記入し， また，職業欄は，具体的に記載する。

ウ 申請者の経歴及び在日歴

出生地，居住歴，職歴， 出入国歴などを取捨選択の上裁決の資料と

して必要なものを記載する。

エ法12条の特に上陸を許可すべき事情及び参考事項

裁決に際して特別に考慮されるべき事情（特に積極的に許可又は退

去すべき事情の有無及びその内容並びに諸般の理由から特に考盧を要

する陳情者あるいは身元保証人があればそれらも）を具体的，かつ，
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簡潔に記載する。

上陸審判要領別記第11号様式（地方局長裁決案件）について

（1） 1に共通する項目は， その例によること。

（2） 「旅券」欄の「備考」には，必要と認められる場合に， 当該旅券の性

質，旅券の追完等について簡潔に記載すること。

例一「香港政庁に代わり発給されたU.K.旅券」

「英連邦移民法の管理に服するU.K.旅券」

「同伴の子を併記」 「同行の母の旅券に併記」

「本年3月5日在京英国大使館で有効期間を延長」

「本年5月7日在京米国大使館で新たに発行」

（3） 「査証」欄には，不適合事由又は不適合原因に係る査証について，そ

の内容を記入すること。

（4） 「申請に係る在留資格」欄の「具体的な入国目的」には提示又は提出

2

された立証資料その他に基づいて事実と判断したものを具体的，簡潔に

記載すること。

例一「本邦通過」

（ナホトカから横浜港，成田経由ホノルル向け）

「観光旅行団の一員として本邦各地を観光」 （注1）

「繊維製品の輸入商談」 （注2）

「各種楽器の買い付け」 （注2）

「年末年始を親族のもとで過ごすため一時帰国した日本人母に随

伴」 （注3）

「第1回アジア教授親善セミナーに参加」 （注4）

（注1） 当該旅行団の名称，人数， 出発地及び不適合原因に関係す

る他の団体員の入国手続などについて記載する必要が認めら

れる場合は， 「その他の情状」欄に記載する。

（注2）当該外国人の所属会社及び取引先の規模，業種，所在地等

並びに過去の取引実績及び今次取引の具体的内容等について

「その他の情状」欄に記載する。

（注3）同行の母及び本邦の親族について「在日家族， 関係者」欄

に記入する。

（注4）当該セミナーの主催者， 開催目的， 開催期間， 開催場所等

は， 「その他の情状」欄に記載すること。

） 「予定滞在期間」欄には，滞在期間と滞在地を略記すること。（5） 「予定滞在期間」欄には，滞在期間と滞在地を略記すること。

例一「3/5-3/7東京， 3/8-3/9箱根, 3/10伊勢, 3/l l志摩, 3/12-3/14京都，
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3/15大阪」

（6） 「不適合事由発生原因」欄は，類型化して不動文字で列挙してある不

適合原因のうち，該当するものを○で囲む，該当するものがない場合は，

当該原因の要点を簡潔に記入し， これを○で囲むこと。

例一「旅行業者： （誤った案内） 」 「本国官憲： （誤った指導） 」など

（7） 「在日家族， 関係者」欄に記入する身元保証人については， 「本人と

の関係」に身元保証人と記入するほか，身元保証するに至った関係を略

記すること。

例一「身元保証人，取引先」 「身元保証人，夫の友人」など

（8） 「その他の情状」欄は，入国目的，不適合発生原因及び当該外国人の

職業，地位等の補足的具体的な説明等にも活用すること。

3 上陸審判要領別記第11号の2様式（現地確定案件）について

（1） 1又は2に共通する項目は， その例によること。

（2）案件内容

具体的な事項について，不動文字をもって記載してあるので，該当す

るものを○で囲み，空欄の箇所は適宜記入すること。

（3）その他参考事項

現地限りで上陸手続を完了するに至った経緯又は理由等を具体的，簡

潔に記載すること。
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別表6

法第13条第6項による収容令書の作成要領

1 作成単位

収容令書は，仮上陸の許可を受けた外国人ごとに各1通を作成する。

2 記載事項及び記載要領

収容令書に次の事項を記載する （法13Ⅶによる法40の準用，規則12

Ⅶ，規貝ll別記16号の2様式） 。

（1）番号及び発付年月日

番号は，次のとおり事件を担当している地方出入国在留管理官署を示す

表示及び仮上陸許可を意味する 「(仮)」を記載した上，番号を記載し，発

付年月日は，和暦により記載する。

ア地方出入国在留管理局は，局名の頭字（大阪の場合は， 「阪（仮)」。以

下同じ｡） とする。

イ地方出入国在留管理局の支局は，局名の頭字及び支局名の頭字を併記

する。

例一東京出入国在留管理局横浜支局は「東横（仮)」

大阪出入国在留管理局神戸支局は「阪神（仮)」

ウ地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出

張所は，局名の頭字（支局の出張所の場合は支局名の頭字を追加）及び

出張所名の頭宇（前の頭字と重複する場合は省略し，港出張所は「港｣，

空港出張所は「空」をそれぞれ追加）を併記する。

例一大阪出入国在留管理局舞鶴港出張所は「阪舞港（仮)」

仙台出入国在留管理局仙台空港出張所は「仙空（仮)」

（番号例）大阪出入国在留管理局の例

番号阪（仮）第123号

（2）仮上陸の許可を受けた外国人の氏名，性別，生年月日， 国籍，居住地及

び職業

当該外国人を特定するに足りる程度に明確に記載する（注)。

（注） 当該外国人が特定できる限り，身分事項，居住事項のうち不詳又は不明確な

部分があったり，実際と違った記載があっても収容令書の効力には影響を及ぼ

さない。 これに反し，収容令書の記載からは当該外国人の同一人性が特定しが
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たい場合には，収容令書の有効性に問題を生じるので，収容令書の記載に当た

っては十分に注意しなければならない。

（3）収容すべき事由

本表別添の収容すべき事由の記載例を参考にして簡潔に記載する。

（4）収容すべき場所

第5章第2節第3の2に基づき指定した場所を記載する。なお，地方出

入国在留管理局の支局の収容場を指定する場合は， 「東京出入国在留管理局

横浜支局収容場」のように記載する。

（5）収容期間

主任審査官が必要と認める期間（1日単位の日） （注）又は「上陸の手

続が完了するまでの間」 と記載とする。

（注）必要と認める期間が60日を超えることが想定される場合などは「上陸の手

続が完了するまでの間」 と記載する。

（6）有効期限（有効期間）

第5章第2節第3の4に基づき主任審査官が認める有効期間（注）によ

る場合の有効期限を記載する。

（注）有効期間とは，入国警備官が当該収容令書によって当該外国人の収容に着手

し得る期間であり， 当該外国人を収容しないでこの期間を経過したときは，収容

令書は失効するく この場合，有効期間の更新は認められないので，同一の収容す

べき事由であっても新たに収容令書を発付しなければならない。

3 記載内容の確認

収容令書に，前記（1）～（6）を記載した後，必ず，記載内容を確認し

なければならない。

4 主任審査官の記名押印

発付権者の欄に，所属官署名を記載した上，記名押印する。

5 割印

作成した収容令書の欄外上部に控え用紙を合わせて割印する。

6 その他

作成した収容令書控え用紙に疎明資料を添付する。
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別表6別添

収容すべき事由の記載例

例1－上記の者は， ○○国籍を有する外国人であるところ，平成○○年○○月

○○日， 出入国管理及び難民認定法第13条第1項の規定により仮上陸の

許可を受けたが，同年○○月○○日 （頃) ，同条第3項の規定に基づき付さ

れた条件に違反し（保証金の一部を没取され，同年○○月○○日 （頃) ，再

び付された条件に違反し）たものであり， もって逃亡するおそれがあると

疑うに足りる相当の理由があると認められる者である。

－上記の者は，○○国籍を有する外国人であるところ，平成○○年○○月

○○日， 出入国管理及び難民認定法第13条第1項の規定により仮上陸の

許可を受けたが， 同月○○日 （頃）から同月○○日 （頃）までの間， 同条

第3項の規定に基づき付された条件に違反していた（注）ものであり， も

って逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があると認められる

者である。

例2－上記の者は，

(注）正当な理由なく所在不明となっていた，仮上陸を許可するに当たり想定して

いなかった有罪となった刑事手続により勾留されていた，仮上陸を許可するに

当たり想定していなかった罪により刑務所に服役していた， などが該当する。
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別記第1号様式

第 号

平成 年 月 日

○○出入国在留管理局長殿

○○出入国在留管理局長○○○○

下記の者に係る上陸口頭審理の案件を上陸審判要領第2章第1節第3の3に

基づき移管します。

記

1 国籍・地域

2 氏名

3 生年月日

4 仮上陸許可年月日及び条件等

5 移管の理由

6 送付する資料

8 参考事項

(注）文書の発出及び宛先の名義は， ○○出入国在留管理局○○支局長， ○○

出入国在留管理局○○出張所長など地方出入国在留管理官署の長とするこ

と。
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」二陸審半u台1辰別記第2号様式

’

－87－

案件番号 国籍・地域 氏 名

性別

生年月日

入国年月日

便名

引渡理由

入国目的

職業

査証種類

発給地

男・女

● ●

男・女

● ●

男・女

● ●

男・女

● ①

男・女

● ゆ

男・女

● ◆

男・女

● ●

男・女

● ●

男・女

■ ●

男・女

● ●

認定月日

該当条項

特審官の

終局処分

年月日

裁決

年月日

及び結果

担当

審査官

特審官

身柄の状況

出国年月日

便名

降機地

備考

班7－1－

P・V

上禁措置

(鮒 ）

仮上陸許可

月 日

班7－1－

P・V

上禁措置

(鮒 ）

仮上陸許可

月 日

法7－1－

P・V

上禁措置

(糊 ）

仮上陸許可

月 日

脳7－1－

P・V

上禁措置

(柵 ）

仮上陸許可

月 日

砿7－1－

P・V

上禁措置

(柵 ）

仮上陸許可

月 日

怯7-1-

P・V

上禁措置

(場所 ）

仮上陸許可

月 日

鵬7－1－

P・V

上禁措置

(蜥 ）

仮上陸許可

月 日

砧7-1-

P・V

上禁措置

(柵 ）

仮上陸許可

月 日

陵7-1-

P・V

上禁措置

(柵 ）

仮上陸許可

月 日

股7-1-

P・V

上禁措置

(蜥 ）

仮上陸許可

月 日



別記第3号様式

案件記録表紙（表）

－88－

管 轄 出入国在留管理局 支局 出張所

案件番号 平成 年 第 号

証
拠
物

有
無

|封 籍 ・ 地域 氏 名 性 別 年 齢

男
女 歳

会 人

代 理 人

適 条

出入国管理及び難民認定法

第7条第1項 号

身 柄 平成 年 月 日 仮上陸許可

入国年月 日 平成 年 月 日

審 査 平成 年 月 日 入国審査官

口頭審理 平成 年 月 日 特別審理官

裁決結果

平成 年 月 日 許 可

（ ）

退 去



案件記録表紙（裏）

－89－
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別記第4号様式

番号

年月日日本国政府法務省

呼出状

SUMMONS

出入国管理及び難民認定法第13条第3項の規定により，

年 月 日 時 分 に

あなたの出頭を求めます。出頭の際は本状を持参してください。

Youareherebyrequestedtoappearatasummonsat 90n ツ

at inaccordancewiththeprovisionofArticlel3,

Paragraph3ofthelmmgrationControlandRefilgeeRecognitionAct.

Thissummonsshallbebroughtwithyouatthetimeofappearance.

1 氏名

Name

(男・女）

M F

2 生年月日 年 月 日

Dateofbirth MonthYear Day

3 国籍・地域

Nationality/Region

4 居住地

PresentAddressmJapan

出入国在留管理庁 出入国在留管理局 支局 出張所

ImmigrationServicesAgency RegionallmmigrationServicesBureau DistrictOffice BranchOffice

主任審査官

署名SignamreSupervisinglmmigrationlnspector
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別記第4号の2様式

－91－

昭 ，△ 圭
云J1、、 Eヨ

殿

第 号

平成 年 月 日

出入国在留管理局

特別審理官

口頭審理のため必要につき下記事項について至急回答願いたく， 出入国管理及

び難民認定法第10条第6項により照会します。

照 会 事 項



別記第4号の3様式

－92－

電 話 記 録 書

発信者 発信係官

受信者 受信係官

日受 発 平成 年 月 時 分

件名
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別記第5号様式

平成 年 月 日

○○出入国在留管理局 支局 出張所

主任審査官 殿

○○出入国在留管理局 支局 出張所

特別審理官

認定後の追加資料の送付について

下記の者に関する新たな資料を得たので，上陸審判要領第2章第3節第4の

2の規定に基づき送付します。

記

案件番号

国籍・地域

氏 名

送付資料

１
２
３
４
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別記第6号様式

年 月 日

Date

聿
白通 知

NOTICE

殿

To:

1 国籍・地域

Nationality/Region

2 氏 名

Name

3 旅券番号

PassportNo.

4 到着日及び便名

DateofArrivalandFlightNo

上記外国人に関し， 出入国管理及び難民認定法の規定に基づく上陸の手続を

行う間， 次の場所に待機させることとするが， その間次の1から3の事項につ

いて， 同法第56条の規定に基づき協力をお願いします。

InaccordancewithArticle56ofthelmmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct, since

thepersonlistedabovemustwaitmthefbllowingfacilitydu血gthedurationofthelanding

proceduresprovidedfbrinthesaidAct,weherebyrequestthatyoucooperatewithusonltemsl

to3below

口頭審理その他の手続の際における協力

Cooperationinthecaseoftheproceduresfbrlandingsuchasfbrahearingandothers

待機する間の食事その他必要な物資の提供

Provisionoffbodandothernecessalyitemswhilewaiting

その他必要と認める協力

Otherfbrmsofcooperationrecognizedasnecessaly

1

2

3

指定場所

DeSignatedfacility

出入国在留管理庁 出入国在留管理局

InⅢnigrationServicesAgency RegionallmmigrationServicesBureau

出張所支局

DistrictOffice BranchOffice

特別審理官

SpeciallnquiryOfficer

印

Seal
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別記第7号様式

口頭審理手続のための質問書（上陸申請に係る在留期間が3月以上の申請者用）

QUESTIONNAIREFORSPECIALmOUIRYPROCEEDINGS

特別審理官殿

To:SPECIALmQUIRYOFFICER

この質問書は， あなたの上陸のための口頭審理を行うために

必要ですから， できるだけ詳細に記載して下さい。

(Asthisquestionnaireisnecessaryfbrhearingofyourlandmg,fillout

eachitemasmmutelyaspossible.)

あなたは，二重国籍， 国籍離脱や帰化の事実はありませんか。

Areyounowindualnationality,、amralizationordenationalizatio､？

国籍・地域 帰化（又は離脱）年月日 官署名

Nationality/Region Dateofnamralization(ordenationalization) Nameofgovemmentoffice

1

2本国における詳細な住所又は入国前の住所を書いて下さい。

Putdownthedetailedaddressinhomecountryorbefbreyourentry.

あなたの略歴（最終学校卒より年代順に）を書いて下さい。

Putdowntheoutlineofyourpersonalhistory(filloutchronologicallyfiDmthelastschool) .

From / / To / /

From / / To / /

From / / To / /

過去における本邦への出入国事情（退去強制，退去命令等を含む）について。

PutdownpreviousvisittoJapan(includingdeportation,exclusion,etc.).

入国港・年月日 出国港・年月日 来日目的 在留資格及び在留期間

PortanddateofentryPortanddateofdeparture PuIposeofvisit lmmigrationstamsandperiod

／ ／ ／ ／

／ ／ ／ ／

あなたは，本邦又は他の国で司法官憲に逮捕されたことがありますか。

Haveyoueverbeenarrestedbyjudicialgovennnento筋cersinJapanorinothercountries？

年月日 逮捕された理由 処分官署 処分結果

Date Reasonsfbrarrest Office Resu1t

／ ／

保証人（又は身元引受人）について。 Aguarantee(orareference).

国籍・地域Nationality/Region 氏名Name 住所PresentAdressinJapan

3

4

5

6

職業Occupation 勤務先WoIkingplace 申請者との関係Relationsmptoapplicant

随伴者について。 Accompanyingpersons.

氏名Name 性別Sex生年月日Dateofbirth続柄Relationship職業Occupation

／ ／

／ ／

／ ／

7
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8本邦におけるあなたの家族（又は親族若しくは知人）を書いて下さい。

Putdownmembersofyourfamily(orrelationsoracquaintances) inJapan.

氏名 性別年齢続柄 職業住所 在留資格

Name Sex Age RelationshipOccupationPresentAddressinJapanStamsofresidence

本国及びその他の国におけるあなたの家族を書いて下さい。

Putdownmembersofyourfamilyinhomecountryorinotherone.

氏名Name 性別Sex年齢Age続柄Relationship職業Occupation住所Address

9

10上陸条件に不適合なあなたのケースに適応する全ての質問に簡明に答え， または他の

方法で述べて下さい。

Answerbrienythequestionsapplicabletoyourcaseofinconfbrmitywiththeconditionsfbrlanding

orstateotherreasonsfbryourinconfbmlity.

（1）なぜ， あなたは旅券（又は難民旅行証明書若しくは渡航証明書）を所持していない

のですか。 （その事情を証明する資料をお持ちですか）

Whydoyounothaveyourpassport （refilgeetravelcertificateortIaveldocument)？ （Doyou

haveanymaterial fbrprovingthesimation?)

(2)なぜ， あなたは再入国許可書を所持していないのですか。 （その事情を証明する資

料をお持ちですか）

Whydoyounothaveyourcertificateofre-entrypennit？ （Doyouhaveanymaterialfbrprovmg

the simation?)

(3)なぜ， あなたは再入国許可証印のない旅券をお持ちですか。

Whydoyounothavethestampofre－entIypennitonyourpassport？

(4)なぜ， あなたは入国査証を取り付けていないのですか。

Whydoyounothaveanentryvisa？

(5)なぜ， あなたは再入国許可（又は査証）の有効期限を経過したのですか。 （その事

情を証明する資料をお持ちですか）

Whydoyouhaveanexpiredre-entrypelmit （orvisa)？ （Doyouhaveanymaterialfbrprovmg

the simation?)

(6)なぜ，査証に記載の入国目的とあなたの予定している滞在目的が異なるのですか。

WhyisthepuIposeofentryinyourvisadifferentfromyourintendedone？

(7)なぜ，査証に記載の滞在期間とあなたの予定している滞在期間が異なるのですか。

Whyistheperiodofstayinyourvisadi鮭rentfromyourintendedone？
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1l あなたの本邦への入国目的を詳細に書いて下さい。

Putdownthepurposeofyourvisitindetail.

（1）教育機関その他の機関において研究，研究の指導又は教育をしようとする者

Personwhointendstoengageinresearch,directionofresearchoreducationateducational

instimtionsorotherpublicorprivateorganizations.

(a)機関の名称及び所在地Nameandaddressoftheinstimtionororganization

(b)契約期間 Periodofcontract (c)招へい状Letterofinvitation

(d)研究，研究指導又は教育の内容Particularsofresearch,directionofresearchoreducation

(2)音楽，美術，文学その他の芸術活動をしようとする者

Personwhointendstoengageinmusic, thefinearts, literamreorotherarts.

(a)招へい機関の名称及び所在地Nameandaddressoftheinvitingorganization

(b)契約期間 Periodofcontmct (c)招へい状Letterofinvitation

(d)芸術活動の内容Particularsofarts

(3)布教その他の宗教活動をしようとする者

Personwhointendstoengageinmissionaryorotherreligiousactivities

(a)宗教団体の名称NameofthereligiouSorganization

(b)本邦における所属教会の名称及び所在地NameandaddressofthechurchinJapan

(c)派遣期間 Periodofdispatch (d)派遣状Letterofdispatch

(4)取材その他の報道活動をしようとする者

Personwhointendstoengageinnewscoverageorotherjoumalisticactivities

(a)報道機関名NameofthejournalisticoIganization

(b)本邦における報道活動の内容ParticularsofjoumalisticactivitiesinJapan

(c)契約期間Periodofcontract (d)身分証明書 Identificationcertificate
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(5)貿易，事業の経営又は投資活動を行おうとする者

Personwhomtendstoengageintrade,operationofbusinessorinvestment.

(a)本邦における事業所（支社，支店，駐在員事務所等）の名称及び所在地

Nameandaddressofthecompanyoroffice(subsidiarycompany,branchoffice,etc.)

(b)貿易，事業又は投資活動の内容Particularsoftrade,businessorinvestment

(c)資本金Capital (d)売上高Amountofsalesortransaction

(e)地位Post (f)月給Salary

(6)教育又は研修を受けようとする者

Personwhointendstoreceiveeducationortraining.

(a)最終卒業学校名Nameofthelastschoolgraduated廿om

所在地Location 専攻科日 Major

(b)本邦における学校等の教育機関又は研修機関の名称及び所在地

NameandaddressoftheschoolorothereducationalinstimteortrainingorganizationinJapan

(c)教育又は研修の内容Particularsofstudyortraining

(d)学業又は研修の期間 Periodofsmdyortraining (e)招へい状Letterofinvitation

(f)生活費の支弁方法Wayofearninglivingexpenses

(g)学業又は研修終了後の予定Planaftersmdyortraining

(7)本邦の事業所に転勤する者

PersonwhoistransferedtoabusinessofficeinJapan.

(a)本邦の事業所の名称及び所在地NameandaddressofthebuSmessofficeinJapan

(b)在職期間 Periodofemployment (c)転勤期間 Periodoftransfer

(d)仕事の内容Particularsofwork
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(8) 日本文化又は技芸の研究又は修得をしようとする者

Personwho伽endstosmdyorlearnJapaneseculmreorarts.

(a)本邦における日本文化又は技芸の研究又は修得機関の名称及び所在地

NameandaddressoftheinstimtionwhereyousmdyorleamJapaneseculmreorartsin

Japan

(b) 日本文化又は技芸の内容ParticularsofJapaneseculmreorarts

(c)研究又は修得の期間 Periodofsmdyorleaming (d)招へい状Letterofinvitation

(e)生活費の支弁方法 Wayofeammglivmgexpenses

(9)その他の者OtherperSon.

(a)入国目的Pumoseofvisit

(b)本邦における居住地PresentAddressmJapan

(c)本邦における勤務先の名称及び所在地NameandaddressofemployerinJapan

(d)契約期間 Periodofcontract (e) 月給Salary

(f)活動内容の詳細ParticularsofactivitiesmJapan

(10)本邦において以上のほかに行おうとする活動があれば書いて下さい。

PutdownadditionalactivitiesinJapanyouintendtoengagein, ifany.

12本邦入国についてその他特に事情があれば書いて下さい。

PutdownotherspecialcircumstancesfbrenteringintoJapan, ifany

私は，以上の質問に対して何事も隠さず真実を述べたことを誓います。

I,theundersigned,herebyswearthatinresponsetotheabovequestionslhavestatedthetruth

conscientiously,concealingnothing.

年月日

Date

申請者

Applicant

(Signature)
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別記第7号の2様式

口頭審理手続のための質問書（短期在留者用）

OUESTIONNAIREFORSPECIALINOUIRYPROCEEDINGS

特別審理官殿

To:SPECIALmQUIRYOFFICER

この質問害は， あなたの上陸のための口頭審理を行うために

必要ですから， できるだけ詳細に記載して下さい。

(Asthisquestionnaireisnecessaryfbrhearingofyourlanding,fillout

eachitemasminutelyaspossible.)

あなたは， 二重国籍， 国籍離脱や帰化の事実はありませんか。

Areyounowindualnationality,、amralizationordenationalizatio､？

国籍・地域 帰化（又は離脱）年月日 官署名

Nationality/Region Dateofnamralization(ordenationalization) Nameofgovemmentoffice

1

一一一ー■■一一4■■ ■■■■－，■■ー■■■■ーｲ■■一■■､一一■■ーｰーｰーーーー'■■ 1■■ｰ－1■■ ■■ ■Ⅱ■ '■■ ｲ■■■■■■■■■■ イ■■ ｡■■ ■■■■ー■■ 4■■一一一I■■ー1■■－－■■ー1■■ I■■ ‘■■一一■■一一一一一■■■■一一ー■■■■

本国における詳細な住所又は入国前の住所を書いて下さい。

Putdownthedetailedaddressinhomecountryorbefbreyourentry.

2

＝■■ ■■■ '■■－－■■ I■■ 1■■ 1■■■■－－1■■ ,■■ I■■ｰ－－ー一一ー1■■■■■■ 4■■－1■■ ■■■■■■■■■■ '■■■■－■■ I■■ q■■ q■■ 1■■ ■■■■一一一ーーI■■ー1■■■■ー■■ーー1■■■■ 1■■ 1■■■■ ｛■■■■■■ー■■ー■■■

あなたの職業（学生の場合は，学校名，学部名等）を書いて下さい。

Putdownyouroccupation(nameofuniversityorcollege,faculty,etc.).

3

■■ 1■■ー■■■■■■ー1■■■■■■ 二＝ ニーーーーーイ■■一ーーー一一－一ｰ－－1■■ l■■一一1■■ーー■■■■■■ 1■■ 1■■■■ー■■■■ー■■ｰーー■■ 1■■ｰーｰーｰ一一ロ■■■■ーー'■■ '■■■■ーI■■ 1■■ I■■■■■■■■ 1■■■■ 1■■■■■■■

4■■ 4■■ 4■■ 1■■ 1■■－－1■■ 1■■－q■■ー－1■■一一一一l■■一ー一一一一一－4■■一一一1■■ーー1■■ I■■ q■■ー4■■－1■■ 1■■一一ー一一ーーー1■■ 1■■－1■■－－1■■ ｡■■ 1■■ 4■■ q■■一一I■■ I■■ q■■ーー1■■ I■■ 1■■ーーーーーI■

4過去における本邦への出入国事情（退去強制，退去命令等を含む）について。

PutdownpreviousvisittoJapan(includingdeportation,exclusion,etc.).

入国港・年月日 出国港・年月日 来日目的 在留資格及び在留期間

PortanddateofentryPortanddateofdeparture Pulposeofvisit lmmigrationstamsandperiod

／ ／ ／ ／
一一I■■ ■■ーーー■■■■ I■■ 1■■ー{■■■■■■ 4■■一一一一I■■一一一■ﾛ■ー■■ー1■■■■ｰー■■一一一一一ーー一一■■■■■■ d■■ー■■■■ I■■ 1■■ 1■■■■■■ I■■ I■■ 1■■ I■■■■■■ ■■一一I■■■■－－4■■ｰ－－－4■■ｰｰーーｰーー一

／ ／ ／ ／
一一ｰ■■－－1■■ 1■■■■■■ ■■ｰQ■■ ■■一一■■ ■■■－1■■ーｰ■■ｰーー■■ー1■■■■ ■ﾛ■ー■■ー'■■ーー■■ー1■■ーI■■■■■■－4■■－■■■■ I■■－1■■ー■■一一－1■■■■ーーーI■■ー一一ｰｰｰー－－ーーｰ一一ー一一一■■■■ I■■－■

／ ／ ／ ／
1■■ー■■ー1■■ー1■■ 1■■ー1■■ー■■ I■■ 1■■ 1■■■■■■■■ー1■■ ｨ■■■■■■■■■■ ■■■ー■■一一一ー一一ｰ1■■ー■■ I■■ 1■■ 1■■－－ｰｰ－－ｰ1■■■■0 1■■■■ 1■■ l■■ l■■ 1■■ ■■■ 1■■ I■■ー■■■■ー,■■■■ ■■■■ー■■■

／ ／ ／ ／

／ ／ ／ ／
I■■ ■■1－－1■■■■ ■■’一一一■■■■-1■■ー■■一一一一■■一一一一一■■ｰｰｰーｰ1■■ーーーｰ■■■■--1■■ー1■■ーー■■ー4■■ I■■■■■■ーー1■■■■■■■■■■■■一一一一一一■■ーI■■ 1■■ 1■■■■■■－1■■---1■■一一一ｰｰｰ1■■－1

5犯歴の有無について。 Criminalrecordathomecountlyandabroad,ifany.

ー■■■ーd■■ 1■■ーー1■■ d■■－1■■ I■■ I■■ q■■ 1■■ q■■ I■■ 1■■ 1■■ q■■ q■■ 1■■ 1■■ q■■ I■■ I■■ 1■■ I■■ ﾛ■■ 1■■ 1■■ q■■ I■■ I■■ 1■■ 1■■ q■■ I■■ I■■ 1■■ 1■■ー－1■■一一－1■■ 1■■一一一I■■ 1■■ I■■ー－1■■ーI■

保証人（又は身元引受人）について。 Aguarantee(orareference).

国籍・地域Nationality/Region 氏名Name 住所PresentAdressmJapan

6

■■■■－1■■ 1■■■■ ﾛ■■ーーー■■ー一一ーq■■ ■■■■ '■■ 1■■ 1■■ー■■ 1■■ ■Ⅱ■ q■■ ‘■■ '■■ー■■ー■■ー1■■■■ー■■ 1■■ '■■■■■■ー4■■ーーI■■ I■■■■■■ ｲ■■■■ I■■■■ 4■■ー■■■■ー1■■ 1■■■■■■ ｲ■■ U■■ ■■

職業Occupation 勤務先WoIkingplace 申請者との関係Relationshiptoapplicant

随伴者について。 Accompanymgpersons.

氏名Name 性別Sex生年月日Dateofbirth続柄Relationship職業Occupation

／ ／
,■■ ,■■■■■■ I■■■■ I■■■■■■－■■■■一一一一一■■－，■■ ,■■－4■■ ■■－ｰ－■■ ,■■－－■■ '■■－1■■ ■■ ,■■一一一一．■■ ｛■■－，■■ '■■－■■■■ I■■ '■■ ,■■■■■■ I■■ '■■ ィ■■ 4■■■■一一■■一一一■■ '■■■■－

／ ／

／ ／
■■■■ ,■■－，■■■■■■ ’■■ ィ■■ 4■■ I■■ ■■ I■■ ,■■ ，■■ ,■■－－－－1■■■■ ■■■ ,■■ ,■■ ,■■－，■■－－■■一一一一q■■ ■■ 4■■■■－－－■■－－－－1■■ '■■一一一一■■ I■■－1■■ ’■■■■■■ ィ■■ d■■ ’■■－■■－－1■

7
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8所持金について。

現金Cash

Amountoffimdscarriedwithyou.

旅行者用小切手Travelerischeck その他Others

9次の渡航先への入国査証及び切符について。 Entlyvisaandtickettodestinations

ーー一一ーーーーーI■■ーq■■ーI■■ーーI■■ Ⅱ■■ I■■ q■■ q■■ーI■■ q■■ーI■■ ■■■ ■■■ q■■ Ⅱ■■ーー1■■ー■■■ーq■■ q■■ーI■■ I■■ U■■ 1■■ーI■■ I■■ I■■ I■■ I■■ I■■ 1■■ 1■■ I■■ I■■ I■■ー1■■ 1■■ I■■ I■■ 4■■ I■■ q■

本邦におけるあなたの家族（又は親族若しくは知人）について。

Membersofyourfamily(orrelationsoracquamtances) inJapan.

氏名 性別年齢続柄 職業 住所 在留資格

Name Sex Age Relationship Occupation PresentAddressinJapan Statusofresidence

10

一
一
一
ロ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｝
一
一
一
一
｝
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｝
一
一
一
一
一
一
一
一
一
重
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
写
一

一
一
一
一

一

一
一
一一

一
｝
一一一一一

本国及びその他の国におけるあなたの家族について。

Membersofyourfamilyinhomecountryorinotherone.

氏名Name 性別Sex年齢Age続柄Relationship職業Occupation住所Address

1l

ロ
・
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
口
一
一
一
一
一
｝
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
】
一
卓
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
室
一
一
一
一
一
一
一
｝
二
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
卓
阜
一
｝
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｝
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｝

12 上陸条件に不適合なあなたのケースに適応する全ての質問に簡明に答え， または他の

方法で述べて下さい。

Answerbrieflythequestionsapplicabletoyourcaseofmconfbnnitywiththeconditionsfbrlanding

orstateotherreasonsfbryourinconfbnnity.

（1）なぜ， あなたは旅券（又は難民旅行証明書若しくは渡航証明書）を所持していない

のですか。 （その事情を証明する資料をお持ちですか）

Whydoyounothaveyourpassport （refngeetravelcertificateortmveldocument)？ （Doyou

haveanymaterial fbrprovingthesimation?) －－■■b－－－－I■■ 1■■-■■－q■■ I■■■■－－1■■■■－－1■■ 1■■ 4■■ 1■■ ｛■■ I■■ I■■ I■■一一■■■■■■ 4■■一一一一■■一一■■－ｰ■■

一一■■■■ー1■■ー■■■■■■ーｨ■■ 4■■■■ 1■■■■■■ーI■■ 1■■ー■■■■■■ｰ■■－4■■ 4■■ｰ■■一一I■■ I■■一一口ーｰーーーーーー■■－1■■■■ー■■ {■■■■ー■■ 1■■ー'■■ 1■■ {■■■■ I■■ 1■■ I■■ 1■■ーｰ■■ q■■一一ｰ■■■

(2)なぜ， あなたは入国査証を取り付けていないのですか。

Whydoyounothaveanentryvisa？

■■■■ I■■■■ｰｰ一一ーー■■ーｰｰーｰー■■ '■■ q■■■■ーｰ1■■ー■■ 1■■ I■■■■ー■■■■ー■■ー■■ I■■ ィ■■ｰI■■ q■■ 1■■ー＝ーーｰ■■■ーー■■ー■■■ 1■■ '■■■■■■ I■■ '■■ーーｲ■■ー■■■■ I■■ 4■■ 1■■ I■■ イ■■■■■■ I■■

一一1■■一一一一ｰーｰーｰー■■ー一一Ⅱ■■一一一ーーq■■■■ー一一1■■■■－1■■ーー1■■ 1■■ 1■■ 1■■ ■■－，■■ ,■■■■■■一一一一一一■■一一一一一■■ー一－一一1■■■■ 1■■ 1■■ 1■■ーー■■■■ 1■■ I■■ I■■ 4■■ー■■■■■■ 1■■ ｲ■■

(3)なぜ， あなたは査証の有効期限を経過したのですか。 （その事情を証明する資料を

お持ちですか）

Whydoyouhaveanexpiredvisa? (Doyouhaveanymaterialfbrprovingthesimation?)

■■ーI■■ {■■ 1■■ーーー■■ー＝＝－1■■＝二 二二 ■■■■ 1■■ー■■ ■■一一一一■■■■ 二二-1■■ 1■■ーｰｰｰI■■ I■■ーー－1■■--1■■ーーI■■ ■■ I■■ 4■■ ’■■ ’■■■■■■ ｲ■■ ｲ■■ 1■■一一4■■■■■■－－－1■■ー1■■-1■■■■ I■■ I■

■■■■ I■■一一■■－1■■ 1■■＝q■■＝■■-1■■ 1■■■■■■一一一ーー1■■ーｰ■ﾛ■■■ー■■ーーーl■■ーー1■■ー■■ 1■■■■ 1■■■■■■ 1■■■■■■－1■■ー＝－－4■■■■■■ 4■■ーｰー－1■■ 1■■■■ー-4■■ 1■■ 1■■■■■■一一4■■■■

(4)なぜ，査証に記載の入国目的とあなたの予定している滞在目的が異なるのですか。

Whyisthepumoseofentryinyourvisadifferentfromyourintendedone？

■■■■ I■■ 1■■一一■■ I■■--1■■■■－－q■■ I■■■■-■■ｰ－－－ーーｰ－－1■■一一ｰ－－1■■ ,■■ ,■■-■■－－4■■■■■■ I■■■■■■ 1■■－1■■ｰ－1■■－－－－ｰ'■■---ー■■■■ I■■ー1■■ 1■■■■■■ 1■■ ｨ■■ I■■一一1■■■■■■ー

(5)なぜ，査証に記載の滞在期間とあなたの予定している滞在期間が異なるのですか。

WhyistheperiodofstayinyourvisadifferentfiFomyourintendedone？

一一一一一一一■■■ ■■■一一一一一一一一一一一一■■■一一一一一■■■ ■■■一一一■■■－■■■ ■■■一一一一一一ーー一一一一一ー一一一一ー一一一ーーーq■■ q■■ーーーーーーー一一ー■■■ーー■■■ ■■■ー■■■ ■■■ーーーーーーーーーー
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13あなたの本邦への入国目的を詳細に書いて下さい。

Putdownthepulposeofyourvisitindetail.

（1）観光客Tourist

(a)旅行日程 Itineraryortravellingschedule

Place Hotel

}----f--}--::::-----::S
From To ／

Place

}--f--}--::::--------::S
From To ／

I-f-}-::::------::S
Place

／ Hotel
From To

}-f-}-･-::::----::S／ Hotel
From To Place

From ／ To ／ Place
-■Ⅱ■ｰｰー■■ 1■■ 1■■ 1■■■■ 1■■ー1■■ー■■ーー1■■■■■■ｰ1■■ー■■､ ■■ー■■一一■■■■ 1■■ 1■■■■ー1■■ 1■■ー■■l ■■一一一ーI■■■■一＝－1■■ イ■■ I■■ イ■■ U■■ ■■ ■■■■■■ーー－－－1■■ ｛■■ ，■■■■■■ーー4■

(b)団体の名称及び人員Nameofpartyandtotalmembers

ーⅡ■■ーーーI■■ーーーI■■ー■■■ ■■■ーーーーーーq■■ q■■ーーq■■ ■■■ーI■■ I■■ー1■■ I■■ U■■ 1■■ 1■■ 1■■ q■■ q■■ I■■ 1■■ 1■■ 1■■ I■■ 4■■ーI■■ 1■■ 1■■ーI■■ I■■ q■■ q■■ q■■ I■■ I■■ 1■■ーq■■ I■■ I■■ U■■ I■■

(c)旅行業者の名称及び所在地Nameandaddressoftravelagent

I■■ーーーー1■■ー1■■■■ーI■■ー■■ '■■ 1■■ 1■■ーー4■■ーー■■ーq■■ー■■■■■■ーーー■■ 1■■■■－－4■■一一ｲ■■■■ー■■ｰーー一一■■■■ ｲ■■－4■■■■■■ ■■ーー■■－1■■■■■■ 1■■■■一一1■■■■ d■■ ■■ー■■■ﾛ■ q■

(d)既に支払っている旅行費用Amountoftravelexpensespaidinadvance

(2)親族・知人訪問者Personswhovisitrelatives,acquaintances,etc.

(a)国籍・地域Nationality/Region氏名Name 性別Sex年齢Age

1■■ q■■ーー■■■■ー－1■■ーーーー■■Dーー■■ー■■■■ ■■‘ '■■一一－1■■ 1■■ 1■■■■■■ I■■ ｲ■■■■■■ー■■ーーI■■ ■■■■ ■■■■■■ l■■ーーー■■ーー一一一一-一一■■

住所PresentAddressinJapan

ｰ一一■■■■■■ I■■ ’■■■■ ーー－1■■ー■■ l■■■■ I■■

職業Occupation

1■■ 1■■■■■■ ■■■■ I■■■■ 1■■ '■■■■■■ I■■ 1■■ ｲ■■■■■■■■ーー■■■■ l■■ 1■■■■■■ 1■■ーー－－■■ｰ■■■■ー■■ーｨ■■■■ 1■■ I■■ ■■ ■■■ー1■■■■■■■■一一'■■■■ー1■■ーI■■ 1■■ 1■■ー－ －－－－－ーー一一一一■■ ■■■ ■■－－－1■■ イ■■ーー

電話Tel.No.在留資格Stamsofresidence 申請者との関係Relationshiptoapplicant

ーーーーI■■ー1■■ー■■ー－1■■ ｲ■■ー 4■■ 1■■■■■■■■■■ I■■ーー一一1■■ー1■■ 1■■■■ー一一■■一一4■■■■ 1■■■■ー■■ ■■ 1■■ '■■ー■■■■ーーー■■ーｨ■■■■■■■■ l■■ーーｰ■■ ’■■■■ ■■ー1■■ー■■ーーI■■■■■■ ■■■■■ I■■ーー-■■

(b)訪問の理由 Reasonfbrvisit
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一一一■■■■ ｲ■■ I■■ ｲ■■■■ 4■■ー■■■■一一1■■ーー一一一一■■ー■■■■一ー1■■ 1■■－1■■ ｲ■■－1■■ 4■■ 1■■■■■■ I■■ 1■■ー■■一一一-一一■■ー1■■ー■■一一■■－1■■■■ 1■■ー－1■■ 1■■ 1■■ I■■■■ー■■ 1■■ｰー一一一一

(3)商用入国者（商談・契約調印・市場調査・商品検査・アフターサービス等）

Personwhointendstoengageincommercialbusiness (business,contract,research,conditioning,

servicing,etc.) .

(a)所属会社の名称及び所在地

Nameandaddressofthecompanyorbusinessorganizationyoubelongto

ー4■■ 1■■■■■■ 1■■ー1■■■■－1■■ｰー一一一ーI■■ {■■ー1■■■■■■ I■■ー4■■ー'■■ 1■■■■D一一■■－1■■－1■■■■■■ 1■■ ’■■ イ■■ ロ■■ー■■■－－■■ｰーq■■ｰ■■■■ーー■■一一■■ー1■■■■ー4■■ ｡■■■■■■ 1■■ 1■■

1■■ー■■■ 1■■ーーーーーー■■■ーー■■■■ー－1■■■■■■■■ 1■■ 1■■ 1■■■■ーｰーｰｰ--1■■ー■■■■ I■■ー■■ー1■■ーI■■ーI■■■■■■ー－－－－－1■■ｰーq■■ ■■－4■■ ‘■■■■■■■■■■ーー■■ 1■■ｰｰI■■ーI■■ーー■■ 1■■ ■

(b)地位Post (c)取引商品及び取引高Kindofgoodsandamountofbusiness

■■ ■■､ ■■ー一一ｰ－1■■ーｰ■■ 1■■■■■■ 4■■ ！■■ーー■■■■D 1■■ー■■ Ⅱ■■ー一一■■■■一一■■ ■■■－1■■ '■■■■ーーーー■■一一一ｰー4■■ 1■■■■■■一一ｨ■■■■ー■■ー

(d)本邦における取引会社の名称及び所在地

NameandaddressofthecompanyorbusinessorganizationtodobusmesswithinJapan

ー■■一一ーー一一1■■■■ 1■■ 1■■ 1■■■■ーI■■ 1■■ーー■■ーI■■■■一一q■■ ｲ■■ー■■■■■■ I■■ー■■ I■■ ■ﾛ■ー－1■■ 1■■ I■■■■一一1■■■■ーー{■■ 1■■ 1■■ 1■■ーー■■－－－1■■ーI■■ｰ■■一一I■■■■■■ 1■■■■ 1■■ 1■

I■■ーー1■■ 1■■ー4■■ q■■ Ⅱ■■ q■■ーーーーーーーー1■■ 1■■ 1■■－－－1■■一一一一一ーーーーーー4■■ 1■■ I■■ q■■一一一一－1■■一一一ー■■■ーー1■■ q■■ I■■ I■■ I■■ 1■■ 4■■一一一.■■一q■■ d■■一一一一ーーーーー1■■ ｡■■ 4■■ 1

(e)今回の商用活動の概要ParticularsofyourbusinessinJapan
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■■ーーーーー■■ー－－■■■■一一'■■ー■■■■ 1■■ 1■■ 1■■－ｰ'■■ー■■ 1■■ー一ｲ■■ 1■■ '■■ 1■■ー■■ーI■■ 4■■一一ー■■■■ ■■ 1■■ーーI■■ '■■ 1■■■■■■ I■■ ｨ■■ 1■■■■ I■■一一一一ｰｰq■■ｰ一一一■■■■■■ I■■■■ I■■ '■

(f)派遣状又は招へい状等の資料Letterorothermaterialsprovingdispatch, invitation, etc.

ー■■-1■■ー■■ 1■■ー■■■■ｰーｰ■■ーｰ■■■■ 1■■ 1■■■■ーー1■■ー■■■■ I■■ I■■■■－1■■ イ■■ 4■■ーー■■ー■■■－－■■ー■■ 1■■ーーー－1■■■■■■ I■■ 1■■ーー■■一一一一ーｰ一一I■■一－一一一一■■■■ー■■ I■■ーI■■■
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(4)会議等の参加者（研究発表・集会・セミナー・講演等）

Personwhointendstoattendconferences,conventions,etc. (presentationofresearch,meeting,

seminarinstruction, lecmre,etc.).

(a)会議等の名称Nameofconference,seminar,etc.

－4■■ 1■■■■■■ーー1■■■■■■ 1■■ 1■■ー■■■■ I■■■■■■ ■■ 1■■ I■■■■■■ I■■ 1■■■■■■■■ーーーーーー■■ I■■ I■■ー■■ーー■■■ ■■■■ 4■■ U■■ー■■ 1■■ー1■■ー4■■ーロ■■ー■ﾛ■ーーー1■■ー■■ーー』■■ー■■ー

(b)主催者の名称及び所在地Nameandaddressofsponsororinvitor

＝ーーーーー■■■ー■■■一一ーーーーーーーーー■■■ーーーーーーーーーq■■ー■■■ ■■■ー■■■ーーー■■■ ■■■ーーーー■■■、ー■■■ ■■■ーー■■■ー■■■ー■■■ ■■■ ■■■ー■■■ ■■■ ■■■ ■■■ーー■■■ ■■■ ■■■ーー■■■ーー■■

■■－1■■■■■■■■ ｨ■■ I■■ 1■■■■ーーI■■■■■■■■■■■■－1■■ー■■■■ I■■ 1■■一一1■■■■■■■■－1■■ー■■ー4■■■■ーI■■ 1■■ー■■ 。■■ー■■■■ 1■■ 4■■ 1■■■■■■ I■■ ■■bーー■■ー1■■ー1■■ーー■■■■ー1■■

(c)会議等の日程及び開催場所Itineraryandplaceofconference,seminar,etc.
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ー■■ l■■ーーー'■■ 4■■ー■■ー－1■■ I■■ ■■■■ー■■ I■■ 1■■ I■■■■■■ I■■ I■■■■ー1■■ 1■■＝■■一一一ーｨ■■一■■■■ 1■■－－■■一一■■ーーーーーーー｣■■■■-1■■ 1■■■■ I■■ I■■ I■■ー■■■■ー■■ I■■■■ {■■■■■■

(d)会議等の内容又は議題Agendaorsubjectfbrdiscussion

二＝ ■■■■■■■■ ■■■■ I■■一一■■ I■■ ■■ー一一＝＝一一ー1■■ ■■■ I■■ーー■■ー■■ーー1■■ 1■■＝■■■■■■ー1■■ー■■■■■■ーーI■■■■ I■■■■■■一一■ﾛ■ ’■■■■ I■■一一一＝ーーー■■ーーー■■ー■■■■ー■■ーd■■■■ー

ｰｰーー一一Ⅱ■■ー一一一一一一－－－4■■ I■■ ■■■ I■■ d■■ d■■ 4■■ I■■ 1■■ 1■■ I■■ q■■ー1■■ 4■■ I■■ I■■ 1■■ I■■ーl■■ 1■■ 1■■ーー一一ー一一ー一一一一＝1■■ーI■■ 1■■ ｡■■ I■■ I■■ ﾛ■■ 4■■ I■■一一l■■ I■■ I■■ 1■■ 1■■ 1■

(e)招へい状等会議参加の立証資料 Invitationletterormaterialsprovingyourparticipation

ー■■ q■■ーーーーーー■■ 1■■■■ I■■■■■■■■■■■■＝■■ー■■■■ーI■■ｰーｲ■■ '■■■■ｰーⅡ■■ ’■■＝ー■■ I■■■■ー－－■■■■-1■■■■－1■■ '■■■■■■ I■■ 1■■■■ーー1■■ ■■■■ 1■■-1■■■■■■ 。■■－4■■一一'■■■

(5)技術研修員Technicaltrainer

(a)本邦の研修機関の名称及び所在地NameandaddressofatraininginstimtemJapan，

■■ーー■■■■ 1■■■■ 1■■■■■■ I■■ 1■■ 1■■■■■■■■■■■■ {■■■■－1■■－1■■ I■■ー－－ー■■■■ I■■ 1■■ 1■■ー■■D '■■■■■■ーーー■■－1■■ｰ■■一一一■■－－－一一一■■ I■■ I■■ー'■■ー■■■■■■ q■■ 1■■ 1■■ーｲ■

ーーｨ■■■■■■一一I■■■■ I■■ I■■ 1■■ 1■■■■■■■■■■ーｰ■■ー■■■■ーー1■■ーー1■■ I■■ーI■■－ｲ■■－1■■ 1■■ I■■ I■■ー■､■ ■■■■ I■■ｰ■■ I■■ーーー■■ I■■ I■■■■ I■■ 1■■■■■■ I■■■■ I■■ 1■■ー■■＝I■■ ,■■

(b)研修日程及び内容 Itineraryandparticularsoftraining
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一一ｨ■■■■■■ー■■ 1■■ーー■■■ーーq■■ ■■ l■■ 1■■ 1■■ ■■ー■■■■■■ I■■ ｲ■■ーｰ一一■■■■ｰーイ■■■■＝1■■ーI■■ｰーーーーI■■■■■■ ｲ■■ー{■■ 1■■－1■■ｰI■■ 4■■ーーー1■■ 1■■ーー■■ ﾛ■■ I■■ー1■■ ｲ■■ー■■■■ー

(c)研修手当その他の待遇条件Allowancesandotherconditionsconcemingtrea伽ent

一一ーー■■ ‘■■■■ I■■■■ I■■■■ {■■■■－1■■ 1■■一一■■ｰー■､■ー－1■■ d■■ '■■ー4■■■■■■ I■■ー'■■■■ 1■■ー■■■■ ■■－1■■ーーーI■■ ■■ー1■■ {■■■■ I■■ I■■ {■■■■ー■■■ I■■ｰｰ一一一■■■■ ■q■ 1■■ 1■■ I■■

ー1■■ '■■■■ーー4■■ 1■■■■■■ I■■ー'■■■■■■■■■■－1■■一ｰ■■■■ーI■■ーーーI■■■■■■ I■■ーー－－1■■■■ I■■ I■■一一ーーーー｣■■ I■■ I■■ '■■■■ｰ一一■■－－ーI■■一一Ⅱ■■ l■■ {■■■■ 1■■ー■■ I■■ 1■■ I■■ I■

(d)派遣又は招へいの立証資料（派遣状・招へい状・業務提携契約書等）

Materialsprovingdispatchormvitation(aletterofdispatch, invitation,contract,etc.)

ーーーI■■－1■■ I■■ I■■ I■■ q■■ I■■ I■■ 1■■ーーq■■一一ーーー一一ー一一一I■■ ﾛ■■ d■■ 4■■ q■■ l■■ I■■ I■■ I■■ U■■ 1■■－ー一一一－－1■■ ﾛ■■ I■■ I■■一一4■■ q■■ I■■ I■■＝ー~一一ー－－1■■ 1■■－1■■ーI■■ I■■ l■■ 1■■

(6)興行（演劇・演芸・演奏・スポーツ等）を行う者

Entertainer(drama,theatricalperfonnance,play,sports,etc.)

(a)招へい会社の名称及び所在地Nameandaddressofsponsor

ーーd■■■■ー1■■ 1■■ I■■■■■■ー ■■■■ーI■■ーーーｰｰｰーl■■■■ 1■■ 1■■ I■■■■ 1■■ ｲ■■■■■■■■■■ I■■ 4■■ 1■■ｰ－－ｰー■■-1■■■■■■ I■■■■＝1■■－1■■ｰーー■■ー4■■ー■■ 1■■ ’■■ ’■■■■■■-1■■ ■■ 1■■－－

1■■ 1■■ーq■■ 1■■＝ｰーーー■■■■ー｡■■ 1■■ 1■■ 1■■ I■■■■■■■■ イ■■ 1■■ I■■－1■■■■ｰ1■■■■ーー4■■一一一ｲ■■■■■■■■ーｰI■■■■ーｰ■■Dー1■■ 1■■■■ I■■ I■■ 1■■■■ 1■■ー1■■ I■■ｰｰーｰ■■■■ 1■■ー■■－－，■

(b)興行日程及び出演先 Itineraryandplaceofperformance
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(c)報酬月額Monthlyguaranty
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(d)派遣又は招へいの立証資料（派遣状・招へい状・業務提携契約書等）

Materialsprovingdispatchormvitation(aletterofdispatch, invitation,contract,etc.)
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(7) 日本語， 日本文化又は技芸等を修得しようとする者

PersonwhointendstolearnJapaneselanguage,culmreorarts.

(a)本邦における日本語， 日本文化等を修得する機関の名称及び所在地

NameandaddressoftheinstimtionwhereyoulearnJapaneselanguage,culmre,etc. inJapan
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(b)招へい状等の立証資料Letterofinvitationorothermaterialsprovingleaming
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(8)その他の者Otherperson.

(a)入国目的Purposeofvisit

I■■ーI■■ I■■■■ I■■ 4■■ 1■■ー■■ I■■■■■■ ｲ■■■■ ■■■ーーI■■ I■■ー■■ｰ■■ｰ■■一ー■■ 1■■－1■■ーーI■■ ■■l ■■ーｰI■■ｰ■■一一■■ I■■ I■■■■■■ーーーー1■■ー■■ I■■ I■■一一1■■ I■■ ■■ーI■■ I■■ I■■ ■■ I■■

■■ '■■ '■■■■■■ 1■■■■ ｛■■ーーq■■ I■■ー■■ q■■ーーl■■一一'■■■■■■ I■■ 1■■ 1■■ー■■ーー＝ー■■■■ 1■■ーI■■ I■■ ‘■■■■■■■■ d■■ I■■ｰ'■■＝1■■ I■■－4■■ I■■ I■■ 1■■ ｡■■一一I■■ 1■■ー1■■ ■ﾛ■■■ ■■ー

(b)滞在日程 Itinerary
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(c)入国目的を立証する資料Materialsprovingyourpurposeofvisit
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(9)本邦において以上のほかに行おうとする活動があれば書いて下さい。

PutdownadditionalactivitiesinJapanyouintendtoengagein, ifany.

＝ーー1■■ 1■■ I■■ I■■ー4■■一一一一ーI■■ー■■■ I■■ q■■ 4■■ー1■■ l■■一一一一ー4■■ I■■ I■■ I■■ I■■ ■■■一一m■■ーーー1■■ q■■ I■■ I■■ ｡■■ 1■■ I■■ d■■ーⅡ■■ーq■■ーq■■ー1■■ I■■ I■■ 4■■ーd■■一一一一■■■ー1■■

ー■■ I■■■■■■ーー--1■■ー■■■■ ■■■■一■■－1■■■■ー■■■■■■ I■■ 1■■■■ー1■■－－1■■ー1■■■■■■ I■■－1■■ 1■■ー■■ '■■ーI■■－－1■■■■■■ 1■■ 1■■ー｡■■ーー■■ ■■■－－1■■■■ーｲ■■ 1■■ 1■■■■ q■■ー‐一

本邦入国についてその他特に事情があれば書いて下さい。

PutdownotherspecialcircumstancesfbrenteringintoJapan, ifany.‐‐‐‐_‐‐‐--‐‐‐‐‐_-------‐‐_‐‐‐
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私は，以上の質問に対して何事も隠さず真実を述べたことを誓います。

I,theundersigned,herebyswearthatinresponsetotheabovequestionslhavestatedthetruth

conscientiously,concealingnothing.

年月日 申請者

Date __________._______.._______Applicant______________________________._______________________

(Signature)
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別記第7号の3様式
上陸審査の流れ

本 邦 に 上 陸 し よ
一

つ と す る 外 国 人

↓
入 国 審 査 官 の 上 陸 審 査

古

lー一一一一一一ーーー一一一一一一・＝一一一ーー一一一一一一ー一一一句 一一一ー一一ー一一一ー一一一一一ー一一一一一一一一ーーー一一I

|個人識別情報を提供しない’
1－－－－－－－－－－－－－－－－-－－－－－－－－-－－－－

|個人識別情報を提供I
L－－－－－－－－一一一一一一‘■･戸‘■･－－－－－．－一一一一一一一一一

’

｜
▼---------▽－－－－－－－－－

1上陸条件に適合と認定 ｜
| (5条の2の適用を受ける’
1場合を含む）
L＝.＝ー一一一一一一一一一一.-－－－－

-－－－－－－－－－宙一一一."-.-.---

I 上陸条件に ｜
｜ 適合と認定しない l
L－－－－－－－－－－－－－－－－＝－－1

理官の口頭審理
各号該当性の審査）

’

↓▼

--_-----‐---ｰｰ.~..‐1

1 上陸条件に ｜
I 適合と認定 l
L----------‐-__----」

受領の署名年 月
■

■

一

－105－

個人識別情報を提供
又は6条3項各号該当

退 去 命 令

個人識別情報を

提供しない
(6条3項各号のいずれに

も該当しないと認定）

異議申出放棄

1－－
二上陸を 1
6事情なし I

ul－

特別審理官の口頭審理
（上陸条件適合性の審査）

上陸条件に
適合しないと認定

法務大臣の裁決
(又は地方出入国在留管理局長の裁決）

理由あり 理由なし

上陸特別許可上 陸 許 可



別記第8号様式

第

平成 年 月

ロ
万
一
口

地方検察庁

検事 殿

出入国在留管理局

特別審理官

止
口

聿
自発

国籍・地域

居住地

身柄の所在

職 業

被疑者氏名 （男・女）

日生（ 歳）年 月

上記の者につき下記犯罪の嫌疑があるので，刑事訴訟法第239条第2項の

定により，告発します。規定により

記

1 罪 名 出入国管理及び難民認定法違反

2 適 条 出入国管理及び難民認定法第75条，第10条第5項

3 犯罪事実

4 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる資料
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別記第9号様式

第

平成 年 月

ロ
万
［
ロ

地方検察庁

検事 殿

出入国在留管理局

特別審理官

比
口

聿
自取消発

国籍・地域

居住地

身柄の所在

職 業

被疑者氏名 （男・女）

日生（ 歳）年 月

上記の者につき下記犯罪の嫌疑により 年 月 日付けで当職が

た告発は，刑事訴訟法第243条，第241条第1項の規定により， これをした告発は， ソ

取り消します。

記

1 罪 名 出入国管理及び難民認定法違反

2 適 条 出入国管理及び難民認定法第75条，第10条第5項

3 犯罪事実

4 備 考

－107－



別記第10号様式

出国待機施設使用願

－108－

年 月 日

日本国政府法務省

出入国在留管理庁 出入国在留管理局 支局

主任審査官・特別審理官殿

運送会社の名称

事務所の所在地

取扱責任者名

(連絡担当者名 ●
●

●
●
●
●
●
●

電話番号 ●
●

④

下記の外国人については， 出入国管理及び難民認定法の規定に基づき，

）

退去を命じられた者であるところ， 貴支局内出国待機施設を本日使用する

ことを希望します。

使用に当た -つ ては ， 次の事項について了解します。

1 施設内における食費その他下記の外国人が出国待機施設にとどまる

ことに伴い必要となる一切の経費は，運送業者（又は船舶若しくは航

空機の長）が負担すること。

2 下記の外国人に対しては退去命令が発せられているので， 当該外国

人が遅滞なく我が国から退去するよう必要な措置をとること。

3 1及び2に掲げるもののほか， 出入国管理及び難民認定法に規定す

る運送業者（又は船舶若しくは航空機の長）の義務を誠実に履行する

こと 0

氏名 ●
●

国籍・地域

旅券番号 ◆
●

●
●

(Last) (First) (Middle)

航空機の便名又は船舶名

到着年月日

私は ，

●
●

●
●

年 月 日

男・女

出入国管理及び難民認定法の規定に基づき，退去を命じられた

者であるところ， 日本国から速やかに退去することを前提として

局内出国待機施設を本日使用することを希望します。

年 月 日

署 名

, 貴支



別記第10号の2様式

出国待機用施設借用願

－109－

年 月 日

(甲）

(乙）

●
●

●
●

日本国政府法務省

出入国在留管理庁 出入国在留管理局 支局

(乙）は ，

出張所主任審査官・特別審理官 ④

運送会社の名称

事務所の所在地

取扱責任者名

(連絡担当者名 ●
●

●
●
●
●
●
●

電話番号 ●
●

④

）

出入国管理及び難民認定法の規定に基づき，退去を命じられ

た下記の外国人を速やかに本邦外に出国させるべきところ シ その出国に至

るまでの間の当該外国人のとどまることができる場所として

理する出国待機用施設を本日借り受けます。

なお ， (乙）は

解します。

, 当該施設を借り受けるに当たり ，

， (甲）が管

次の事項について了

1 施設内における食費その他下記の外国人が出国待機用施設にとどま

ることに伴い必要となる一切の経費及びとどまったことに伴い発生し
た一切の経費は，運送業者（又は船舶若しくは航空機の長）が負担す
ること 0

2 下記の外国人に対しては退去命令が発せられているので， 当該外国
人が遅滞なく我が国から退去するよう必要な措置をとること。
3 1及び2に掲げるもののほか， 出入国管理及び難民認定法に規定す
る運送業者（又は船舶若しくは航空機の長）の義務を誠実に履行する
こと 0

氏名 ●
●

国籍・地域

旅券番号 ●
●

●
●

(Last) (First) (Middle)

航空機の便名又は船舶名

到着年月日

私は ，

●
●

●
●

年 月 日

男・女

出入国管理及び難民認定法の規定に基づき，退去を命じられた
者であるところ， 日本国から速やかに退去することを前提として
内出国待機用施設を本日使用することを希望します。

年 月 日

署 名

フ 貴局



別記第10号の3様式

とどまることができる場所の指定願
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年 月 日

日本国政府法務省

出入国在留管理庁 出入国在留管理局 支局
出張所主任審査官・特別審理官殿

運送会社の名称

事務所の所在地

取扱責任者名

(連絡担当者名 ●
●

●
●
●
●
●
●

電話番号 ●
●

④

下記の外国人については， 出入国管理及び難民認定法の規定に基づき，

）

退去を命じられた者であるところ， 下記の施設をとどまることができる場

所として所要の期間使用することを希望します。

指定に当たっては， 次の事項について了解します。

1 下記の外国人が下記の場所にとどまることに伴い必要となる一切の

経費は，運送業者（又は船舶若しくは航空機の長）の負担となるもの
であること 0

2 下記の外国人に対しては退去命令が発せられているので， 当該外国

人が遅滞なく我が国から退去するよう必要な措置をとること。

3 1及び2に掲げるもののほか， 出入国管理及び難民認定法に規定す

る運送業者（又は船舶若しくは航空機の長）の義務を誠実に履行する
こと 0

氏名 ●
●

国籍・地域

旅券番号 ●
●

●
●

(Last) (First) (Middle)

航空機の便名又は船舶名

到着年月日

私は ，

●
●

●
●

年 月 日

男・女

出入国管理及び難民認定法の規定に基づき，退去を命じられた
者であるところ， 日本国から速やかに退去することを前提として

の施設を滞在場所として使用することを希望します。

年 月 日

署 名

， 下記

滞在場所

名称

所在地

●
●
●
●

取扱責任者 ●
●

(連絡担当者名 ●
● 電話番号 ●

● ）



別記第1 1号様式

胎個圭口豆貞皇詣畠玉里言已金求書（士也方宇局二長冒表廷?宍ご案イZ1-皇）

平成

電裁第

年 平 ・

Hj人国在留管理局

第 号

出張所
ｎ
万 支局

-111-

国籍・地域 氏 弔 性別 生年月 日 職 業

男

女 当 歳

年

月

円

出発港 上陸申請港 使名・到着時間 便 時 分

k陸申請 月 日 不適合認定 月 日 異議申出 月 日

代理人・立会人・証人 。
● 氏名 通訳氏名 語使用

旅
券
外交・公用 ●－の般・その他（ ）

備 考

発行者

有効期限 年 月 日

査
証
有・無

回･鍬

外・公・就・通・短・ ‐ ・特

入国目的

クリアランス

滞在期間

有・無謡 －

有効期限

再入国許可

有効期限

失効・ （ ） 1回 数次 許可番号

在留資格・期間

許可年月日

在留期限

● ●

● ●

資格認定証明書 有・無 ●
● 番号 資格・期間 有効期限 ● ●

申請に係る

在留資格

申請書の

入国目的

具体的な

入国目的

予定滞

在期間

■■■■■■ 4■■■■－4■■■■■■■■ 4■■■■ｰ■■－－■■1－■■■■■■ー■■一一■■ｰ4■■■■■■ 1■■■■■■■■■■ー■■ー■■■■一一一．■■■■ー■■■■ー■■ I■■ー■■ 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I■■■■■■ ，■■■

1■■ー■■一一■■ー1■■■■ 1■■一一■■ーー■■■■ーー■■ q■■■■－4■■■■ー■■■■■■■■ I■■ー■■■■■■■■■■■■■■ー4■■■■■■■■ 4■■■■－4■■■■－4■■ー■■－4■■■■－1■■■■■■■■ 1■■■■■■■■■■－1■■■■■

ー一一一一一ー一一一一■■一一ー■■ーーーーーーーーｰーｰ■■ー‐一一-一一ー--4■■－－ーーーーー一一ー■■一一－一ｰーー■■ 4■■■■ー‐q■■＝■■--ーー一一一一一■■ 1■■ｰーーーｰ■■■■ー一一ーーー一一－-一一一一一一一一■■--一-一■■一一一-一ーー

出国用航空券等 有・無 〃 日 港発 向け 号・便予約済・オープン

不適合認定

理由

法7－1－－－－－_-------王適食｣_壁_史_:一一__--------____一…----.-…__－－－－

不適合

事由発

生原因

本人：法令不知・不注意旅行業者：不手際関係者：不注意
■■ I■■ 1■■■■■■ 1■■■■■■ 1■■ーI■■ ｨ■■■■ー■■■■■■■■■■■■ー，■■ーー■■■■■■＝ーｰ－－■■ｰーーｰ■■ｰｰーー4■■■■－1■■－－ーー‐ー‐ｰ■■ーー一一ｰ‐‐‐‐ーI■■■■‐‐ｰーー■■ーー＝ー■■■■ーー■■＝■■ー■■＝■

原因の詳細 ●
●

ー一一ｰｰｰ‐ｰ‐ーー4■■一一－1■■‐ｰ■■一一■■‐Ⅱ■■ーI■■ー‐ｰｰ‐ーｰ－－－‐－－ｰ‐一一ーー‐‐‐ｰーーーー＝■■ q■■■■ー■■ I■■■■■■ 1■■■■■■ 1■■■■ 4■■ ，■■ I■■ー■■一一■■■■■■■■ー1■■ー■■■■■■ー■■ I■■ー■■ー

(1)在日家族

関係者

(2)最終学歴

(3)在日歴

(4)その他の

情 状

(1)国籍・地域 ： 氏名 ：年齢： 連絡先等 ：職業：在留資格：本人との関係
－1■■■■＝■■ I■■＝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝イ■■■■■■一一■■－－■■-イ■■■■■■ ，■■■■＝■■■■■■■■一一一一＝－－－ｰ一一一ーｰ一一’■■ー‐ーｰ－－ｰｰｰ－1■■ーｰｰー‐ｰｰｰl■■ ■■ー■■一一■■■■ー

■■ー－－‐一一ー－1■■■■＝■■■■ '■■■■■■ー■■■■■■■■ 1■■■■■■■■ーー■■ I■■■■■■ ，■■ I■■ー■■ 1■■ー■■ 1■■＝■■■■ ｨ■■■■■■■■■■■■■■■■■■－1■■ーｰ＝ｰｰ■■ｰ‐ーー■■一一~一－一ーー一一■■ l■■ーｰ‐ｰ

■■一一一ー1■■＝ーー■■■■■■■■■■ー■■一一■■■■ー■■ 1■■■■ー■■ーー■■ 1■■■■ー■■ 4■■ーー4■■■■ー一一■■ーー＝ーーーｰ■■一一一一ーー■■－－1■■ｰ－－'■■■■ー■■一＝■■一一■■ー■■■■■■一一■■■■■■■■■■■

■■‐ーｰー’■■ｰ一一ｰー■■－－－■■一一■■ 1■■■■■■ '■■■■■■■■ 1■■■■■■ I■■■■ ‘■■■■ ‘■■■■■■■■■■ーI■■■■ー■■ｰｰｰーｰ一一一‐一一ｰ一一一ー－1■■ーー■■■■■■■■ー■■■■ 1■■■■■■ー■■■■一一■■■■ー■

－－－－－－－－ｰ一ー■■一一■■－1■■ー■■ '■■■■■■■■■■■■■■ ，■■■■ー■■■■ー一一一一■■■■ーーーーーーー－－－－ｰ一一ー■■ｰ‐一■■■■ー■■■■■■一一■■ー■■■■■■ I■■■■■■ '■■■■■■ーー■■■■ーーーーｰ■■ｰ一一

－ー－－－－一－－－－－－ｰ■■一一一一一－－－－－－－ー一一一■■一一一ｰ一一ーー－－－－1■■ｰー一一'■■■■ー■■一一一一－－，■■ｰー■■－－1■■ 1■■■■ー1■■■■■■■■■■■■-1■■■■■■ー1■■■■■■ー■■■■ー4■■■■ーー■■一一■

■■■■一一■■■■ 1■■■■■■ 1■■■■ ，■■■■■■ー■■■■ー■■■■-1■■ーー■■ーー‐ー一一一一一一■■‐－－一一－一一ーｰ一■■■■■■■■■■■■ I■■■■ー■■■■ー■■ー■■■■■■、ーーー■■-1■■ーー－－ーｰｰ■■－－ーー一一＝一一一

一－－ｰ一一ーーｰ■■ー■■ーー■■一一一-1■■■■ー■■■■■■ーq■■■■■■ 4■■■■ ，■■■■ 4■■■■-4■■■■ー｡■■一一ーー一一ーーー一一－一一ｰl■■ｰｰ■■■■ 4■■ー－4■■■■ ，■■■■■■ー’■■■■ー■■ー■■■■ー■■■■■■ｰｰーーｰｰ■

一一一一ｰーｰーｰーｰｰーｰｰー一ー－－－－■■一一■■一一■■ 1■■■■ー■■ 1■■■■■■ー■■■■■■■■■■ ，■■■■ー■■ー■■■■ー｡■■■■ー1■■ーー』■■ーー－1■■ｰ一一一一ー一一一ーー■■ー－－－ｰーー■■■■ー－1■■ー■■■■ー■■■■■■

ーｰーーl■■■■■■ ，■■■■■■ー■■■■－，■■■■■■-1■■■■■■ I■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■ー■■ 1■■■■ーー■■ｰ■■ーｰI■■ｰー一一一一■■一一ー一一－一一一‐ｰｰ■■■■ー■■＝■■■■ー■■■■■■ 1■■■■■■■■ー

_上陸防止場所

特別審理官 印 引渡入国審沓官

本邦予定居住地 行動範囲 ●
●

仮上陸許可 月 日 住居 ●
●

主任審査官意見 許可相当 ●
●

裁
決

年 月 日 ●
● 理山あり ・なし 主任審査官 印

上陸特別許可 在留資格 ●
◆ (期間 ） 証印 年 月 日

退去命令 月 日 退去経過 年 月 日 港発 号・便 向け

裁決結果通知 年 月 口 時 分裁決番号L
■■■■■■■
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」二 個垂

平成 年

電裁第 号

口豆貞 皇審昌 玉里言已録書量 （王見士也石崔定案ｲz'二）

平 ・ 第

出入国在留管理局 支局

号

出張所

－112－

国籍・地域 氏 名 性別 生年月 日 職 業

男

女 当 歳

年

月

日

出発港 上陸申請港 便名・到着時間 便 時 分

上陸申請 月 日 引渡 月 日 理由

代理人・立会人・証人 ●
● 氏名 通訳氏名 語使用

旅
券
外交・公用・ ・般・その他（ ）

備 考

発行者

有効期限 年 月 ロ

査
証
有・無

単・数次

外・公・就・通・短・一・特

入国円的

クリアランス

滞在期間

有・無鵬 一

有効期限

再入国許可

有効期限

有効・無効・失効． 1回 ， 数次 許可番号

在留資格・期間

許可年月日

在留期限

● ●

● ●

資格認定証明書 有・無 ●
◆ 番号． 資格・期間 有効期限 ● ●

個人識別情報の提供

(法第6条第3項各号）

有 拒否

(法6－3－ 号該当）

認 定

退去命令

退去経過

月 日 （法6－3－各号非該当）

〃 日

月 日 港発 便 向け

申請に係る

在留資格

申請書の

入国目的

具体的な

入|卦目的

予定滞在

期 間

ー■■一一ー一一■■■■－1■■ー■■一一一一一ーー一‐‐ーーーーｰｰーｰーー－－－－■■一一一ｰ‐■■ー一‐‐‐一一ー‐ｰ一一ー一一一ーｰーー一一一一一一一一一一－一一‐一一一一一‐ー‐ｰ一一ーー■■ｰーーーー■■■■ーー■

ーーー一一一－1■■ーーⅡ■■ーー■■ｰーーー■■ｰー茸一一一一一一＝－－－－ｰｰｰ‐ー~■■ｰ－－－ー‐ーー－－ｰI■■ー－－ｰ一一ー■■－1■■■■ー4■■■■ー■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■■■ I■■■■ー｡■■■■ ，■■ 1■■■■■■■■ I■■■■■■ 1■

出国用航空券等 有・無 月 日 港発 向け 号・便予約済・オーブン

不適合認定

理由

法7－1－‐______－－－－－－－－．._正直食_｣.型_史.:一…__.___､________一…=__------------____一‐

不適合

事由発

生原因

本人 Ｇ
● 法令不知・不注意旅行業者 ●

● 不手際関係者：不注意

原因の詳細
一一ー一一一－－一一ーー幸一ｰ

●

●

ーー■■ ー一一ー■■ー■■ーー■■ーーー■■一一■■■■■■ー’■■■■ー■■■■■■一■■■■ ，■■■■■■ ■■■■ー■■－1■■一－4■■■■ｰ■■ー‐Ⅱ■■一ｰー－－‐一一一■■一一■■－－‐■■ー■■－1■■ｰーｰ－－ーーー■■ーー■■ー■■■■■■■■ー■

案
件
内
容

入国目的 問題なし・不明 行先不明・ 日程不明・活動内容不明

不明の理由 説明一拒否・不可・不明瞭

所持金 なし．あり ・不足 現金 円 ドル

旅行用小切手 円 ドル

クレジットカード （ ）期限 有効・無効

本邦連絡先 なし。不明・あり （ ）

在日関係者 なし．不明・あり （ ）

州迎人 なし．不明・あり （ ）

人国歴 なし．不明・あり （前回 年 月 旧人国 目的 ）

その他参考事項

年 月 日出国

本邦予定居住地

上陸防止場所

仮上陸許可

｜丘勤範囲ﾐｰｰｰ
月 日 住居：

ー－－－－－－－ーーーー4■■ー－－■■ー■■ q■■ー■■ 1■■■■■■ 1■■■■■■■■■■ー■■一一一一一一

認
定

年 月 日

適合 不適合（法7－1－1 法7－1－2 法7－1－3 法7－1－4 ：法5－1－ ）

処
分

年 月 日

上陸許可（資格 期間 ） 申請取下げ終止

特別審理官

印

引渡入国審査官

退去命令 月 日 退去経過 年 月 日 港発 号・便 向け



別記第12号様式

第 号

平成 年 月 日

○○出入国在留管理局長殿

○○出入国在留管理局 支局 出張所

主任審査官

異議の申出に係る一件記録の送付について

下記の者が出入国管理及び難民認定法第11条の規定に基ぞ

したので，上陸審判要領第3章第1節第1の6の規定に基づき

1条の規定に基づき異議の申出を

匡〆ハ土日乍岸P iテー白一_〆-ミさ‐一イH--三コムヨ.妾シユミとイーI．
件記録を送付

します。

記

案件番号

国籍・地域

氏 名

１
２
３

-113-



別記第12号の2様式

第 号

平成 年 月 日

法務大臣殿

○○出入国在留管理局長○○○○

異議の申出に係る進達について

下記の者に係る出入国管理及び難民認定法第11条の規定に基づく異議の申

出につき，主任審査官から一件記録の送付がありましたが，本件は上陸審判要

領第4章第1節第1の1ただし書に該当しますので， 同要領第3章第2節の1

の規定に基づき進達します。

記

案件番号

国籍・地域

氏 名

１
２
３

-114-



別記第13号様式

第 号

平成 年 月 日

殿

○○出入国在留管理局 支局 出張所

主任審査官

一件記録送付後の追加資料の送付について

下記の者に係る異議の申出に関し，新たな資料

3章第1節第1の9の規定に基づき送付します。

新たな資料を得たので， 上陸審判要領第

記

公信番号

案件番号

国籍・地域

氏 名

送付資料

年 月 号日１
２
３
４
５

－115－



別記第13号の2様式

番号

No.

年月p

Date

、本国政府法務省

MinistrvofJustice,JapaneseGovennnent

出頭通知書
NOTICE TO APPEAR

殿

To:

1 国籍・地域

Nationality/Region

男Male

女Female

2 氏 名

Name

MiddleLast First

3 生年月日

DateofBirth 年 月 日

Month DayYear

4居住地

PresentAddressinJapan

出入国管理及び難民認定法第59条の2第2項の規定により，下記のとおりあなたの出頭を

求めます。出頭の際は本状を持参してください。

YouareherebyrequestedtoappearasdesignatedbelowinaccordancewiththeprovisionofArticle59-2,

Paragraph2ofthehmigrationControlandRefilgeeRecognitionAct. Thisnoticeshallbebroughtwith

youatthetimeofappearance.

時 分（1）出頭日

DatetoAppear

年 月 日

Month DayYear Hour Minute

出入国在留管理局 支局・出張所（2）出頭場所

PlacetoAppear BranchOfficeRegional lmmigrationServicesBureau

（3）出頭を求める理由

Reasontorequestappearance

（4）持参する資料

Materialtobebroughtwithyou

出入国在留管理庁

ImmigrationServicesAgency

出入国在留管理局

RegionallmmigrationServicesBureau

支局・出張所

BranchOffice

入国審査官

署 名Immigrationlnspector

Signature

-116-



別記第13号の3様式

－117－

聿
冒

△
云

昭
小

殿

第 号

平成 年 月 日

出入国在留管理局

入国審査官

事実の調査のため必要につき下記事項について至急回答願いたく， 出入国管理及

び難民認定法第59条の2第3項により照会します。

昭 △、 事 項云J1､、



別記第14号様式

第 号

平成 年 月 日

殿

○○出入国在留管理局 支局 出張所

主任審査官

一件記録送付後の異議申出の取下げについて（報告）

下記の者は異議申出の取下げを行ったので，上陸審判要領第3章第1節第3

の3に基づき報告します。

記

公信番号

案件番号

国籍・地域

氏 名

年 月 号１
２
３
４

日

－118－



別記第15号様式

年月 日

通知書

○○出入国在留管理局 支局 出張所

歳入歳出外現金出納官吏殿

○○出入国在留管理局 支局 出張所

主任審査官

の仮上陸に関する保証金の○○国人

納付

没取

還付

保管替え

について，下記のとおり決定したので通知します。

記

納付額

没取額

還付額

保管替先

保証金納付年月日

没取年月日

還付年月日

保管替年月日

(注）不要の文字は抹消すること。
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別記第16号様式

保証金受払簿

1 用紙の大きさは適宜作成して差し支えない。

2 摘要欄は，受入れは「受入」 ，保管替えによる受入れは「○○港出張所か

ら保管替え受入」 ，保管替えは「××局に保管替え」 と記入し，返還は「1

1条6項退去命令に付き返還」 ，保証金の没取は「逃亡により全額没取」の

ように理由を含めて記入すること。

3 外貨の場合は，受，払，残の欄にその旨を明記すること。

4 本簿は， 月ごとの区分によらず年度ごとに締め切ること。
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別記第18号様式

第 号

平成 年 月 日

出入国在留管理庁長官殿

○○出入国在留管理局長○○○○

出入国管理及び難民認定法第5条第1項第6号又は第8号に該当して退

去命令書を交付された者について（報告）

下記の者は， 出入国管理及び難民認定法第5条第1項第6号又は第8号に該

当するとして退去命令書を交付したので，上陸審判要領第6章第3に基づき報

告します。

記

1 案件番号

2 国 籍・地域

3 氏 名

4 生年月日（性別）

5 不適合認定事由

(注）認定通知書(写)及び退去命令書(写)その他参考資料を添付すること。

－121－


